
ご
あ
い
さ
つ 

 
 本

郷
ふ
じ
や
ま
公
園
運
営
委
員
会
は
、
古
民
家
を
中
心
に
本
郷
地
区
の
歴

史
文
化
を
後
世
に
伝
え
て
行
く
べ
く
、
種
々
の
部
会
を
通
し
て
文
化
体
験

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
古
民
家
歴
史
部
会
の
活
動
で
、
小

岩
井
家
に
遺
さ
れ
た
古
文
書
の
解
読
に
二
十
数
年
来
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。 

本
部
会
で
は
そ
の
成
果
と
し
て
、
平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
に
「
村

政
編
」
を
、
次
い
で
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
に
「
海
防
編
」
を
ま
と
め
て

参
り
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
た
び
「
幕
末
維
新
編
」
を
発
刊
致
し
ま
す
。
今

回
は
、
現
在
横
浜
市
歴
史
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
小
岩
井
家
文
書
の

う
ち
、
幕
末
維
新
期
の
文
書
「
御
用
留
」
を
中
心
に
触
書
・
回
章
を
加
え
て

部
会
員
一
同
が
鋭
意
解
読
を
進
め
て
来
た
も
の
で
す
。 

 

本
書
に
よ
り
、
我
が
国
の
近
世
の
激
動
期
に
お
い
て
幕
府
や
新
政
府
は

ど
の
よ
う
に
国
政
を
進
め
、
そ
れ
に
応
じ
て
鍛
冶
ヶ
谷
村
は
ど
の 

よ
う
に
村
政
を
運
営
し
て
行
っ
た
か
、
皆
様
の
郷
土
史
へ
の
関
心
と
ご
理

解
が
一
層
深
ま
れ
ば
大
変
嬉
し
く
、
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。 

 
 

 
 
 

令
和
七
年 

十
二
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本
郷
ふ
じ
や
ま
公
園
運
営
委
員
会 

 
 

 
 

 
 
 

古
民
家
歴
史
部
会 
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」  

札  

党  

徒  

「  

札  

高  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
形
状
：
横
長
五
角
形

  
主
要
寸
法
：
横
長
さ
：

9
1
㎝

 中
央
部
高
さ
：

4
6
㎝

 左
右
高
さ
：

4
3
㎝

 板
厚
さ
：

4
㎝

 

 
 
材
質
：
ケ
ヤ
キ
一
枚
板

 
裏
側
に
そ
り
防
止
や
取
付
け
の
細
工
あ
り

 

                五
画

 

長 横 ： 形状 
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そ
た
ち
つ
て
と
な
に
ぬ
ね
の
は
ひ
ふ
へ
ほ 

07-04 
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ポ
イ
ン
ト 
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本
「
高
札
」
は
、
現
在
、
小
岩
井
家(

旧
鍛
冶
ヶ
谷
村)

に
保
管
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。 

「
高
札
」
と
は
法
令
を
板
面
に
記
し
て
往
来
な
ど
に
掲
示
し
て
民
衆
に
知
ら

せ
る
方
法
で
あ
る
。 

本
「
高
札
」
は
幕
府
が
各
藩
の
大
名
や
旗
本
を
通
し
て
民
衆
に
知
ら
せ
た
も

の
で
あ
り
、
高
札
に
は
明
和
七
年
の
記
載
が
あ
る
。
鍛
冶
ヶ
谷
村
は
、
明
和
七

年
に
は
幕
府
直
轄
地
で
旗
本
牧
野
・
高
林
氏
の
支
配
下
に
あ
り
、
本
高
札
は
そ

の
時
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

幕
府
か
ら
出
さ
れ
る
高
札
は
、
八
代
将
軍
吉
宗(

享
保
二
十
年(

一
七
三
五))

ま
で
は
度
々
改
訂
さ
れ
た
が
、
以
降
は
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
も
の
が
多
か

っ
た
。
こ
の
明
和
七
年(

一
七
七
〇)

の
高
札
は
、
幕
府
が
新
た
に
出
し
た
高
札

で
、
従
来
に
は
な
い
民
衆
の
不
穏
な
動
き
に
対
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
は
「
徒
党
」「
強
訴
」「
逃
散
」」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
お
り
、
幕
府
の

重
要
な
施
策
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
支
配
者
で
あ
る
会
津
藩
、
川

越
藩
、
熊
本
藩
、
佐
倉
藩
に
そ
の
ま
ま
受
継
が
れ
た
も
の
と
推
量
さ
れ
る
。 

 

幕
末
時
の
小
岩
井
家
文
書
に
は
高
札
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
が
二
つ
あ

る
。 一

つ
目
は
、
慶
応
三
年
八
月
付
で
、
幕
府
か
ら
、
従
来
の
高
札
の
状
況
を
調

べ
る
旨
の
触
書
で
あ
る
。。「
徒
党
札
一
枚 

(

熊
本
藩
主
の)

細
川
様
よ
り
御
渡

有
之
候
」「
此
度
御
支
配
替
に
付
、
は
づ
し
置
申
候
」
と
あ
る
。
鍛
冶
ヶ
谷
村
は
、

渡
さ
れ
た
高
札
は
支
配
替
え
に
な
っ
た
の
で
、
取
外
し
た
と
答
え
て
い
る
。 

        (

資
料
番
号 

御
用
留-

29(

十
七)) 

二
つ
目
は
、
慶
応
四
年
七
月
付
で
、
維
新
政
府
か
ら
の
触
書
で
あ
る
。「
朝
廷

よ
り
御
触
達
の
趣
、
堅
相
守
可
申
事
」「
是
迄
の
高
札
の
儀
は
皆
以
取
迦
し
、
村

役
人
へ
預
り
置
申
候
」
と
あ
る
。
旧
来
の
高
札
を
取
外
す
旨
の
触
書
で
あ
る
。 

   
 
 
 
 
 
 
  

      (

資
料
番
号 

触
書
・
回
章-

16(

一)) 

定 
何
事
に
よ
ら
ず
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
事
に
百
姓 

大
勢
申
合
せ
候
を
と
と
う
と 

と
な
ヘ 

と
と
う
し
て 

し
ゐ
て 
ね
が
ひ
事 

く
は
だ
つ
る
を
こ
う
そ
と
い
ひ 

あ
る
い
は 

申
あ
は
せ 

村
方
た
ち
の
き
候
を
て
う 

さ
ん
と
申 

前
々
よ
り
御
法
度
に
候
條 

右
類
の
儀 

こ
れ
あ
ら
ば
居
む
ら
他
村
に
か
ぎ
ら
ず 

早
々
其
の 

す
じ
の
役
所
へ
申
出
べ
し 
御
ほ
う
び
と
し
て 

 
 
 

と
と
う
の
訴
人 

 
 

銀
百
枚 

 
 
 

こ
う
そ
の
訴
人 

 
 

同 
断 

 
 
 

て
う
さ
ん
の
訴
人 

 

同 

断 

右
の
通
下
さ
れ
そ
の
品
に
よ
り
帯
刀
苗
字
も 

御
免
あ
る
べ
き
間 

た
と
へ
一
旦
同
類
に
成
る
と
も 

発
言
い
た
し
候
も
の
の
名
ま
へ
申
出
る
に
お
ゐ
て
は 

そ
の
科
を
ゆ
る
さ
れ 

御
ほ
う
び
下
さ
る
べ
し 

右
類
訴
人
い
た
す
も
の
も
な
く
村
々
騒
立
候
節 

村
内
の
も
の
を
差
押
へ 

と
と
う
に
く
わ
ら
せ
ず 

一
人
も
さ
し
い
だ
さ
ざ
る
村
方
こ
れ
あ
ら
ば
村
役
人 

に
て
も
百
姓
に
て
も
重
も
に
と
り
し
づ
め
候
も
の
は 

御
ほ
う
び
銀
下
さ
れ
帯
刀
苗
字
御
免  

さ
し 

つ
づ
き
し
づ
め
候
も
の
ど
も
こ
れ
あ
ら
ば
そ
れ
〳
〵 

御
ほ
う
び
下
し
お
か
る
べ
き
者
也 

 
 
 

明
和
七
年 

四
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 奉

行 
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凡 
 
 

例 

 

一 

本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
書
は
、
横
浜
市
歴
史
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
小
岩
井
家
（
旧
鍛
冶
ヶ
谷
村
）
文
書
か
ら
選
択
し
、
参
考
に
し
た
栗
田
家
（
旧

岩
瀬
村
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
文
書
を
補
足
し
て
収
録
し
た
。 

一 

本
書
に
お
い
て
文
書
は
年
代
順
に
配
列
し
た
。
但
し
一
部
年
代
が
不
明
の
も
の
が
あ
り
、
内
容
に
よ
っ
て
適
宜
配
列
し
た
。 

一 

各
文
書
の
表
題
は
「
横
浜
市
教
育
委
員
会
資
料 

小
岩
井
家
所
蔵
資
料
」
記
載
の
資
料
名
を
採
用
し
た
が
一
部
内
容
が
分
か
る
表
題
に
変
更
し
た
。 

参
考
の
た
め
同
委
員
会
が
付
し
た
資
料
の
分
類
と
整
理
番
号
を
各
解
説
の
末
尾
に
記
載
し
た
。 

一 

漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
。
旧
字
体
、
異
体
字
は
現
在
慣
用
さ
れ
て
い
る
新
字
体
に
改
め
た
。
ま
た
、
変
体
仮
名
は
平
仮
名
、
片
仮
名
に
直

し
た
。
漢
数
字
は
、
そ
の
ま
ま
一
、
二
、
三 

・
・
十
、
壱
、
弐
、
参
・
・
捨
、
廿 

、
丗 

と
し
た
。 

一 

改
行
は
原
文
書
に
よ
っ
た
が
、
釈
文
の
都
合
で
適
宜
改
行
し
た
。
ま
た
、
闕
字
や
平
出
な
ど
は
字
間
を
詰
め
、
行
を
揃
え
た
。 

一 

読
み
や
す
い
よ
う
に
、
適
宜
読
点
（
、）
及
び
中
黒
（
・
）
を
挿
入
し
た
。 

一 

合
字
な
ど
を
含
め
て
、
次
の
文
字
は
以
下
の
よ
う
に
直
し
た
。 

 
 

ゟ→

よ
り 

 

与→

と 
 

者→

は 
 

江→

へ 
 

茂→

も 
 

ニ→

に 
 

ハ→

は 
 

之→

の 

而→

て 

一 

欠
損
、
虫
食
い
、
汚
れ
な
ど
で
判
読
不
能
の
箇
所
は
伏
字
（
□
）
で
表
示
し
た
。 

 
 

な
お
、
□
の
数
は
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
文
字
数
を
表
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

一 

誤
字
、
脱
字
、
あ
て
字
な
ど
意
味
不
明
の
箇
所
は
、
下
に
（ 

）
内
に
適
宜
現
用
の
文
字
に
直
し
て
示
し
た
。 

一 

現
在
慣
用
の
表
音
と
す
る
た
め
清
音
に
濁
点
及
び
半
濁
点
を
付
し
た
。 

一 

原
文
の
振
り
仮
名
は
そ
の
ま
ま
、
読
み
方
が
必
要
と
思
わ
れ
る
文
字
に
は
ル
ビ
を
振
っ
た
。 
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幕
末
維
新
編 

 

 
 

本
文
目
次
・
標
題
・
小
見
出 

 

 

卯
用
留 
慶
応
三
年
正
月 (

資
料
番
号 

御
用
留-

29) 

                   

横
浜
歴
博
資
料
目
録
第
20
集 

 

（
一
）  

松
平
民
部
大
輔
清
水
家
相
続 

（
二
）  

助
郷
人
足
の
儀 

（
三
）  

郷
兵
稽
古
と
助
郷 

（
四
）  

大
行
天
皇
崩
御 

（
五
）  

外
国
人
通
行
に
つ
い
て 

（
六
）  

鎌
倉
事
件
の
探
索
で
褒
美 

（
七
）  

増
石
取
調
書 

組
合
宿
取
締
役 

（
八
）  

当
卯
宗
門
帳 

宗
門
御
改
帳 

入
用
夫
銭
帳 

（
九
）  

在
方
武
芸
稽
古
相
慎 

（
十
）  

兵
賦
金
納 

 (

十
一) 

御
代
官
様
御
手
付
衆 

 (

十
二) 

吹
立
弐
分
判
の
引
替
に
つ
い
て 

 (

十
三) 

浅
草
幸
龍
寺
の
配
札 

 (

十
四) 

生
糸
改
所
の
儀 

 (

十
五) 

農
兵
稽
古
相
談
の
儀 

 
 
 
  

農
兵
稽
古
場
所
図
面 

 
 
 
  

農
兵
御
台
場
詰 

 (

十
六) 

長
谷
観
音
永
代
千
願
法
要 

 (

十
七) 

外
し
た
高
札
の
取
扱
い 

 

 (

十
八) 

定
免
引
替
願
い 

 (

十
九) 

関
東
取
締
組
合
入
の
儀 

 (

二
十) 

酒
造
の
こ
と 

 (

二
十
一)

歩
卒
市
内
遊
歩
の
規
定 

 (

二
十
二)

江
戸
出
張 

 (

二
十
三)

金
札
に
よ
る
御
用
金
調
達 

 (

二
十
四)

光
明
寺
か
ら
の
呼
出
状 

  

御
用
留 

慶
応
四
年
正
月 (

資
料
番
号 

御
用
留-

31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

横
浜
歴
博
資
料
目
録
第
20
集 

 

（
一
） 

徳
川
慶
喜
政
権
返
上 

（
二
） 

不
埒
の
者
厳
戒
に
処
す 

（
三
） 

慶
喜
変
心
に
付
き
追
討
軍
派
遣 

（
四
） 

諸
国
脇
往
還
人
馬
賃
銭
割
増 

  

御
用
留 

慶
応
四
年
正
月 (

資
料
番
号 

御
用
留-

32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

横
浜
歴
博
資
料
目
録
第
20
集 

 
（
一
） 

宗
門
人
別
帳
の
差
し
出
し
の
触
書 

（
二
） 
定
免
年
季
明
後
の
跡
請
の
差
し
出
し
の
触
書 

（
三
） 
会
津
様
家
族
の
東
海
道
下
り
の
賃
銭
渡
し 
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辰
年
御
用
留 

慶
応
四
年
七
月 (

資
料
番
号 

御
用
留-

33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横
浜
歴
博
資
料
目
録
第
20
集 

 

（
一
）  
薩
賊
与
党
の
乱
防
劫
盗 

（
二
）  

街
道
筋
の
取
締
り 

（
三
）  

御
親
征
軍
御
通
行 

（
四
）  

官
軍
御
通
行
仰
付
松
明
夜
具
割
合 

（
五
）  

村
々
や
街
道
筋
の
取
締
り(

三
月
十
三
日) 

（
六
）  

村
々
や
街
道
筋
の
取
締
り(

三
月
十
八
日) 

（
七
）  

大
総
督
府
軍
監
差
出
被
置
候
条 

（
八
）  

主
上
御
元
服
の
御
大
礼
恩
赦 

（
九
）  

差
上
申
請
事 

（
十
）  

韮
山
代
官
所
支
配
か
ら
韮
山
県
支
配
へ 

 (

十
一) 

通
用
金
銀
銅
銭
の
両
替
の
触 

 (

十
二) 

神
奈
川
十
里
四
方
の
支
配 

 (

十
三) 

神
奈
川
府
か
ら
村
明
細
差
し
出
し
の
通
達 

 (

十
四) 

神
奈
川
府
支
配
模
様
の
風
聞 

 (

十
五) 

神
奈
川
府
へ
差
出
明
細
帳
の
証
拠
物
の
持
参 

 (

十
六) 

江
川
手
代
富
沢
正
右
衛
門
か
ら
の
仰
渡 

  

御
請
一
札 

慶
応
四
年
正
月 (

資
料
番
号 

触
書
・
回
章-

14) 

                     
 
 

横
浜
歴
博
資
料
目
録
第
20
集 

 

（
一
） 

御
達
書 

市
中
為
取
締
の
件 

（
二
） 

請
書 

村
中
一
同
慥
に
承
知
仕
候 

 

御
官
軍
様
方
御
下
向 

御
触
書
所
并
宿
々
よ
り
通
達
日
記 

 
 
 
 

慶
応
四
年
三
月 (

資
料
番
号 

触
書
・
回
章-

15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横
浜
歴
博
資
料
目
録
第
20
集 

 

（
一
） 

官
軍
の
編
成
・
規
模
と
行
程 

（
二
） 

達
書 

御
親
征
に
付
駅
々
官
軍
通
行
の
節 

（
三
） 

差
上
申
御
請
書
之
事 

   

差
上
申
御
請
書
之
事 

慶
応
四
年
七
月 (

資
料
番
号 

触
書
・
回
章-

16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横
浜
歴
博
資
料
目
録
第
20
集 

 

（
一
） 

差
上
申
御
請
書
之
事 

   

御
触
書 

断
簡 

慶
応
四
年
十
月 (

資
料
番
号 

触
書
・
回
章-

20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横
浜
歴
博
資
料
目
録
第
20
集 

 

（
一
） 

長
防
之
事 

（
二
） 

長
防
の
儀 

触
書
書
状 

（
三
） 
兵
庫
開
港
の
儀 

（
四
） 
新
帝
即
位
と
改
元
の
定 
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3 

 

乍
恐
以
書
付
奉
懇
願
候 

明
治
九
年
七
月 (

資
料
番
号 

新
道
開
拓
関
係-

２) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横
浜
歴
博
資
料
目
録
第
24
集 

 

（
一
） 
新
道
開
拓
願
書 

   

辰
割
附 

明
治
元
年
十
月 (
資
料
番
号 

年
貢
割
付
状-

66) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横
浜
歴
博
資
料
目
録
第
22
集 

 

（
一
） 

辰
御
年
貢
可
納
割
附
之
事 

   

明
細
書
上
帳 

控 

嘉
永
七
年
八
月 (

資
料
番
号 

村
政
・
村
況-

77) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横
浜
歴
博
資
料
目
録
第
20
集 

 

（
一
）
明
細
書
上
帳 
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は
じ
め
に 

 
 「

幕
末
維
新
」
の
年
代
設
定
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
本
書
で
は
嘉
永
六

年
（
一
八
五
三
）
か
ら
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
か
け
て
の
激
動
期
と

し
、
そ
の
間
に
書
か
れ
た
小
岩
井
家
文
書
の
中
の
「
御
用
留
」
に
触
書
・

回
章
を
加
え
た
計
五
五
編
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。 

 

最
初
の
編
は
、
開
国
後
一
三
年
経
っ
た
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
正
月

に
パ
リ
万
国
博
覧
会
へ
将
軍
の
名
代
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
弟
の
昭
武
が
御

三
卿
清
水
家
を
相
続
す
る
文
書
で
す
。
そ
の
年
の
一
〇
月
に
は
将
軍
慶
喜

が
大
政
奉
還
を
上
奏
、
翌
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
一
月
に
鳥
羽
伏
見
の

戦
い
が
起
こ
り
、
二
月
に
新
政
府
の
東
征
軍
が
東
海
道
を
江
戸
に
向
か
っ

て
進
軍
し
ま
す
。
こ
の
と
き
の
様
子
は
、
戸
塚
宿
の
定
助
郷
で
あ
っ
た
小

岩
井
家
の
文
書
に
も
遺
っ
て
お
り
、
本
書
で
は
詳
述
し
た
編
を
設
け
て
い

ま
す
。 

 

四
月
に
は
江
戸
城
が
開
城
さ
れ
、
接
収
さ
れ
た
神
奈
川
奉
行
所
は
横
浜

裁
判
所
か
ら
神
奈
川
裁
判
所
を
経
て
神
奈
川
県
が
設
置
さ
れ
ま
す
。
そ
し

て
九
月
に
明
治
と
改
元
さ
れ
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
藩
籍
奉
還
に

至
り
ま
す
。 

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
鍛
冶
ヶ
谷
村
で
は
助
郷
人
足
の
供
出
、
兵
賦

金
納
、
農
兵
稽
古
、
官
軍
下
向
時
の
動
員
な
ど
、
負
担
の
大
き
い
村
政
運

営
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
定
免
切
替
時
の
請
願 

ま
で
を
本
書
に
収
録
し
て
い
ま
す
。 
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卯
用
留 

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）（
資
料
番
号
御
用
留‐

29
） 

        

        

（
一
）
松
平
民
部
大
輔
清
水
家
相
続
（
正
月
十
三
日
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

慶
応
二
年
（
１
８
６
６
）、
空
席
だ
っ
た
御
三
卿
清
水
家
の
当
主
に
、
将

軍
慶
喜
の
弟
で
徳
川
斉
昭
の
十
八
男
松
平
昭
武
が
指
名
さ
れ
、
松
平
か
ら

徳
川
に
改
姓
し
た
。 

同
時
に
昭
武
は
パ
リ
で
開
催
さ
れ
る
万
国
博
覧
会
に
慶
喜
の
名
代
と
し

て
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
渋
沢
栄
一
な
ど
の
随
員
を
従
え
て
同
年
三

月
、
横
浜
港
を
出
港
し
た
。 

 

 

 

釈
文 

水
戸
殿
御
舎
弟
松
平
民
部
大
輔
殿
亊 

 
 
 

思
召
も
被
為
在
候
に
付
、
清
水
家
相
続
被
仰
出
候 

一 

松
平
民
部
大
輔
殿
、
清
水
家
相
続
被
仰
出
候 

に
付
、
向
後 

 
 
 

徳
川
と
被
称
候
亊 

右
の
通
、
旧
臘
廿
八
日
、
於
京
都
被
仰
候 

右
の
通
、
従 

 
 

公
儀
被
仰
出
候
間
、
村
中
并
寺
社
門
前
迠 

不
洩
様
可
触
知
候
、
此
廻
状
早
々
順
達
、
留
村
よ
り 

役
所
へ
可
相
返
候
、
以
上 

 
 
 
 
 

正
月
十
三
日 

 
 

御
領
役
所 
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（
二
）
助
郷
勤
人
足
の
儀
（
正
月
十
五
日
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

京
坂
緊
迫
の
た
め
、
幕
府
か
ら
派
遣
さ
れ
る
役
人
通
行
が
多
く
な
っ
て

い
る
状
況
の
中
で
、
戸
塚
宿
へ
の
助
郷
人
数
を
約
束
ど
お
り
派
遣
す
る
よ

う
、
鍛
冶
ヶ
谷
村
等
五
ヶ
村
に
求
め
る
廻
状
。 

 

 

  
釈
文 

急
以
廻
状
得
貴
意
候
、
然
ば
其
御
村
方
、
助
郷
勤
人
足 

の
儀
、
百
石
に
付
四
人
の
外
差
出
し
兼
候
趣
、
過
日
御 

断
に
就
て
は
、
山
田
村
外
九
ヶ
村
へ
、
宿
方
問
屋
中
へ
も 

難
渋
の
廉
申
断
、
百
石
に
付
四
人
に
て
承
知
の
旨 

 

廻
状
、
同
村
よ
り
差
出
候
趣
、
右
は
以
の
外
の
儀 

松平民部大輔と渋沢栄一の渡欧 

 

 

慶応３年（1866）、パリで開かれた万国博覧会に出展

した幕府は、将軍慶喜の名代として弟の松平民部大輔

を派遣。 

その随員の一人として選ばれたのが渋沢栄一。 

一行は横浜を出航、約 1 年半の滞在期間のうちに欧

州各国を視察し、多くの知見を得て明治維新の混乱期

に帰国した。 

渋沢はこの欧州での見聞をもとに、「会社」を多数設

立し、日本の産業発展に大きな功績を挙げた。 

渋沢が設立にかかわり、現在も存続する企業は 167

社を数え、そのうち上場企業が 99 社という。 

まさに日本の「資本主義の父」である。 
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に
付
、
右
拾
ヶ
村
役
人
へ
、
昨
夜
申
談
候
処
、
心
得
違 

仕
候
段
、
被
申
聞
候
、
依
て
は
今
日
よ
り
前
々
の
通
に 

触
當
次
第
、
人
馬
差
出
し
、
可
申
旨
に
付 

其
御
村
方
の
儀
も
同
様
、
無
差
支
、
触
當
次
第 

趣
差
出
し
可
被
下
候
、
是
迄
京
坂
御
警
衛 

御
役
々
様
方
御
通
行
の
御
先
触
も
到
来 

片
時
も
右
の
振
合
に
て
は
御
継
立
御
差
支
に
相
成
候 

間
、
此
段
御
察
し
可
被
成
候
、
以
上 

正
月
十
五
日 

 
 
 

戸
塚
宿 

問
屋 

仁
兵
衛 

〃 

庄
右
衛
門 

〃 
庄 

助 

鍛
冶
ヶ
谷
村 

中
之
村 

上
之
村 

上
野
庭
村 

下
野
庭
村 

右
村
々 

御
名
主
中 

        

（
三
）
郷
兵
稽
古
と
助
郷 

（
正
月
廿
七
日
） 

 
 

郷
兵
稽
古
と
助
郷
に
つ
い
て
打
合
せ
の
た
め
、
大
組
合
惣
代
の
梅
沢

宅
へ
参
集
す
る
よ
う
求
め
る
廻
状
。 

郷
兵
は
、
地
域
の
治
安
維
持
の
た
め
、
土
地
の
農
民
を
集
め
訓
練
し

た
守
備
兵
。 

 

 

釈
文 

郷
兵
稽
古
の
儀
、
近
々
御
出
役
に
相
成
候
由 

に
付
、
諸
事
前
広
取
極
置
度
候
間
、
明
廿
八
日 

早
昼
に
て
拙
宅
へ
出
合
可
被
成
候 

 
一 
戸
塚
宿
助
郷
村
々
の
儀
は
、
人
馬
過
不
足 

賃
銭
取
引
等
の
儀
も
、
右
の
節
い
た
し 

度
候
間
、
名
主
中
印
形
持
参
可
被
成
候 

 
 

此
廻
状
、
早
々
順
達
可
有
之
候
、
以
上 

卯
正
月
廿
七
日 

 
 

梅
澤
与
次
右
衛
門 
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（
四
）
大
行
天
皇
崩
御 

（
二
月
） 

 
 

孝
明
天
皇
崩
御
の
通
達 

「
大
行
天
皇
」
は
崩
御
し
た
天
皇
に
追
号
が
贈
ら
れ
る
ま
で
の
呼
称
。 

こ
こ
で
は
前
年
十
二
月
二
十
五
日
に
崩
御
し
た
孝
明
天
皇
の
こ
と
。 

釈
文 

大
行
天
皇
崩
御
に
付
、
普
請
鳴
物
停
止
に
て 

候
得
共
、
類
焼
等
に
て
難
捨
置
分
、
穏
便
に
て
露 

相
凌
候
迄
の
普
請
は
不
苦
候 

二
月 

 

鳴
物
停
止
令 

大
行
天
皇
崩
御
に
よ
る
普
請
鳴
物
停
止
令
は
二
月
十
三
日
、
つ
ぎ
の
通

達
で
解
除
さ
れ
て
い
る
。 
 

京
都
で
二
月
三
日
に
通
達
さ
れ
た
情
報
が
、
権
力
の
空
白
期
間
で
は
あ

っ
た
が
、
十
日
遅
れ
て
こ
の
地
域
に
も
届
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 釈
文 

普
請
は
来
る
十
五
日
よ
り
被
成
御
免
候
。 

 

右
の
通
、
去
る
三
日
、
於
て
京
地
被
仰
出
候
間
、
向
々
へ
可
被
相
触

候
事 

右
の
通
、
従
公
儀
被
仰
出
候
間
、
村
中
并
寺
社
門
前
迠
不
洩
様
可
觸

知
候
、
此
廻
状
早
々
順
立
（
達
）、
留
村
よ
り
役
所
へ
可
相
返
候
、 

以
上 

二
月
十
三
日 

 
 

御
領
役
所 

         
 
 
 

               

 

 

孝明天皇 

第 121代天皇 在位 21年間 

慶応２年 12月 25日崩御。 

満 35才 

外国嫌いとして知られる。死因は 

天然痘とされているが、毒殺された 

との説もある。 
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（
五
）
外
国
人
通
行
に
つ
い
て 

二
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
横
浜
開
港
で
外
国
人
が
多
数
住
む
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
外
国
人
が
自

由
に
遊
歩
で
き
る
範
囲
が
定
め
ら
れ
た
。 

横
浜
周
辺
で
は
外
国
人
通
行
が
多
く
な
り
、
住
民
と
の
接
触
に
よ
り
、

生
麦
事
件
、
井
土
ヶ
谷
事
件
、
鎌
倉
事
件
な
ど
の
事
件
が
発
生
し
た
。

こ
の
文
書
は
、
外
国
人
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
危
惧
し
た
幕
府
が
住
民
に
注

意
を
促
す
通
達
で
あ
る
。 

 釈
文 

 
 
 
 
 

覚 

 
 

外
国
人
途
中
通
行
の
節
、
悪
口
い
た
し 

又
は
瓦
礫
等
打
候
も
の
有
之
哉
に
候
処 

御
国
辱
に
も
相
成
候
儀
に
付
、
右
様
の
所
業 

致
し
候
者
は
、
急
度
可
申
付
候
、
尤
町
役
人
共 

お
い
て
精
々
心
付
、
万
一
右
様
の
儀
有
之 

候
は
ゞ
、
見
請
次
第
、
早
々
取
押
候
様
可
致
、 

隠
し
た
て
い
た
し
候
も
の
は
、
本
人
同
様
急 

度
可
申
付
候 

右
の
趣
、
従 

 
 

公
儀
被
仰
出
候
間
、
村
中
并
寺
社
門
前
迄 

 

不
洩
様
可
触
知
候
、
此
廻
状
早
々
順
達
、
留
村
よ
り 

役
所
へ
可
返
相
候
、
以
上 

二
月
十
一
日 

 
 

御
領
役
所 
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（
六
）
鎌
倉
事
件
の
探
索
で
褒
美
（
十
一
月
十
一
日
） 

元
治
元
年
十
月
、
鎌
倉
八
幡
宮
参
道
で
英
国
人
二
名
が
殺
害
さ
れ
た

事
件
（
鎌
倉
事
件
）
の
犯
人
探
索
に
協
力
し
た
出
方
の
綱
五
郎
に
褒
美

と
し
て
十
五
貫
文
を
与
え
る
と
の
神
奈
川
奉
行
所
役
人
か
ら
の
書
状
。 

 

釈
文 

御
用
向 

 
 

神
奈
川
御
奉
行
支
配 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
在
取
締
定
廻 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
桑
藤
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鎌
倉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

梅
澤
与
次
右
衛
門
殿 

 
 

以
書
状
申
達
候
、
今
般
其
村
出
方
綱
五
郎 

御
呼
立
に
相
成
候
義
、
異
人
殺
害
間
宮
一
探
索
方 

外国人遊歩規定  （横浜開港資料館） 

横浜居留の外国人が自由に遊歩できる範囲は多摩川と酒匂川の間と定められ

た。 
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行
届
の
者
に
て
、
此
度 

御
老
中
よ
り
格
別
の
御
仁
愛
思
召
を
以
、
神
奈
川 

御
奉
行
水
野
若
狭
守
殿
へ
被
仰
渡
、
為
御
褒
美 

拾
五
貫
文
被
仰
渡
候
に
付
、
其
村
役
人
不
軽
可 

取
扱
者
也 

十
一
月
十
一
日 

 

市
在
取
締
定
廻 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
桑
藤
三
郎 

 
 
 
 
 
 

鎌
倉 

 
 
 

梅
澤
与
次
右
衛
門
殿 

 
 

（
注
）
出
方
：
案
内
人 

                 

（
七
）
増
石
取
調
願
書 

幕
府
は
享
保
七
年(

一
七
二
二)

の
改
革
で
豊
凶
に
関
わ
ら
ず
一
定
の
年

貢
を
納
め
る
定
免
法
を
採
用
し
た
。 

鍛
冶
ヶ
谷
村
を
始
め
十
二
ヶ
村(

上
野
村
、
中
野
村
、
鍛
冶
ヶ
谷
村
、
上

野
庭
村
、
下
野
庭
村
、
下
倉
田
村
、
飯
島
村
、
公
田
村
、
桂
村
、
小
菅
ヶ
谷

村
、
岩
瀬
村
、
今
泉
村
）
は
安
政
四
巳
年(

一
八
五
七
）
よ
り
慶
応
二
寅
年

(

一
八
六
六
）
ま
で
十
ヶ
年
は
定
免
で
、
慶
応
三
卯
年
が
年
季
明
と
な
っ
て

お
り
、
御
預
役
所(

領
主 

佐
倉
藩
堀
田
相
模
守)

か
ら
当
年(

卯
年)

以
降
の

増
石
に
つ
い
て
取
調
願
書
を
差
出
せ
と
の
通
達
が
出
さ
れ
た
。 

 

鎌倉事件の真犯人 

 

生麦事件、井土ヶ谷事件と同様、一連の外国人殺

傷の事件のひとつである鎌倉事件の真犯人が間宮

一であることは横浜市史、横浜市史稿、書物「鎌倉

英人殺害事件」等に書かれているが、真犯人間宮

一を探し出した「綱五郎」についてはどの書籍も

触れていない。 

この文書には神奈川御奉行支配市在取締出役の 

高桑藤三郎から鎌倉寄場組合惣代の梅沢与治右衛

門に対し「御老中より格別の思召として出方綱五

郎へ御褒美を渡す」とあり、鎌倉事件の顛末に関

わる貴重な資料である。    

綱五郎は岩瀬村栗田家文書、大船村大津家文書、

公田村須藤家文書にも出てくるが、岩瀬村文書で

は「下役幷目明」、大船村文書では「目明」、公田村

文書では釈文が上野庭村縄五郎となっている。 
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釈
文 

其
村
々
御
収
納
・
御
取
箇
、
當
卯
年
季 

明
に
付
、
吟
味
の
上
、
増
石
取
調
願
書
、
役
所
へ 

差
出
可
申
、
以
上 

二
月
十
一
日 

 
 

御
領
役
所 

右
の
通
御
達
に
付
、
先
年
御
定
免
切
替
の
節
、 

何
れ
増
石
に
て
願
書
差
出
に
相
成
居
申
間
、 

 
 

右
の
写
を
済
、
三
役
人
不
残
の
印
形
持
参 

 
 

に
て
、
明
後
十
六
日
、
不
遅
大
津
郷
宿
へ
着
後 

又
々
伺
上
書
上
候
様
可
被
成
候
、
下
拙
儀
も 

 

罷
出
候
積
り
に
御
座
候
、
以
上 

卯
二
月
十
四
日 

 
 
 

梅
澤
与
次
右
衛
門 

  
 
 
 
 

組
合
宿
取
締
役 

以
廻
状
、
得
貴
意
候
、
春
暖
相
催
候
得
共
、
各
々
様 

御
勇
健
御
勤
役
可
被
成
御
座
候
、
欣
喜
の
至 

不
斜
奉
賀
上
候
、
然
ば
組
合
宿
取
締
役 

山
本
伴
蔵
殿
、
小
田
原
宿
よ
り
廻
状
江
差
出
候 

旧
冬
、
道
中
御
奉
行
様
御
上
京
被
遊
、
宿 

助
郷
相
続
方
歎
願
向
の
儀
に
付
、
来
る
廿
一
日 

同
宿
近
間
の
集
會
の
趣
に
申
越
候
に
付
、
篤
と 

 
 

御
談
判
の
上
、
御
出
張
も
相
願
度
、
且
又
定
例
の 

 
 

大
集
會
の
儀
も
追
々
延
引
相
成
候
、
諸
勘 

定
向
并
月
平
均
等
も
難
捨
置
、
其
上
宿
方 

懸
合
等
も
可
有
之
奉
存
候
間
、
乍
御
苦
労
段
、
明
廿
日 

早
朝
無
御
不
参
御
出
張
可
被
下
候
、
委
細
は 

其
節
万
々
可
申
述
候
、
此
廻
状
早
々
御
順
達
、 

留
り
御
村
方
よ
り
御
出
席
の
節
、
御
返
し
可
被
下
候
、
以
上 

卯
二
月
十
九
日 

 
 
 

助
郷
会
所 

  

当
卯
御
年
貢
秋
成
金
相
納
高   

追
て
触
日
限
延
引
不
致
様
急
度
可
相
納
候 

 
 
 
 
 
 
 
 

覚 

一 

金
壱
両 

 
 

峠 

村 
 
 

一 

金
弐
分 

 
 

谷
合
四
ヶ
村 

一 

金
壱
両 

 
 

小
町
村 

 
 

一 

〃
五
両 

 
 

乱
橋
材
木
座
村 

 

一 

金
三
両 

 
 

大
町
村 

 
 

一 

〃
八
両 

 
 

長
谷 

村 

一 

〃
四
両 

 
 

坂
下
村 

 
 

一 

〃
弐
両 

 
 

極
楽
寺
村 

一 

〃
六
両 

 
 

津 

村 
 
 

一 

〃
六
両 

 
 

腰
越 

村 

一 

〃
五
両 

 
 

片
瀨
村 

 
 

一 

〃
六
両 

 
 

弥
勒
寺
村 

一 

〃
四
両 

 
 

宮
前
村 

 
 

一 

〃
弐
両 

元
山
田
三
育
御
上
知 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮
前
村 

 
 

一 

〃
五
両 

 
 

小
塚
村 

 
 

一 

〃
弐
両
壱
分
弐
朱 

高
谷
村 

一 

〃
弐
両
壱
分 

渡
内
村 

 
 

一 

〃
壱
両
三
分
弐
朱 

山
谷
新
田 

一 

〃
壱
両
弐
朱 

植
木
村 

 
 

一 

〃
九
両
弐
分 

手
廣
村 

一 

〃
三
両
壱
分 

笛
田
村 

 
 

一 

〃
弐
両 

 
 

常
盤
村 

一 

〃
三
両 

 
 

梶
原
村 

 
 

一 

〃
五
両 

 
 

寺
分
村 

一 

〃
三
両 

 

上
町
谷
村 

 
 

一 

〃
三
両
三
分 

山
崎 

村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

根
岸
九
郎
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
前 

修
理 

一 

〃
壱
両
壱
分 

山
崎
村 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
久
保
佐
渡
守 

一 

〃
三
両
弐
分 

小
袋
谷
村 

 

一 

〃
八
両 

 
 

臺 

村 

一 

〃
弐
両
壱
分
弐
朱 

 
山
之
内
村 

 
 

一 

〃
弐
両 

 

仝
村(

今
泉
村
ヵ) 
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一 

〃
九
両 

 
 

大
船
村 

 
 

一 

〃
四
両
壱
分 

 
 

岩
瀬
村 

一 

〃
九
両
壱
分 

公
田
村 

 
 

一 

〃
五
両
壱
分 

 
 

桂 

村 

 

 
一 
〃
拾
五
両 

 

小
菅
ヶ
谷
村 

一 

〃
拾
四
両
壱
分 

 

飯
嶋
村 

一 
〃
四
両
壱
分
弐
朱
下
倉(

田
脱
ヵ)

一 

〃
弐
両
壱
分
弐
朱 

下
野
庭
村 

一 

〃
壱
両
三
分 

上
野
庭
村 

 

一 

〃
六
両 

 
 
 

鍛
冶
ヶ
谷
村 

一 

〃
拾
両 

 
 

中
ノ
村 

 
 

一 

〃
拾
両
三
分 

 

上
野
村 

 

右
は
其
村
の
当
卯
御
年
貢
秋
成
金
、
書
面
の
通
、
来
る 

朔
日
よ
り
十
日
迄
、
急
度
可
相
納
候
、
此
廻
状
村
名
下
へ
令
請
印 

早
々
順
達
、
留
り
村
よ
り
可
相
返
候
、
以
上 

 
 

 
 
 
 
 
 

江
川
太
郎
左
衞
門 

卯
八
月
十
日 

 
 
 

役
所 

               

                         

定免 

江戸時代の年貢徴収法のひとつ。 

従来の年貢徴収法は、年毎に収穫量を見てその量を決める検見法
け み ほ う

が採用されてい

たが、これでは豊凶により領主の収入が安定しないので、享保の改革（享保７年）

の一環として導入された。 

 

過去５年間、１０年間または２０年間の収穫高の平均から年貢率を決めるもの

で、豊凶に関わらず数年間は一定の年貢高を納めることになった。しかし、余りに

も凶作のときは「破免」（年貢の大幅減）が認められることがあった。 

 

定免の継続期間は享保１３年（1728）３月の触書には５ヶ年、７ヶ年、１０ヶ

年、１５ヶ年があるが、年期が終わると更に申請して年期を切り替え、従前の税額

に増して定免を継続することができた（継年期
つぎねんき

）。 

鍛冶ヶ谷村などは安政４年(１８５７）から１０年間（慶応２年まで）は定免と

なっていた。 
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（
八
）
当
卯
宗
門
帳 

 
 

当
卯
年
の
宗
門
（
改
め
）
帳
を
作
成
し
、
今
月
二
十
九
日
ま
で
に
梅
沢

与
次
右
衛
門
宅
へ
届
け
る
よ
う
各
村
へ
通
達
。 

              

釈
文 

一 

当
卯
宗
門
帳
の
儀
、
入
念
相
認
、
印
形
取
揃
、
当
月
廿
九
日 

迄
に
無
相
違
拙
宅
へ
持
参
可
被
成
候 

但
し
下
拙
の
名
前
并
御
役
所 

御
宛
名
の
分
は
不
書
入 

白
紙
に
い
た
し
置
候
様
可
被
成
候 

当
方
に
て
書
入
調
印
の
上
相
調
可
申
候 

 

一 

五
人
組
帳
の
儀
、
大
津
に
て
御
出
来
相
渡
し
次
第
、
夫
々
引
渡 

可
申
候
間
、
其
節
御
調
印
の
上
、
納
可
有
之
候
上
ハ
書
白
紙 

の
侭 

一 

去
寅
、
村
入
用
夫
銭
帳
の
儀
、
當
月
中
出
来
次
第
、
廿
九
日 

迄
に
可
被
差
出
候
、
尤
奥
印
の
処
御
宛
名
は
当
方
に
て
書
入
候
間
、

夫
丈
の
処
白
紙
に
て
可
被
差
出
候 

一 

去
々
丑
年
分
、
夫
銭
帳
の
儀
、
相
調
相
済
、
押
切
御
判
の
上 

此
度
御
下
げ
相
成
候
間
、
御
用
序
に
受
取
候
様
可
被
致
候 

一 

諸
帳
入
候
袋
は
酉
の
内
袋
へ
上
ハ

う

は

書
な
く
持
参
可
有
之
候 

以
上 

卯
三
月
十
四
日 

 

梅
澤
与
次
右
衛
門 

一 

六
行 

全
消
し 

 
 
 
 
 
 

 

同 

追
信 

 
 

宗
門
御
改
帳 

入
用
夫
銭
帳 

 
 

尚
々
御
姓
名
・
位
付
不
具
の
儀
は
村
順
故
不
急 

御
承
引
可
被
下
候 

当
卯
宗
門
御
改
帳
并
去
丑
年
村
入
用
夫
銭 

帳
、
例
の
通
二
冊
つ
ゝ
当
月
廿
七
日
迄
、
不
残
拙
宅 

へ
持
参
可
被
成
候
、
五
人
組
帳
の
儀
は
大
津
に
て
御 

認
次
第
御
渡
の
上
、
早
々
相
渡
可
申
候
、
以
上 

卯
三
月
廿
日 

 
 

梅
澤
与
次
右
衛
門 
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（
九
） 

在
方
武
芸
稽
古
相
慎 

世
上
が
不
安
定
に
な
る
と
、
農
民
も
自
分
の
身
を
守
る
た
め
、
武
芸
を

習
っ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
用
心
棒
が
わ
り
に
武
芸
の
立
つ
者
を
村
内
に
留
め

置
く
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
勢
力
が
一
定
程
度
集
ま
れ
ば
、
権
力
者
に

た
て
つ
く
刃
と
も
な
る
。 

幕
府
は
在
方
の
こ
の
よ
う
な
動
き
を
常
時
監
視
し
て
来
て
お
り
、
天
保

十
年
に
触
れ
を
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
年
、
再
び
大
津
の
役
所
経
由
で
同

様
な
触
を
出
し
て
い
る
。 

 

釈
文 

 
 
 
 
 
 

在
方
武
芸
稽
古
相
慎 

近
来
、
在
方
に
浪
人
も
の
抔
を
留
置
、
百
姓
ど
も 

武
芸
を
学
び
、
又
は
百
姓
同
士
集
、
稽
古
致
し 

候
由
相
聞
、
農
業
を
妨
る
計
に
も
無
之
、
身
分
を
忘
れ 

 
 

気
か
さ
（
嵩
）
に
成
行
候
基
ひ
に
候
得
ば
、
堅
相
止
可
申
候
、 

勿
論
故
な
く
し
て
武
芸
を
師
範
い
た
し
候
も
の
等 

み
だ
り
に
村
方
へ
差
置
間
敷
候
、
一
百
姓
共
の
内
、
江
戸 

町
方
火
消
人
足
の
身
躰
を
ま
ね
、
出
火
に
事
寄
、
大
勢
に
て 

遺
恨
有
之
も
の
な
ど
の
家
作
家
財
を
打
毀
、
或
は 

頭
分
と
唱
ひ
、
組
合
を
立
、
喧
嘩
口
論
を
好
候
も
の
ど
も 

も
有
之
由
相
聞
、
甚
以
不
埒
の
事
に
候
、
急
度
相
慎 

惣
て
風
儀
を
宜
可
致
候 

 

右
の
通
り
天
保
十
亥
年
相
触
置
候
処
、
近
来
心
得
違 

の
者
共
も
多
く
有
之
儀
に
付
、
向
後
天
保
度
相
触
置
候 

趣
堅
相
守
、
百
姓
共
猥
に
武
芸
致
し
、
又
は
修
行 

者
等
留
置
候
儀
致
間
敷
候
、
就
て
は
万
石
以
上 

お
い
て
農
兵
取
立
、
釼
術
稽
古
等
為
致
の
面
々
も
候
は
ゞ 

其
場
所
に
応
じ
、
在
方
掛
り
御
勘
定
奉
行
並
へ 

為
問
合
候
様
可
被
致
候 

右
の
趣
、
関
八
州
、
御
領
・
私
領
・
寺
社
領
共
不
洩
様 

可
被
触
知
候
、
尤
於
府
内
も
百
姓
・
町
人
共
を 

み
だ
り
に
武
芸
の
客
分
に
致
間
敷
候 

右
の
通
可
被
相
触
候 

三
月 

日 

右
の
通
従 

公
儀
被
仰
出
候
間
、
村
中
并
寺
社
門
前
迄 

不
洩
様
可
觸
出
候
、
此
廻
状
早
々
順
達
、
留
村
よ
り 

役
所
へ
可
相
返
候
、
以
上 

三
月
廿
八
日 

 
 
 

大
津 

御
預
り
役
所 
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（
十
）
兵
賦
金
納 

 
 各

村
髙
に
応
じ
て
正
人
（
農
兵
）
を
出
す
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
色
々

支
障
が
あ
る
た
め
、
兵
卒
は
抱
人
（
専
任
の
兵
）
を
雇
う
事
と
し
、
そ
の
か

わ
り
に
各
村
髙
に
応
じ
兵
賦
を
差
出
す
よ
う
指
示
し
た
文
書
。 

釈
文 

兵
賦
金
納
の
儀 

廻
状 

此
度 

御
役
所
へ
御
呼
出
の
上
、
従 

御
代
官
様
御
達
左
の
通 

 
 

 

御
料
所
兵
賦
の
儀
、
関
内
関
外
共
為
差
出
、
兵
隊 

御
取
立
罷
成
候
処
、
中
に
は
正
人
差
出
方
難
渋
申
立
候 

村
方
も
有
之
、
御
料
所
東
面
の
民
情
区
々
に
て 

 
 

彼
是
不
都
合
不
少
候
に
付
、
以
来
兵
卒
は
抱
入
に
相
成 

候
間
、
自
今
以
後
、
正
人
不
及
差
出
候
、
右
に
付
、
高
百
石
に
付 

 
 
 

金
三
両
つ
ゝ
の
割
合
を
以
、
御
料
所
一
般
、
兵
卒
代
り 

金
納
被
仰
付
、
兵
卒
給
分
其
他
陸
軍
御
用
途 

の
内
へ
被
差
向
、
大
坂 

御
城
御
備
兵
を
も
右
を
以
御
取
立
相
成
候
間
、
其
段
村
々
へ 

 

申
渡
、
無
地
高
亡
所
引
高
の
分
、
街
道
筋
宿
方
助
郷
高 

等
の
歩
合
免
除
の
分
は
相
除
、
懸
高
早
々
取
調
、
當
卯
年
よ
り 

取
立
上
納
可
被
致
候
、
右
上
納
金
は
自
余
の
高
掛
り
も
の
と
は 

 

訳
違
、
正
人
代
り
の
儀
に
付
、
田
方
五
分
以
上
損
毛
免
除
の
儀
は 

難
相
成
候
間
、
其
旨
も
可
被
相
心
得
候
、
且
又
方
今
米
穀
は 

勿
論
、
四
木
三
草
を
始
、
都
て
土
地
生
産
の
給
物
も
作
徳 

利
潤
不
少
折
柄
に
付
、
御
趣
意
厚
行
届
、
上
納
致
候
様 

可
申
渡
候 

平尾桃岩齋の石塔 

 

 上郷の高橋家墓地に平尾桃岩齋の筆塚がある。 

  

桃岩齋は天保 12 年（１８４１）に、この地に来訪、 

光明寺の子院であった坂上観音堂に仮住まいして耕堂 

学舎という寺子屋を開き、近隣の子弟に読み書き算盤 

を教えていた。 

更に国学者として国書を論じ、剣術や弓術を教え、 

近隣の人々に「桃岩さん」と慕われていた。 

その後、勤王の志士として筑波山で挙兵した尊皇攘夷 

派（天狗党）の乱に参加したが捕えられ、元治元年 

（１８６４）江戸伝馬町牢屋敷で獄死した。 

 

この石塔は、身の回りの世話をしていた高橋家や近隣 

の人達が敬意の念から建てた供養塔だとされている。 

 

 

   桃岩齋供養塔 
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四
月 

右
の
通
、
御
代
官
へ
申
渡
、
先
御
役
所
の
儀
は 

同
様
可
被
相
心
得
候 

右
は
村
々
へ
及
通
達
候
様
被
仰
聞
候
間
、
不 

取
敢
廻
状
差
出
し
申
候
、
以
上 

卯
五
月
廿
五
日 

 
 

梅
澤
与
次
右
衛
門 

 

 

農
兵
高 

 
 
 
 
 

農
兵
高 

当
村 

百
石
に
付
六
分
当
り 

一 

三
人
五
分 

上
之
村 

 
 
 

一 

三
人 

 
 

飯
嶋
村 

一 

弐
人 

 
 

中
之
村 

 
 
 

一 

四
人 

 
 

小
菅
谷
村 

一 

弐
人 
 
 

鍛
冶
ヶ
谷
村 

 

一 

壱
人
五
分 

か
つ
ら
村 

一 

弐
人 

 
 

上
野
庭
村 

 
 

一 

弐
人
五
分 

公
田
村 

一 

八
分 

 
 

下
野
庭
村 

 
 

一 

弐
人
六
分 

岩
瀬
村 

一 

弐
人
六
分 

下
倉
田
村 

 
 

一 

七
分 

 
 

今
泉
村 

一 

四
人
八
分 

大
船
村 

 
 
 

一 

三
人 

 

臺
村 

一 

壱
人
九
分 

小
袋
谷 

 
 
 

一 

六
分 

 
 

植
木
村 

一 

壱
人 

 
 

上
町
谷 

 
 
 
 
 

〆 

四
拾
弐
人 

                         

兵賦（へいぶ） 

兵賦は幕末に定められた軍役。農兵隊に比べ人員不足を補うために浮浪人、

無宿人、博徒などが多く質が悪いため、村々の不満も大きく慶応二年、兵賦徴

発を断念し兵賦金を出させることで代用した。 

 

幕府は初期に軍役を課する制を設けていたが，有名無実化していたので， 

新しい状態に応じて改革し実施したもの。 

兵賦勤務中の食料は幕府が支給したが，給金は個々の主家から支給されたた

め，歩兵組は各主家によって給金に相違が生じ，不統一なものになり，また

兵賦も期待どおり集らなかった。 

そのため幕府は慶応 2 (66) 年すべて金納とすることにし，ようやく統一的

な傭兵制度が完成した。 
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（
十
一
）
御
代
官
様
御
手
付
衆 

 
こ
の
地
域
は
も
と
も
と
は
旗
本
領
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
湾
防
衛
に
任
じ

ら
れ
た
大
名
の
預
か
り
地
と
な
り
、
慶
応
三
年
六
月
に
伊
豆
代
官
江
川
太

郎
左
衛
門
の
支
配
地
と
な
っ
た
。 

こ
の
文
書
は
そ
の
江
川
太
郎
左
衞
門
役
所
の
役
人
の
名
簿
で
あ
る
。 

 

  

釈
文  

御
代
官
江
川
太
郎
左
衛
門
御
手
附
衆 

 

元
締 

 

松
岡 

正
平
様 

上
村
井
善
平
様 

石
川
政
之
進
様 

公
事
方 

根
元 

慎
蔵
様 

高
木 

連
平
様 

加
判 

富
沢
庄
左
衛
門
様 

梅
澤 

貞
助
様 

雨
宮
新
平
様 

檜
山 

金
平
様 

増
山
健
次
郎
様 

針
谷
昇
司
様 

網
野
雅
之
助
様 

鯨
井
俊
司
様 柏

木
捴
蔵
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

富
沢 

 

長
蔵
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
谷
川
新
太
郎
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

駒
崎 

清
五
郎
様 

  

公
事
見
習 

 
 

 
 

 
 

大
井
田
源
八
郎
様 

 
 

 
 

同 
 

源
助
様 

 
 
 
 

井
上 

連
助
様 

 
 
 
 

原 

祐
之
助
様 

足
立 

永
吉
様 

山
田
貫
次
郎
様 

農
兵
差
図
役 

長
沢
房
五
郎
様 

森
田 

留
吉
様 

齋
藤
四
郎
之
介
様 

山
田
清
治
郎
様 

田
野
村
松
郎
様 

岩
崎
源
八
郎
様 
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（
十
二
） 

吹
立
二
分
判
の
引
替
に
つ
い
て 

安
政
時
代
に
改
鋳
し
た
二
分
判
の
通
用
が
思
わ
し
く
な
い
た
め
、 

・
旧
貨
幣
は
通
用
禁
止 

・
新
貨
幣
へ
の
交
換
に
は
二
割
の
報
奨
金
（
引
換
手
当
）
支
給 

な
ど
を
通
達
し
、
新
貨
幣
の
流
通
促
進
を
は
か
っ
て
い
る
。 

                      

 

釈
文 

 
 

吹
立
弐
分
判
引
替 

安
政
度
吹
立
候
弐
分
判
の
儀
、
新
金
と
引
替 

可
申
旨
、
去
る
申
年
中
相
触
置
き
候
得
共
、
兎
角 

 
 

＊
万
延
元
年 

替
方
等
閑
に
付
、
向
後
世
上
通
用
停
止
た
る
べ
く
候 

就
て
は
引
替
御
手
当
と
し
て
、
百
両
に
付
、
弐
拾
両
被 

下
、
天
保
度
吹
立
て
候
弐
朱
金
の
儀
、
兼
て
相
触
置 

候
通
、
世
上
通
用
停
止
は
勿
論
、
引
替
候
御
手
当
の 

儀
、
是
迄
百
両
に
付
六
拾
両
の
処
、
九
拾
両
被
下
候
間 

右
弐
分
判
・
弐
朱
金
両
様
共
、
所
持
の
者
は
早
々
引
替 

可
申
候
、
右
様
格
別
の
増
歩
被
下
候
上
は
速
く
引
替 

可
申
候
、
若
此
後
貯
置
候
歟
、
又
は
不
正
に
取
引
い
た
し
候 

族
有
之
に
お
い
て
は
、
相
糺
取
上
げ
の
上
、
急
度
咎
可
申 

付
候
、
右
の
趣
、
御
料
は
御
代
官
、
私
領
は
領
主
・
地
頭
よ
り 

不
洩
様
可
被
相
触
候 

右
の
通
、
其
筋
よ
り
御
達
有
之
間
、
得
其
意
、
小
前
末 

々
迠
不
洩
様
可
申
聞
候
。
此
廻
状
村
名
下
へ
名
主 

令
請
印
、
早
々
順
達
、
留
り
村
よ
り
可
被
相
返
候
者
也 

七
月
廿
九
日 

 
 

江
川
太
郎
左
衛
門 

役
所 
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（
十
三
） 

浅
草
幸
龍
寺
の
配
札 

幸
龍
寺
は
浅
草
新
寺
町
に
あ
っ
た
日
蓮
宗
寺
院
。
三
代
将
軍
家
光
の
側
室
お
夏

の
方
（
順
性
院
、
家
綱
の
生
母
）
の
菩
提
寺
で
あ
る
が
、
こ
ん
な
遠
方
の
寺
の

配
札
が
こ
の
地
ま
で
及
ん
で
い
た
事
が
わ
か
る
。 

釈
文 

 
 
 
 
 

 
 
 

浅
草 

日
蓮
宗 

幸
龍
寺 

右 順
性
院
様
御
廟
所
向
御
道
具
類
、
且
本
堂
庫
理 

其
外
、
修
復
為
助
成
等
御
府
内
在
町
并
武
蔵
・
相
模
・ 

下
総
三
ヶ
国
寺
社
在
町
へ
、
去
る
酉
年
よ
り
去
々
丑
年
迠 

五
ヶ
年
の
間
、
相
對
配
札
承
届
候
處
、
猶
又
去
寅
年
よ
り
五
ヶ
年 

の
間
、
正
・
五
・
九
月
、
壱
ヶ
年
三
度
つ
ゝ
、
相
對
配
札
い
た
し
度
旨 

願
出
候
間
、
願
の
趣
承
り
届
、
押
て
不
配
様
可
致
旨
申
渡
置 

候
段
、
其
筋
よ
り
御
達
有
之
候
、
紛
敷
も
の
に
無
之
候
条
、
得
其
意 

此
廻
状
村
名
下
へ
名
主
令
請
印
、
早
々
順
達
、
留
り
村
よ
り
可
相 

返
候
、
以
上 卯

八
月
十
日 

 
 

江
川
太
郎
左
衛
門 

役
所 

 
 

 
（
十
四
）
生
糸
改
所
の
儀 

幕
末
、
輸
出
品
の
八
割
を
占
め
る
主
要
輸
出
品
目
に
な
っ
て
い
た
生
糸

の
品
質
を
維
持
す
る
た
め
、
生
糸
改
所
で
検
査
す
る
旨
の
通
達
。 

 釈
文 

生
糸
改
所
の
儀 

三
奉
行
へ 

生
糸
改
方
の
儀
に
付
、
去
々
丑
年
十
二
月
中
、
相
触
候
趣
も
有
之 

万
石
以
上
の
面
々
へ
は
改
印
御
貸
渡
相
成
候
処
、
関
内
村
々 

は
、
御
料
・
私
領
悉
入
会
生
産
糸
相
混
じ
、
小
給
所
の
分 

等
に
至
て
は
口
糸
代
金
別
し
て
悉
少
分
に
て
割
渡
方
に
も
差
支
候
趣
に
付
、 

当
年
は
御
領
・
私
領
生
糸
巻
紙
色
分
為
致
候
処
、
領
分
知
行 

の
者
共
、
色
紙
に
て
小
括

く
く
り

致
し
候
を
難
渋
い
た
し 

御
料
所
へ
流
入
多
相
成
候
由
に
相
聞
候
、
右
様
相
成
候
て
は 

是
又
御
趣
意
に
不
相
叶
義
に
付
、
関
内
の
分
、
以
来
色
分 

相
止
、
私
領
の
分
共
都
て
御
料
改
所
お
い
て
、
一
ト
手
に
相
改 

口
糸
代
取
立
節
、
養
蚕
村
々
の
高
に
応
、
領
主
・
地
頭
へ
割
渡
候
間
、 

得
其
意
御
国
内
遣
・
外
国
行
の
分
共
、
改
請
候
様
可
致
候
、
右
の
趣 

関
八
州
御
料
は
御
代
官
、
私
領
は
領
主
地
頭
よ
り
不
洩
様
可
被
相
触
候 

八
月 

右
の
通
可
被
相
触
候 

右
の
通
御
書
付
出
候
条
、
得
其
意
御
書
付
の
趣
、
小
前
末
々 

迠
不
洩
様
可
申
達
候
、
廻
状
村
名
下
へ
名
主
令
請
印
、
早
々 

順
達
、
留
り
村
よ
り
可
相
返
候
、
以
上 

卯
八
月
九
日 

 
 

江
川
太
郎
左
衛
門 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役
所 
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（
十
五
）
農
兵
稽
古
相
談
の
儀 

 

農
兵
は
支
配
所
百
姓
の
内
か
ら
強
靭
な
も
の
を
選
び
、
平
時
は
農
業
そ

の
他
に
従
事
さ
せ
、
非
常
時
に
兵
の
用
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
幕
末

に
は
、
各
地
に
農
兵
隊
が
次
々
と
樹
立
さ
れ
た
。 

当
地
は
江
川
代
官
の
支
配
下
に
あ
り
、
江
川
農
兵
隊
と
も
呼
ば
れ
た
。 

 

 

 

釈
文 

 

農
兵
稽
古
相
談
の
儀 

 

農
兵
稽
古
の
儀
に
付
、
兼
々
御
相
談
申
度
儀
御
座
候
間 

 

村
々
名
主
中
の
内
、
壱
人
つ
ゝ
、
明
廿
二
日
、
極
早
朝
後
、
拙
宅
へ 

出
會
可
被
成
候
、
遅
参
に
て
は
差
支
候
間
、
呉
々
も
早
朝
出
會 

可
被
成
候
、
以
上 

卯
八
月
廿
一
日 

巳
中
刻 

 

梅
沢
与
次
右
衛
門 

  
 

農
兵
稽
古
場
所
図
面 

農
兵
為
稽
古
金
沢
へ
御
出
張
へ
相
成
居
候
御
役
々
様
へ 

此
度
罷
出
、
御
様
子
伺
候
処
、
其
最
寄
の
儀
は
、
大
人
数
に
付 

稽
古
場
所
二
ヶ
所
に
不
相
成
候
て
は
不
都
合
に
可
有
之
間 

當
村
の
外
、
都
合
能
所
へ
見
立
、
申
出
候
様
被
仰
付 

生糸改所 

 

 １９世紀、フランスのリヨンは欧州における絹織物の中心地だった。１８５５年、 

微粒子病という蚕の病気が欧州全体に蔓延し、生糸が払底した。そこで注目を浴びたのが

日本の生糸。上質で病気に強く、染料をよく吸収する性質、しかも低廉。 

ちょうど日本の開国時期に重なったこともあり、イギリスやフランスは、横浜港経由で

大量の蚕種と生糸を輸入することとなった。 

特に上州、信州産の細糸は「前橋糸」と呼ばれ、細くて節がなく、堅牢な糸であったこ

とから、欧州で好評を博した。 

しかしわずか数年で日本産生糸の品質低下が指摘されるようになった。品質によって

わけられるべき生糸の銘柄が混乱、色々の産地から出された生糸が混合して輸出されて

いたためである。 

主要輸出物となっていた生糸の品質安定は喫緊の課題となったため、慶応２年正月、勘

定奉行小栗忠順により生糸・蚕種改印令が制定され、生糸改所が所定の手数料をもって旗

本領、大名領、寺社領などから産出する生糸を検査、改印することになった。 
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候
間
、
岩
瀬
・
大
船
村
の
方
に
て
、
御
間
に
合
可
申
相
見
へ
候 

場
所
見
立
、
繪
圖
面
致
し
、
明
廿
八
日
昼
後
、
拙
宅
へ 

持
参
可
被
成
候 

   
 

農
兵
御
台
場
詰 

其
村
々
農
兵
の
儀
、
九
月
三
日
よ
り
御
台
場 

詰
に
相
成
候
間
、
二
日
昼
後
よ
り
金
沢
野
嶋
迄 

罷
出
居
、
翌
三
日
昼
頃
迠
に
鴨
居
村
へ
着 

是
迠
御
番
相
勤
居
候
農
兵
と
交
代 

可
被
成
候
、
且
着
替
等
の
儀
も
未
だ
格
別 

か
さ
ば
り
候
物
も
入
用
無
之
時
節
に
付
、
銘
々 

持
参
の
積
り
に
御
座
候
、
く
れ
〳
〵
も
遅
参
に 

不
相
成
様
御
取
計
ひ
可
被
成
候
、
以
上 

 
 
 

卯
八
月  

朔
日 

 
 
 

梅
澤
与
次
右
衛
門 

五
人 

 

飯
嶋
村 

 
 
 

四
人 

 

下
倉
田
村 

 

壱
人 

 

下
野
庭
村 

 
 

三
人 

 

上
野
庭
村 

三
人 

 

鍛
冶
谷 
 
 
 

弐
人 

 

中
之
村 

壱
人 

 

上
の 
 
 
 
 
 

壱
人 

 

小
菅
ヶ
谷 

〆
廿
人 

 

尚
々
無
遅
滞
順
達
可
被
成
候
、
左
に
廉
々
掛
手
無
之 

村
々
は
出
府
に
は
及
不
申
候
、
以
上 

    

                           

農兵と農兵隊 

 いわゆる農兵は支配所百姓の内から強じんなものを選び,平時は農業その他に従事

させ,非常時の際は兵の用をさせるもの。幕末において農兵隊は次々と各地に樹立さ

れ,その組織や訓練には見るべきものがあった。 

 

江川農兵隊は寄場組合を単位として結成され、慶応元年の農兵数は江川代官領全体

で１,１００名と報告されている。 

農兵の取立は身元よろしき者という条件が付けられていたこともあって村役人の

子弟や豪農層が農兵隊の多くを占めていた。 

慶応３年には当初の結成目的であった海防のため、観音崎のお台場に一組合４～５

名づつ派遣されることになった。 

しかし,当初１ヵ月だった派遣期間が延長され、第二、第三の派遣命令が出ると農兵

を含めた村民に不満がたかまった。 

それに加え代官屋敷警備に派遣されることにもなり、村々の負担は増大し一層不満

が高まった。 

農兵たちは治安維持のための武州一揆鎮圧には活躍したが、お台場警衛や代官屋敷

警衛には消極的だったようだった。  （巻末考察 参照） 
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（
十
六
） 

 

長
谷
観
音
永
代
千
願
法
要 

  

釈
文 

今
日
、
改
て
鎌
倉
長
谷
観
音
前
に
お
い
て 

天
下
泰
平
、
并
萬
民
快
楽
の
た
め
、
年
々 

三
月
廿
一
日
よ
り
十
日
の
間
、
永
代
千
願
大
法
要 

取
立
申
度
候
得
共
、
自
力
に
難
及
、
彼
是
御
信
心 

の
方
々
、
経
文
壱
軸
の
施
主
は
、
金
百
疋
に
相
定
て 

何
卒
多
少
に
よ
ら
ず
喜
捨
被
下
度
奉
希
候
、
以
上 

鎌
倉
長
谷
観
音 

別
當 

慈
照
院 

現
住 

戒
覚 

戸
塚
宿 

伊
藤
庄
右
衛
門 

成
宮 

庄
助 

星
野 
官
兵
衛 

鈴
木 
才
助 

内
山 

佐
助 

味
岡 

小
兵
衛 

田
中
徳
左
衛
門 

卯
八
月
廿
五
日 

奉
納 

村
中
勧
化
集 

 
 
 
 

壱
朱
ト 

 
 
 
 
 

四
貫
六
百
文 

 

（
十
七
）
外
し
た
高
札
の
取
扱
い 

 

幕
末
、
鍛
冶
ヶ
谷
村
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
は
、
海
岸
警
備
を
命
じ
ら

れ
た
大
名
の
預
り
地
と
な
っ
た
た
め
、
領
主
が
何
回
も
か
わ
っ
て
い
る
。 

こ
の
文
書
で
は
前
の
領
主
か
ら
指
示
さ
れ
、
村
内
に
掲
示
し
た
高
札
を

ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
か
を
報
告
し
て
い
る
。 

                     

 

 

27 



釈
文 

 
一 
先
御
支
配
方
よ
り
御
渡
に
相
成
、
は
づ
し
置
候
御
高
札 

何
枚
、
誰
様
よ
り
御
渡
し
の
処
、
は
づ
し
置
候
と 

申
書
付
い
た
し
、
三
判
持
参
可
被
成
候
、
此
廻
状
、
刻
付 

を
以
無
遅
滞
順
達
可
被
成
候
、
以
上 

卯
八
月
廿
七
日 

戌
中
刻 

 

梅
澤
与
次
右
衛
門 

  
 
 
 
 

覚 

一 

御
高
札
四
枚 

 
 

但
し 

 

と
ゝ
う
札 

 

一
枚 

切
支
丹
札 

 

一
枚 

鉄
炮 

札 
 

一
枚 

浪
人 
札 

 

一
枚 

 
 

右
御
札 

 
 
 

 
 

細
川
越
中
守
様
よ
り
御
渡
有
之
候
処
、
此
度 

御
支
配
替
に
付
、
は
づ
し
置
申
候
、
御
尋
に
付 

奉
書
上
候
処
、
相
違
無
御
座
候
、
以
上 

 

慶
応
三
卯
八
月 
 
 
 
 
 
 

鎌
倉
郡
鍛
冶
ヶ
谷
村 

百
姓
代 

 

幸
右
衛
門 

年
寄 

 
 

太
兵
衛 

 

名
主 

 
 

六
郎
兵
衛 

  
 
 
 
 

  

（
十
八
）
定
免
切
替
願
い 

 
 

鍛
冶
ヶ
谷
村
な
ど
十
二
ヶ
村
は
、
安
政
四
巳
年(

一
八
五
七
）
よ
り
慶
応

二
寅
年(

一
八
六
六
）
ま
で
十
ヶ
年
は
定
免
で
、
慶
応
三
卯
年
が
年
季
明
と

な
っ
て
お
り
、
定
免
切
替
の
願
い
を
出
す
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
。 

  

            

釈
文 

定
免
切
替
願
い 

 
 

一 

村
々
御
年
貢
米
、
去
寅
年
、
季
明
に
て
当
卯
よ
り
定
免 

切
替
願
の
儀
、
先
御
支
配
御
役
所
へ
差
出
に
相
成
居
候 

村
方
は
右
願
書
の
写
持
参
に
て
、
得
と
伺
の
上
、
品
に 

寄
候
は
ゞ
、
尚
又
願
書
差
出
の
次
第
に
相
成
候
共
、
差 

支
無
之
様
、
村
々
三
役
人
不
残
の
印
形
持
参
、
明 

後
七
日
早
朝
出
立
に
て
御
出
合
植
木
屋
藤
兵
衛 

方
へ
着
可
被
成
候
、
且
此
廻
状
早
々
順
達
可
被
成
候 
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以
上 但

右
の
外
、
御
触
等
に
付
、
伺
の
儀
は
一
同
落
合 

申
談
の
上
に
致
度
含
に
御
座
候
、
以
上 

一 
先
御
支
配
御
高
札
の
儀
は
出
府
落
合
の
上
申 

上
候
方
可
然
と
存
候 

九
月
五
日 

 
 

梅
澤
与
次
右
衛
門 

 

                    

（
十
九
）
関
東
御
取
締
組
合
入
の
儀 

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
幕
領
、
旗
本
領
、
大
名
領
が
入
り
交
じ
っ
た
関

八
州
の
犯
罪
取
締
を
横
断
的
に
行
う
関
東
取
締
出
役
（
八
州
廻
り
）
を
新

設
し
た
。 

更
に
こ
れ
を
補
完
す
る
た
め
に
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）、
支
配
の
形
態

に
拘
わ
ら
ず
、
近
隣
の
村
々
で
組
合
を
作
っ
て
小
惣
代
を
お
き
、
そ
の
い

く
つ
か
を
ま
と
め
て
大
惣
代
を
お
い
て
、
共
同
し
て
地
域
の
治
安
・
風
俗

を
取
り
締
ま
る
寄
場
組
合
を
作
ら
せ
た
。 

し
か
し
、
鍛
冶
ヶ
谷
村
な
ど
を
含
む
地
域
は
、
海
防
の
観
点
か
ら
川
越
・

熊
本
な
ど
の
大
名
の
預
か
り
地
と
な
っ
た
た
め
、
他
の
地
域
と
は
別
に
寄

場
組
合
（
小
菅
ヶ
谷
組
）
が
お
か
れ
て
い
た
が
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）

に
近
隣
の
寄
場
組
合
（
戸
塚
組
）
に
入
り
直
す
よ
う
指
示
さ
れ
た
。 

 

 

 

支配の変遷と定免のその後（栗田家所蔵文書「見聞集」明治３年３月より） 

鍛冶ヶ谷村を始め 12 ヶ村は、慶応３卯年３月に領主佐倉藩の役所に翌

子年まで 10 ヶ年の増米を含めた定免跡請を願い出たが、同年６月、預地が

江川太郎左衛門に引渡となり、江川役所からは、慶応３卯年は願い出た増

米にて上納を命じられ、また、改めて「翌辰年から翌丑年までの 10 ヶ年の

年季切替」を願い出た。 

維新後、慶応４辰年(明治元年)１２月、神奈川役所管轄となり、慶応４年

辰年も前回同様、増米を以て上納を命じられ、辰年以降の跡請願書を差出

すよう旨の達があった。 

これに対し、定免年季明の村々は 

「去卯年も増米致し、殊に山附辺鄙の土地で至って土性も悪く、其上、用

悪水とも不便にて実り方宜しからず、就中、近年雨天がちにて違作打続き、

漸く定免を保っており、村々増米には行届かず当惑している。併し乍ら、

御趣意柄わきまえ、明治３午年(1870)より翌１２卯年まで１０ヶ年季切替

仰付け成し下され度願上げ奉候」と、増米の２年間猶予を申請した。 

 これが認められ、明治３年３月には鍛冶ヶ谷村を始め各村々は明治３午

年以降の新規増米として、開墾や農法改良等の増産による定免新規増米分

（１升から４升）の跡請を神奈川県役所に出願している。 
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釈
文 

 
 
 
 
 

関
東
御
取
締
組
合
入
の
儀 

其
村
々
、
関
東
御
取
締
組
合
入
の
儀
に
付 

尋
儀
有
之
間
、
答
向
不
差
支
様
、
名
主
壱
人
宛 

明
後
廿
七
日
、
戸
塚
宿
御
用
先
へ
可
罷
出
候 

此
廻
状
村
名
下
へ
刻
付
令
請
印
、
村
順
都
合 

能
早
々
廻
達
、
留
り
よ
り
可
相
返
候
、
以
上 

卯
九
月
廿
五
日 

 
 
 

関
東
御
取
締
出
役 

吉
田
僖
平
次 

 

追
て
村
高
・
家
数
・
人
別
、
并
附
属
御
朱
印
高 

寺
社
号
・
民
家
有
無
取
調
書
持
参
可
致
候 

且
附
属
に
無
之
近
隣
の
御
朱
印
地
、
寺
社 

有
之
候
は
ゞ
、
別
段
可
書
出
候
、
已
上 

 

此
間
中
は
戸
塚
宿
へ
御
出
に
て
御
苦
労
千
萬(

抜
字)
に
て 

奉
存
候
、
私
儀
は
藤
澤
宿
へ
罷
越
候
処 

 

御
代
官
様
御
着
後
に
は
候
へ
ど
も
、
御
届
無
滞
相
済 

昨
朝
御
目
見
被
仰
付
、
御
用
筋
相
済
、
御
出
立
有
之
、 

昨
夕
帰
宅
仕
候
間
、
先
は
御
安
心
可
被
下
候 

一 

今
般
八
州
様
よ
り
被
仰
渡
候
御
取
締
組
合
入
の
儀 

右
組
合
と
申
談
、
取
極
方
の
儀
一
応
御
内
談
の
上 

夫
々
取
極
方
規
定
等
の
儀
御
相
談
申
度
奉
存
候
間 

何
共
御
苦
労
様
な
が
ら
今
昼
後
早
々
拙
宅
へ 

御
集
合
被
下
度
奉
存
候
、
先
右
申
上
置
如
斯
御
座
候
、
已
上 

卯
十
月
七
日 

 
 
 

梅
澤
与
次
右
衛
門 

小
岩
井
様 

栗
田 

様 

甘
糟 

様 

 

急
以
廻
状
得
貴
意
候
、
陳
ば
兼
々
御
配
慮
被
成
下
候 

御
取
締
組
合
之
儀
漸
取
極
に
相
成
候
に
付
て
は
、 

是
迄
惣
代
共
、
所
々
出
勤
、
雑
費
其
外
共
わ
り
合
、 

且
、
年
来
御
懇
意
に
相
成
居
候
御
礼
旁
、
離
盃
頂 

戴
仕
度
、
就
て
は
明
九
日
正
四
つ
時
、
過
日
御
計
居
候
通
り 

江
の
島
江
戸
屋
久
五
郎
へ
御
付
の
御
不
安
な
く
御 

集
合
奉
願
上
候
、
先
は
右
貴
意
度
、
此
廻
状
刻
付 

付
を
以
無
遅
滞
御
順
達
、
留
り
御
村
方
よ
り
御
返
却 

可
被
下
候
、
以
上 

小
袋
谷 

 

大
船
村 

 

今
泉 

岩
瀬
村 

 

公
田
村 

 

桂
村 

 
 

鍛
冶
ヶ
谷 

中
ノ
村 

 

上
之
村 

小
菅
谷 

 

飯
嶋 

 
 

下
倉
田 

上
の
ば 

 

下
の
ば 

〆
拾
四
ヶ
村 

尚
々
右
わ
り
合
、
当
座
取
計
仕
度
奉
存
候
間 

御
村
方
高
に
応
、
少
々
づ
つ
金
子
御
持
参
、
施
行 

の
御
刻
限
遅
ず
御
集
会
奉
願
上
候
、
以
上 

      

常
盤
村 

 

小
左
衛
門 

渡
内
村 

 

清
右
衛
門 

高
谷
村 

 

七
郎
左
衛
門 

宮
前
村 

 

弥
五
左
衛
門 

片
瀨
村 

 

庄
太
郎 
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（
二
十
） 

酒
造
の
こ
と 

 
 

酒
造
に
は
大
量
の
米
を
必
要
と
す
る
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
庶
民
の

酒
食
で
あ
る
米
の
不
足
、
値
上
が
り
な
ど
も
危
惧
さ
れ
る
た
め
、
幕
府
は

酒
造
業
を
免
許
制
と
し
、
米
の
使
用
量
、
酒
造
量
を
管
理
統
制
し
て
い
た
。 

 

こ
の
免
許
を
「
株
」
と
称
し
、
株
の
貸
借
、
譲
渡
な
ど
も
行
わ
れ
て
い

た
。 

 

こ
の
文
書
は
不
作
に
よ
る
米
不
足
の
た
め
、
株
を
借
り
て
酒
造
す
る
業

者
は
休
業
、
以
前
か
ら
株
を
持
っ
て
い
た
業
者
は
酒
造
量
を
三
分
の
一
に

制
限
す
る
な
ど
し
て
、
基
幹
食
糧
の
米
使
用
量
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
通

達
で
あ
る
。 

 

    

寄場組合 

文政の改革で、その土地の領主に関わらず、関東御取締が各寄場組合を作り、

各村々を支配していたが、川越藩や小田原藩は独自に寄場組合を作っていた。 

特に、川越藩は三浦郡・鎌倉郡の領主となり、海防に備え各村々を支配、鎌倉

郡には小菅ヶ谷組、片瀬組、雪ノ下組などの寄場組合を設けた。 

その後、細川・堀田の預地となり、海防の備えがなくなった慶応３年６月には

幕府（代官 江川太郎左衛門）直轄地になり、同年９月に小菅ヶ谷組（小菅ヶ谷

村、鍛冶ヶ谷村、中野村、上野村、公田村、桂村、岩瀬村、大船村、今泉村、飯

島村、下倉田村、下野庭村、上野庭村の 13 ヶ村）は戸塚宿寄場組合に新組とし

て入れられた。 

戸塚宿寄場組合は古組 37 ヶ村と合わせ 50ヶ村の大きな寄場組合となった。 

また、片瀬組（片瀬村、腰越村、津村、川名村、弥勒寺村、宮前村、高谷村、

小塚村、渡内村、手広村、笛田村、常盤村、梶原村、寺分村、上町屋村、山崎村、

小袋谷村、台村、植木村、山谷新田の 20 ヶ村）は藤沢宿寄場組合に新組として

入れられた。 
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釈
文 

 

 
 
 

御
触
書
写 

当
年
酒
造
の
儀
、
関
東
は
御
貸
株
の
分
、
追
て
被 

仰
出
候
迄
休
造
致
、
古
株
の
分
、
三
分
一
造
り
被
仰
出
候
に
付
、
其 

御
締
向
、
且
小
民
救
助
の
た
め
、
右
古
株
の
分
も
五
拾
石 

以
下
は
休
造
い
た
し
、
其
余
の
分
は
各
年
造
込
濁
酒
の 

儀
は
売
買
不
相
成
、
不
相
成
分
御
趣
意
柄
行
届
候 

様
可
取
計
候 

 

右
の
通
、
御
奉
行
衆
被
仰
渡
候
条
、
得
其
意
取
締
向 

の
儀
は
、
去
寅
年
の
通
相
心
得
、
追
て
軒
別
厳
重
に 

相
改
候
間
、
其
節
不
都
合
并
犯
科
の
者
無
之
様
、
組
合
限
り 

無
洩
可
申
通
候
、
以
上 

卯
十
月 

 
 
 
 
 

関
東
御
取
締
出
役 

 

      

    

（
二
十
一
）
歩
卒
市
内
遊
歩
の
規
定 

  

農
兵
隊
な
ど
に
採
用
さ
れ
た
歩
卒
（
従
来
の
足
軽
）
が
市
中
で
無
銭
飲 

食
食
な
ど
不
届
き
な
行
動
が
見
ら
れ
る
た
め
、
市
中
遊
歩
の
時
は
所
定
の 

印
を
つ
け
る
よ
う
通
達
し
た
触
書
。 

 

 

 

釈
文 

御
触
書
写 

 
 

歩
卒
の
者
、
市
中
遊
歩
等
の
節
、
不
法
の
所
業
に
お
よ
び 

候
は
ゞ
、
差
押
可
訴
出
旨
、
前
々
申
渡
置
候
処
、
近
来 

歩
卒
紛
は
敷

ま
ぎ
ら
は
し
き

も
の
、
所
々
徘
徊
い
た
し
、
無
代
酒
喰
等 

類
有
之
哉
に
相
聞
、
不
届
の
事
に
候
、
向
後
大
手
前
歩
卒 

は
頭
巾
の
上
、
白
木
綿
に
覆
、
西
丸
よ
り
其
外
の
炮
兵 

等
は
白
木
綿
三
尺
へ 
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の
印
有
之
を
着
し
、
屯
所
外
へ
出
候
筈
に
付
、
右
印 

無
之
細
袖
等
着
な
し
紛
は
し
き
も
の
は
勿
論
、
無
代 

酒
食
等
い
た
し
候
者
有
之
候
は
ゞ
無
用
捨
差
押
、
月 

番
の
町
奉
行
所
へ
召
連
可
訴
出
候 

十
月
三
日 

 

右
御
触
の
趣
為
心
得
相
達
候
条
、
組
合
村
々
へ
申
達 

右
躰
の
者
立
廻
り
候
は
ゞ
、
差
押
最
寄
廻
村
出
役
へ 

可
被
申
立
候
、
以
上 

 
 

卯
十
月
九
日 

 
 

関
東
御
取
締
出
役 

 

別
紙
御
触
書
の
趣
、
戸
塚
宿
役
人
よ
り 

申
来
候
間
、
写
を
以
相
廻
し
申
候
、
此
廻
状
早
々 

順
達
、
留
村
よ
り
返
却
可
被
成
候
、
以
上 

卯
十
月
十
四
日 

 
 
 
 

梅
澤
与
次
右
衛
門 

          

 
 

（
二
十
二
）
江
戸
出
張 

 

名
主
小
岩
井
六
郎
兵
衛
が
所
用
で
江
戸
へ
出
張
し
た
時
の
控
。 

 

慶
応
三
年
十
月
二
日
に
出
発
、
五
日
に
帰
着
し
て
い
る
。 

 

出
張
の
目
的
は
江
川
代
官
役
所
へ
年
貢
代
金
先
延
の
歎
願
で
あ
っ
た
が
、

私
的
の
買
物
な
ど
を
含
む
金
銭
支
払
い
の
記
録
が
あ
り
、
興
味
深
い
。 
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釈
文 卯 十

月
二
日
江
戸
行
、
品
川
宿
泊
り
、
三
日
芝
中
門
前 

巴
屋
市
左
衛
門
、
四
つ
時
頃
着
、
三
日
八
つ
半
頃
芝
居
町 

植
木
屋
藤
兵
衛
着
泊
り
、
金
壱
両
と
銭
四
百
文 

 

山
本
輪
之
助
殿
へ
渡
、
翌
日
御
年
貢
代
金
御
日
延
願 

い
た
し
候
処
、
御
聞
入
に
相
成
ず
、
四
日
夕
巴
屋
へ
来
る
。 

植
（
木
）
屋
方
へ
扱
金
三
分
と
四
百
文
を
払
申
候 

巴
屋
宿
払
壱
両
壱
分
弐
朱
弐
と
百
七
十
八
文
也 

外
茶
代
壱
分
と
子
供
へ
弐
朱
遣
候 

買
物
弐
朱
ト
弐
百
文 

佛
器
・
燈
明
皿
・
御
神
酒
徳
利
・
秉
燭
四
品 

 
 

 

品
川
当
脚 

弐
朱
と
永
弐
百
文 
江
川
様
腰
掛
に
て 

二
百
文 

白
砂
糖 

 
 
 
 

覚 

参
百
廿
四
文 

宮
岸
迄 

船
賃
出
ス 

九
拾
文 

 
 
 
 
 

川
崎
川
銭 
 

三
朱
守
礼
出
ス 

三
朱
と
弐
百
文 

 

御
流
覧
払 

百
文 

 

髪
結
銭 

弐
百
十
六
文 

船
銭 

三
朱
と
四
百
廿
文 
 

芝
用
向
立
替
物 
 

〆
弐
両
壱
分
一
朱
也 

 

郡
中
惣
代 

江
戸
行 

 

小
岩
井 

 
 

二
日
出
五
日
帰
り 

四
日(

間) 

 
 
 
 
 

両
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

山
本 

 
 
 

三
日
出
五
日
帰
り 

 
 

 
 
 

（
二
十
三
）
金
札
に
よ
る
御
用
金
調
達 

慶
応
三
年
、
財
政
難
に
あ
っ
た
幕
府
は
、
金
札
を
発
行
し
、
御
用
金
を 

差
出
し
た
者
に
こ
の
金
札
を
与
え
る
と
市
中
に
通
達
し
た
。 

 

翌
々
年
「
慶
応
五
年
」
三
月
に
正
金
と
引
替
え
る
と
し
て
い
た
が
、
幕 

府
崩
壊
で
反
古
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

 

 

釈
文 

 
 
 
 
 
 
 
 

覚 

 

今
般
御
用
金
差
出
候
も
の
共
へ
御
用
金
髙
に 

応
じ
金
札
可
相
渡
候
、
右
金
札
の
儀
は
来
々
巳
年 
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三
月
迄
に
都
て
通
用
金
銀
同
様
に
相
心
得
、
御
年
貢 

其
外
諸
公
納
物
に
相
用
不
苦
候
間
、
御
府
内
并 

関
東
在
方
共
、
無
差
支
通
用
可
致
候
、
尤
一
時
融 

通
の
た
め
、
通
用
被
仰
出
候
儀
に
付
、
心
得
違
致 

間
敷
、
引
替
の
儀
は
来
々
巳
年
三
月
よ
り 

三
井
八
郎
右
衛
門
方
に
お
い
て
正
金
銀
と
引
替
可 

相
渡
候 

右
引
替
に
付
て
は
歩
合
減
等
一
切
無
之
候
間
、
不
取
締 

無
之
様
取
引
可
致
候 

右
の
趣
、
関
東
筋
御
領
・
私
領
・
寺
社
領
共
不
洩
様 

可
被
相
触
候 

十
月
廿
日 

 

右
の
通
御
書
付
出
候
条
、
得
其
意
此
廻
状
村
名
下
へ 

名
主
令
請
印
、
早
々
順
達
留
り
村
よ
り
可
相
返
候 

 

以
上 

 
 
 
 

江
川
太
郎
左
衛
門 

十
一
月
二
日 

役
所 

 

以
廻
状
得
御
意
候
、
然
ば
御
年
貢
米
代
并
小
物
な
り 

国
役
并
貯
石
代
等
の
儀
、
当
月
廿
九
日
晦
日
皆
済 

相
成
積
に
廻
状
差
出
候
間
、
御
承
知
可
成
候
、
然
る
処 

先
以
領
主
よ
り
拝
借
に
相
成
候
金
子
納
残
り
の
分 

元
利
共
当
月
廿
日
限
り
拙
宅
へ
持
参
可
被
成
候 

然
る
上
は
当
人
納
人
差
出
御
返
納
可
致
候
、
此
段
無 

間
違
様
御
取
計
可
被
成
候
、
以
上 

卯
十
一
月
十
五
日 

 
 

梅
澤
与
次
右
衛
門 

 

 

               
 

 

 
 
 

  

幕末、幕府発行の金札 

 

慶応３年に幕府が発行した金札には次の 

３種類があった。 

 

・江戸・横浜通用金札 

洋銀札通用の事態に対処するため 

・江戸および関八州通用金札 

御用金を両替商から上納させるため 

・兵庫開港札 

大坂の有力商人，商社の営業資金を 

確保するため 

 

左は「江戸/横浜通用金札」（国会図書館） 

同年末には幕府解体で流通停止となった。 
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（
二
十
四
）
光
明
寺
か
ら
の
呼
出
状 

光
明
寺
は
、
鎌
倉
材
木
座
に
あ
る
浄
土
宗
の
寺
院
。
寺
格
は
大
本
山
。

小
岩
井
六
郎
兵
衛
は
同
寺
の
壇
方
世
話
人
の
役
に
あ
り
、
「
御
用
の
儀
」

が
あ
る
の
で
寺
へ
来
る
よ
う
に
と
の
呼
出
状
。 

慈
眼
院
は
光
明
寺
の
子
院
、
後
に
横
浜
久
保
山
に
移
転
し
て
い
る
。 

 

 

釈
文 

 
 
 
 
 

十
一
月
八
日 

昼
着 

長
谷
村 

 

慈
眼
院 

組
寺 

 
 

九
品
寺 

檀
方
惣
代 

重
吉 

世
話
人 

 

五
郎
左
衛
門 

同 
 
 
 

勝
右
衛
門 

同 
 
 
 

六
郎
兵
衛 

同 
 
 
 

林
右
衛
門 

右
御
用
の
儀
有
之
間
、
明
十
一
日
五
つ
時
迄 

貴
山
役
僧
差
添
御
座
出
可
被
成
候
、
以
上 

十
一
月
十
日 

 
 
 
 
 

賢
禅 

念
達 

光
明
寺
御
丈
室 

 

去
る
丑
年
中 

知
恩
院
御
門
主
御
方
御
参
向
被
遊
候
節 

拙
寺
儀
、
兼
て 

故
宮
御
方
御
由
緒
有
之
候
に
付
、 

御
同
所
様
尊
碑
御
安
置
、
且
御
供
養 

料
、
并
御
道
具
類
為
在
御
寄
附
、
難
有
奉
存
候
、 

就
て
は
右
御
金
減
金
に
相
成
候
て
は
、
往
々
御
供
養 

向
御
道
具
類
御
修
復
御
手
当
等
難
渋
仕 

御
崇
敬
筋
奉
恐
入
候
間
、
右
御
金
御
貸
附 

い
た
し
、
右
子
分
を
以
永
世
の
御
手
宛
に
仕
度 

奉
存
候
、
尤 
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御
名
目
の
儀
は
不
容
易
儀
に
は
可
有
御
座
と 

奉
恐
察
候
得
共
、
前
件
の
通
、
永
世
御
手
宛
に 

御
仕
法
御
座
候
間
、
出
格
の
御
慈
計
を
以
、
願
の
通 

御
貸
附
所
御
取
建
の
儀
、
速
御
聞
済
被
成
下 

候
様
、
其
御
筋
へ
被
仰
被
成
下
候
様
、
只
管
奉 

懇
願
候
、
以
上 

 
 
 

十
一
月
十
一
日 

 
 
 

相
州
鎌
倉
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
谷
村 

慈
眼
院 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旦
方
惣
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重
吉 

世
話
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
郎
左
衛
門 

勝
右
衛
門 

六
郎
兵
衛 

林
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 
 

御
用
留 

慶
応
四
年
正
月 

徳
川
慶
喜
政
権
奉
帰
の
件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (

資
料
番
号 

御
用
留-

31) 

慶
応
三
年
十
月
十
四
日
、
十
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
は
二
条
城
で
政
権
返

上
を
天
皇
（
明
治
天
皇
）
へ
奏
上
し
、
翌
十
五
日
に
天
皇
が
奏
上
を
勅
許

し
た
。
こ
の
大
ニ
ュ
ー
ス
は
即
刻
全
国
へ
伝
え
ら
れ
た
が
、
鍛
冶
ヶ
谷
村

の
御
用
留
に
よ
れ
ば
、
十
二
月
に
こ
の
よ
う
な
通
達
で
伝
え
ら
れ
た
。 

 

（
一
）
徳
川
慶
喜
政
権
返
上 

 

（
二
）
不
埒
の
者
厳
戒
に
処
す 

 

（
三
）
慶
喜
変
心
に
付
き
征
討
軍
派
遣 

（
四
）
諸
国
脇
往
還
人
馬
賃
銭
割
増 

 

（
一
）
徳
川
慶
喜
政
権
返
上 
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釈
文 

徳
川
慶
喜
、
宇
田
（
内
）
形
勢
を
察
し
、
政
権
奉
帰
候
、 

然
に
付
、
朝
廷
に
お
い
て
万
機
御
裁
決
被
遊
候
に
付
、
博 

く
天
下
の
公
儀
を
と
り
、
偏
党
の
私
な
き
を
も
っ
て 

衆
心
と
休
戚
を
同
ふ
し
、
徳
川
先
祖
の
制
度
美
事
、 

良
法
は
其
侭
御
変
更
無
之
旨
被
仰
出
候
間
、
人
々
公
明 

聖
太
の
聖
意
を
奉
載
、
各
安
心
し
て
其
家
業
を
営
み 

候
様
可
仕
者
也 

慶
応
三
卯
十
二
月 

 

（
二
）
不
埒
の
者
厳
戒
に
処
す 

近
来
の
処
に
お
い
て
、
致
暗
殺
候
内
に
は
、
罪
状
認
、
死
骸
に 

添
有
之
候
も
不
少
、
何
れ
陰
悪
陰
謀
憤
り
候
之
所
業
に 

可
有
之
、
全
体
不
埒
の
者
共
は
、
得
と
吟
味
の
上
、
刑
典
を
も 

っ
て
厳
重
の
御
裁
評
被
仰
付
、
大
政
御
一
新
の
折
柄 

猶
更
御
為
筋
に
心
掛
、
公
然
と
可
申
出
候
所
、
其
儀
無
之 

に
付
、
右
等
の
者
於
有
之
は
、
吟
味
の
上
、
急
度
厳
戒
に
可
被 

処
候
間
、
心
違
無
様
可
被
致
事 

慶
應
四
年
正
月 

 
 

戒
法
事
務
役
所 

右
の
通
被
仰
渡
候
間
、
一
流
（
統
）
急
度
相
心
違
（
不
脱
カ

）
可
申
候 

者
也 

 

（
三
）
慶
喜
変
心
に
付
き
征
討
軍
派
遣 

徳
川
慶
喜
、
天
下
の
形
勢
不
得
止
を
察
し
、
大
政
返
上
、
将
軍 

職
辞
退
相
願
候
に
付
、
断
然
被
聞
食

き
こ
し
め
さ
れ

、
既
往
の
罪
は
不
被 

為
問
、
列
藩
上
座
に
可
被
仰
の
処
、
豈

図

あ
に
は
か
ら
ん

や
、
大
坂
城
に
引
取
候 

旨
趣
素
詐
謀
に
て
、
去
る
三
日
、
麾
下
の
者
を
引
率
し
、
剰 

帰
国
を
被
仰
付
候
会
桑
等
を
先
鋒
と
し
て
、
闕
下
奉
犯 

                    

        大政奉還 

 

二条城二の丸御殿大広間の展示 

仁和寺宮 

安政５年（1858）、仁孝天皇の猶子となり、親王宣下を受け純仁親

王を号し、仁和寺第三十世の門跡に就任。 

慶応３年（1867）、還俗を命ぜられ仁和寺宮嘉彰親王と名乗る。 

明治維新にあっては議定、軍事総裁に任じられ、戊辰戦争では奥羽

征討総督として官軍の指揮を執った。 
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候
勢
、
現
在
彼
よ
り
兵
端
を
開
き
候
上
は
、
慶
喜
返
状
明
白 

始
終
奉
欺
朝
廷
候
段
、
大
逆
無
道
、
其
罪
不
可
遁
、
此
上
は 

於
朝
廷
御
宥
恕
の
道
絶
果
、
不
被
為
得
已
御
追
討 

被
仰
出
候
、
兵
端
既
相
開
候
上
は
、
速
に
賊
徒
誅
戮
、
万 

民
塗
炭
の
苦
を
被
為
救
候 

叡
慮
に
候
間
、
今
般
仁
和
寺
宮
征
討
将
軍
に
被
任
候
に
付
、 

是
迄
偸 と

う

安
怠
惰
に
打
過
、
或
は
両
端
を
抱
き
、
或
は
賊
徒 

に
従
居
候
者
た
り
共
、
真
に
悔
悟
憤
発
、
国
家
の
為
に
尽
忠 

の
在
之
輩
は
、
寛
大
の
思
召
に
て
、
御
採
用
被
為
在
、
尤
此
御
時 

節
に
至
り
、
不
弁
大
儀
賊
徒
に
謀
を
通
じ
、
或
は
潜
居 

被
致
候
者
は
、
朝
敵
同
様
厳
刑
可
被
処
候
間
、
心 

得
違
無
之
様
可
致
候
事 

慶
応
四
戊
辰
年
正
月 

 

（
四
）
諸
国
脇
往
還
人
馬
賃
銭
割
増 

諸
国
脇
往
還
、
人
馬
賃
銭
等
、
是
迄
割
増
申
付
置
候 

宿
村
も
有
之
候
へ
共
、
右
に
不
拘
来
正
月
よ
り
一
般
元
賃
銭
の
上
へ 

人
馬
賃
銭
は
六
倍
五
割
増
、
川
場
の
分
は
二
倍
割
増
分
、
当 

分
の
内
、
御
定
賃
銭
に
申
付
候
間
、
其
通
可
受
取
候
、
尤
高
札 

掛
改
方
の
儀
は
、
其
筋
へ
可
申
立
事 

一 

御
用
に
付
旅
行
の
面
々
へ
被
下
候
人
馬
共
有
之
届
持
参
、 

且
諸
向
よ
り
差
立
候
御
用
物
等
、
都
て
無
賃
継
立
、
御
免 

人
馬
、
川
場
共
、
夫
々
御
定
賃
銭
相
払
旅
行
い
た
し
、
差
添 

（
無
之
御
用
物
は
、
貫
目
に
応
じ
賃
銭
相
添
） 

差
立
候
筈
に
候
条
、
可
得
其
意
候
、
尤
、
京
家
の
向
、
且
前
々 

人
馬
被
下
来
候
分
、
并
証
文
相
添
差
立
候
状
箱
、
或
は
御
用 

物
、
又
は
諸
向
よ
り
差
立
候
御
用
状
等
は
、
是
迄
の
通
無
賃
に
て 

継
立
可
申
事 

一 

御
用
旅
行
の
面
々
、
木
銭
・
米
代
、
又
は
安
旅
龍
払
等
相
止
、
当
分
の

内
上
下
に
不
拘
、
壱
人
一
泊
銭
七
百
文
、
一
昼
同
三
百
文
宛
相
払
候

筈
に
候
、
尤
、
手
軽
に
取
賄
可
申
車
、 

一 

御
用
旅
行
の
向
、
通
行
の
節
、
案
内
と
し
て
罷
出
候
役
人
、
多
人 

数
に
不
及
、
壱
人
罷
出
候
様
可
致
、
杖
拂
の
儀
も
、 

御
朱
印
等
重
き
品
柄
并
諸
役
人
旅
行
の
節
は
格
別
、 

其
余
は
見
計
ひ
、
不
差
出
候
て
も
不
苦
候
事
、 

右
の
通
、
諸
国
脇
往
還
継
場
有
之
候
村
々
、
御
料
、
私
領
、 

寺
社
領
共
不
洩
様
可
被
相
触
候
、 

十
一
月 

 
 
 
 
 
 

（
以
下 

略
） 
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- 1 - 

 

御
請
一
札 

慶
応
四
辰
年 

正
月
廿
一
日 (

資
料
番
号 

触
書
・
回
章-

１４) 

            

(

一)
 

御
達
書 

市
中
為
取
締
の
件 

本
資
料
は
江
戸
市
中
へ
の
出
入
り
の
取
締
り
に
関
す
る
御
達
書
と
村
人 

の
請
書
と
か
ら
な
る
。
御
達
書
は
江
戸
市
内
の
関
門
通
行
時
に
主
人
の
断

書
又
は
役
人
の
添
書
き
が
必
要
な
こ
と
、
不
審
な
旅
人
を
宿
泊
さ
せ
な
い

こ
と
、
諸
国
往
還
の
人
馬
賃
を
定
め
て
い
る
。 

  

      

 

釈
文 

一
市
中
為
御
取
締
当
分
の
間
、
御
府
内
出
口                

 

 
 
 
 
 

所
々
口
へ
関
門
御
取
建
、
諸
士
の
分
は
、
其
主          

 

 
 
 
 
 

人
又
は
其
役
よ
り
何
方
へ
、
家
来
差
出
候
旨
断
書
、       

 

 
 
 
 
 

百
姓
町
人
は
所
役
人
の
添
書
持
参
無
之
に
お
い
て
は
、   

 
 
 
 
 

出
入
共
一
切
通
行
差
留
、
尤
断
書
添
書
は
関
門
に
て          

 

 
 
 
 
 

相
改
め
怪
敷
子
細
も
無
之
候
得
は
、
於
同
所
右
切
手     

 

 
 
 
 
 

相
渡
候
て
関
門
相
越
候
間
右
切
手
所
持
、
不
致
旅
人
は
、 

 
 
 
 
 

御
府
内
は
勿
論
、
道
中
筋
并
在
々
に
て
、
決
て
旅
宿 

為
致
間
敷
、
且
右
改
不
請
押
て
通
行
可
致
旨
仕       

 

 
 
 
 
 

儀
又
は
旅
行
切
手
所
持
不
致
旅
人
は
無
用
捨
召       

 

 
 
 
 
 

捕
、
尤
手
向
お
よ
ひ
候
は
ば
、
切
捨
候
筈
候 

当
時
出
府      

 
 
 
 
 

途
中
に
て
関
門
通
行
方
不
相
弁
者
共
は
、
関
門
に
お
い
て        

 
 
 
 
 

得
と
相
糾
、
怪
敷
無
之
趣
候
得
は
相
通
せ
候
筈
に
候
、 

 
 
 
 
 

右
の
趣
、
御
料
は
御
代
官
、
私
領
寺
社
共
不
洩
様
可     

 

相
触
候                                            

 

 
 
 
 

右
の
通
、
可
被
相
触
候                                    

 

 
 
 
 

右
の
通
、
御
書
付
出
候
条
得
其
意
御
書
付
の
趣
、
小
前       

 

 
 
 
 

末
々
迄
不
洩
様
可
申
達
候
事                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江
川
太
郎
左
衛
門           

  
    

 
 

辰
正
月
五
日            

役
所                  

 

 
 
                                        

 

 
 
 
 

諸
国
脇
往
還
人
馬
賃
銭
等
迄
割
増
付
置
候
、
宿
村       

 

 
 
 
 

の
有
之
候
得
共
右
に
不
拘
来
正
月
よ
り
一
般
元
賃
銭    

 

 
 
 
 

の
上
へ
、
人
馬
賃
銭
共
六
倍
五
割
増
川
場
の
分    

     
 

 
 
 
 

弐
倍
増
と
当
分
内
、
御
定
賃
銭
相
払
旅
行                

 

     
 

い
た
し
、
差
添
差
立
候
筈
候
条
、
可
得
其
意
、
尤
京           

 

 
 
 
 

家
向
前
々
人
馬
被
下
来
候
分
并
證
文
相
添             
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差
立
候
状
箱
、
或
は
御
用
物
又
は
諸
向
よ
り
、
差
立          

 

    
 
 

候
御
用
状
等
は
、
是
迄
の
通
り
、
無
賃
に
て
継
立
可
申
事                                                          

 

一 

御
用
旅
行
の
面
々
、
木
銭
米
代
又
は
安
旅
籠              

 
 

 
 

払
候
分
相
止
め
、
当
分
の
内
、
上
下
拘
す
一
泊
七
百
文      

 
 

 
 

一
昼
同
三
百
文
を
相
払
候
筈
候
、
尤
手
軽
に
取
賄      

 
 

 
 

申
事
可                                          

 

一 

御
用
旅
行
の
向
、
通
行
候
節
、
案
内
と
し
て
罷             

 
   

 
 

 
 

出
候
役
人
多
人
数
に
不
及
、
壱
人
罷
出
候
様
可
致
候 

 
 

 
 

杖
払
之
義
は
、
御
朱
印
等
重
き
品
柄
斗
御
役
人 

 
 

 
 

旅
行
節
は
、
格
別
其
余
は
見
斗
不
差
出
候
て
も 

 
 

 
 

不
苦
事 

一 

関
東
筋
在
々
に
お
い
て
、
醤
油
・
味
噌
・
味
林
酒
又
は 

 
 
 
 

濁
酒
等
造
込
五
穀
潰
渡
世
の
も
の
は
、
穀
物
取 

 
 

 
 

扱
候
渡
世
の
も
の
、
猥
に
相
成
候
趣
相
聞
、
凶
年
等 

 
 

 
 

の
節
、
御
取
締
筋
に
拘
り
候
間
、
以
来
鑑
札
相
渡 

 
 

 
 

稼
方
差
免
候
積
に
付
、
右
取
調
の
も
の
廻
村 

 
 

 
 

為
致
候
醤
油
造
の
も
の
は
、
壱
ケ
年
造
候
高 

穀
屋
共
は
、
売
捌
石
高
三
ヶ
年
平
均
取
調
可 

 
 

 
 

申
立
候 

 
 

 
 

右
の
通
り
、
関
東
八
ヶ
国
御
料
は
御
代
官
、
私
領
は 

 
 

 
 

領
主
地
頭
不
洩
様
可
被
触
知
も
の
也 

 
 
 

 

十
一
月 

一 

方
今
の
御
時
節
柄
に
付
、
其
村
方
の 

 
 

 
 

東
海
道
筋
近
敷
事
故
、
定
て
京
坂 

 
 

 
 

筋
風
聞
可
有
之
間
、
怪
敷
風
聞
も 

承
り
候
は
ば
、
早
々
其
段
可
申
立
旨 

 
 

 
 

被
仰
聞
候
、
就
て
は
小
前
に
お
い
て
は
御
伝
馬 

 
 
 
 

御
用
崎(

先)

に
て
何
歟
怪
敷
風
聞
承
り
候
は
ば
、 

 
 
 
 

早
々
其
段
申
出
候
、
実
事
に
無
之
共
、 

 
 
 
 

風
聞
の
事
柄
に
候
へ
ば
、
御
と
か
め
無
之
間
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

無
遠
慮
可
申
出
候 

 (

二)
 

請
書 

村
中
一
同
慥
に
承
知
仕
候 

 

こ
の
文
書
は
前
の
御
達
書
で
の
定
め
を
守
る
こ
と
、
街
道
筋
の
怪
し
げ

な
風
聞
を
届
け
出
る
こ
と
の
請
書
で
あ
り
、
村
人
二
十
二
人
が
連
印
し
て

い
る
。 

      

釈
文 

右
の
条
々
厚
く
被
仰
聞
、
村
中 

 
 
 

一
同
慥
に
承
知
仕
候
、
他
所
出
の
節
は
其
段 

 
 
 

申
出
、
其
外
怪
敷
風
聞
出
崎(

先)

に
お
い
て 

 
 
 

承
り
候
は
ば
、
早
速
申
上
候
様
可
仕 

 
 
 

後
證
、
御
受
連
印
一
札
差
上
申
処
如
件 

 

 

乙
右
衛
門 

 

○印 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

与
三
左
衛
門 

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作
左
衛
門  

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幾
右
衛
門   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
左
衛
門   

○印 

41 



- 3 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
左
衛
門   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
郎
左
衛
門 

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宗
左
衛
門   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清
左
衛
門   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久
右
衛
門   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

甚

兵

衛  

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安

五

郎   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六

兵

衛   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

忠 
 

蔵   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

孫
右
衛
門   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清

兵

衛 
 

○印 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

忠 
 

七   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊 
 

助   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

儀

兵

衛   
○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
右
衛
門   
○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
右
衛
門   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
郎
左
衛
門 

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
郎
左
衛
門 

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

徳
右
衛
門   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幸
右
衛
門   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
左
衛
門   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

斉

兵

衛   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五

兵

衛   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仁

兵

衛   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
寄 

太

兵

衛   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

勝
右
衛
門   

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 

六
郎
兵
衛 

 

○印 

 

御
官
軍
様
方
御
下
向    

御
触
書
并
宿
々
よ
り
通
達
日
記 

   

慶
応
四
辰
年
三
月
五
日 (

資
料
番
号 

触
書
・
回
章-

15) 

 
 

          

(

一)

官
軍
の
編
成
・
規
模
と
行
程 

         

。 
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釈
文 

御
官
軍
様
御
模
様
、
西
宿
々
へ
差
詰
御
越
候
処
、 

晦
日
夜
帰
宿
、
左
の
通
り 

一 

薩
州
様 

 

御
人
数 

 

五
百
三
拾
三
人 

一 

長
州
様 

 

御
人
数 

 

弐
百
五
拾
八
人 

一 
佐
渡
原
様 

御
人
数 

 

百
拾
四
人 

一 

大
村
様 

 

御
人
数 

 

百
拾
五
人 

 
 
 
 
 
 

人
足 

 

三
百
弐
拾
人 

 
 
 
 
 
 
 
 

添
人
足 

 
 
 

三
百
廿
人 

 
 
 
 
 
 
 
 

馬 
 
 
 
 
 

七
拾
五
疋 

 
 
 
 
 
 
 
 

添
馬 

 
 
 
 

拾
弐
疋 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

添
人
足 

 
 
 

三
百
廿
人 

     
 
 
 
  

 

馬            
七
拾
五
疋 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

添
馬 

 
 
 
 

拾
弐
疋 

 
 

 
 
 
 

御
手
払 

 
 
 

 
 
 
 
 

宿
駕
篭 

 
 
 

四
百
人
余 

二
日
目 

一 

尾
州
様 

 

御
人
数 
 

千
百
四
拾
人 

一  

紀
州
様 

 

御
人
数 

 

四
百
廿
五
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

引
馬 

 

弐
疋 

 
 
 
 
 
 
 
  

人
足 

 
 
 
  

三
百
三
拾
弐
人 

 
 
 
 
 
 
 

添
人
足 

 
 
 

八
十
五
人 

 
 
 
 
 
 

御
手
払 

 
 
 
 
 
 
 
 

人
足 

 
 
 
 

百
五
拾
人 

程 

 
 
 
 
 
 
 
 

馬 
 
 
 
 
 

拾
五
疋 

 
 
 

三
日
目 

 
 

一 

備
前
様 

 

御
人
数 

 

四
百
五
拾
人 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

引
馬 

 
 

三
疋 

一 

肥
後
様 
 

御
人
数 

 

九
百
廿
八
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

引
馬 

 
 

三
疋 

 
 
 
 
 
 
 
 

人
足 

 
 
 

四
百
六
拾
五
人 

 
 
 
 
 
 
 
 

添
人
足 

 
 

百
拾
弐
人 

 
 
 
 
 
 
 
 

馬 
 
 
 
 

拾
弐
疋 

一 

御
勅
使
様 

 
 
 
 
 
 
 

柳
原
様 

 
 
 
 
 
 
 

橋
本
様 

 
 
 
 
 
 
 

右
付
添 

 

一 

藤
堂
様 

 

御
人
数 

 

千
三
百
人 

御
通
り
雇
有
之
由 

一 

吉
田
様 

 

御
人
数 

一 

岡
崎
様 

 

御
人
数 

一 

亀
山
様 

 

御
人
数 

 
 
 
 

右
の
外
、
諸
家
様
御
人
数
御
座
候
得
共
相
訳(

分)

り
兼 

 
 
 
 

一
両
日
も
後
る 

一 

有
栖
川
様
御
下
向
の
由 

一 

嶋
田
宿
よ
り
府
中
宿
迄
御
宿
陣
御
賄
向
、
本
多
紀
伊
守
様 

 
 
 
 

代
り
に
て
沼
津
様
へ
被
仰
付
、
尤
京
都
よ
り
の
御
沙
汰
の
由 

一 

佐
渡
原
様
御
人
数
の
内
、
早
追
に
て
沼
津
へ
御
出
立
の
上 

 
 
 
 

蒲
原
宿
よ
り
箱
根
宿
ま
で
道
中
筋
取
締
向
、
宿
附
御
賄
向 

 
 
 
 

被
仰
付
候 

一 
興
津
宿
・
江
尻
・
由
井
三
ヶ
宿
の
儀
は
、
柳
原
越
中
守
様
・ 

 

 
 
 
 

田
上
寛
蔵
様
御
同
宿
に
て
、
道
中
筋
御
懸
り
京
都
よ
り
、
被 

 
 
 
 

仰
付
候         

一 

宮
宿
よ
り
金
谷
迄
、
為
御
手
当
金
百
弐
拾
五
両
被
下
、
布
団
・ 
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桐
油
其
外
雑
費
と
し
て
金
弐
拾
五
両
被
下
、
役
場
帳
付
へ 

 
 

 
 

 
 

金
拾
五
両
人
足
賄
の
も
の
へ
金
五
両
被
下
、
右
は
宿
の
御
掛 

 
 

 
 

の
御
大
名
様
よ
り
御
手
当
被
下
候
由 

一 
嶋
田
宿
よ
り
沼
津
宿
に
て
御
請
持
に
付
不
取
敢
、
宿
駕
籠 

 
 

 
 

桐
油
其
外
雑
費
と
し
て
金
弐
拾
五
両
、
猶
又
宿
役
人 

助
郷
惣
代
へ
金
拾
両
被
下
、
其
余
の
儀
は
、
沼
津
様
に
て 

 
 

 
 

追
々
御
手
当
被
下
候
趣
被
仰
出
候
、
右
の
趣
、
沼
津
宿 

 
 

 
 

安
五
郎
よ
り
承
り
候
趣
に
御
座
候                            

 
 

 
 
 
 

廿
八
日 

一 

沼
津
宿
御
泊
込 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

薩
摩
様 

 
 

御
人
数 

 

五
百
三
拾
三
人 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

但
し
御
宿
三
十
三
軒 

 
 
 
 

 

長
州
様 

 
 

御
人
数 

 
弐
百
八
十
七
人 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

但
し
宿
廿
軒 

 
 
 

 
 

左
渡
原
様 

 

御
人
数 

 

百
廿
八
人 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

但
し
宿
拾
軒 

 
 

 
 

右
は
、
翌
廿
九
日
御
出
立
に
て
三
嶋
宿
・
箱
根
宿
両
宿
へ
御
泊
り 

 
 

 
 

の
趣
に
付
、
昨
夜
三
嶋
宿
承
り
候
処
、
左
渡
原
様
御
人
数
、
外
に 

 
 

 
 

薩
州
様
御
人
数
都
合
弐
百
人
余
、
俄
に
廿
九
日
八
ツ
時
頃
二
本
松 

 
 

 
 

新
田
佐
野
村
御
泊
り
御
越
に
相
成
、
御
殿
場
通
り
御
通
行
の
由 

一 

昨
晦
日
、
三
嶋
宿
へ
は
薩
州
様
・
長
州
様
御
人
数
五
百
人
程 

 
 

 
 

御
泊
り
に
相
成
り
、
宿
内
両
口
へ
拾
四
人
位
御
出
張
に
相
成
上
下 

 
 

 
 

御
通
行
の
も
の
、
壱
人
別
厳
重
御
調
立
の
事 

一 

箱
根
宿
へ
は
、
薩
州
様
・
長
州
様
御
人
数
五
百
拾
人
余
御
泊
り
に 

 
 

 
 

相
成
候
、
右
は
同
宿
へ
出
役
の
も
の
承
り
取
調
候
処
、
御
同
勢 

 
 

 
 

宿
々
御
逗
留
歟
、
亦
は
御
出
立
向
等
更
に
相
分
不
申
、
時
々
御 

 
 

 
 

模
様
為
相
知
承
り
候
廉
々
、
凡
御
し
ら
せ
申
上
候 

一 

小
田
原
宿
へ
は
昨
晦
日
、
大
村
様
御
同
勢
六
拾
七
人
程
当
宿 

 
 
 
 

御
泊
り
込
に
相
成
、
弾
薬
三
拾
六
棹
・
大
砲
壱
組
・
其
外
玉
箱 

 
 
 
 

并
籠
長
持
七
棹
・
荷
物
四
棹
・
両
掛
ケ
壱
荷
〆
省(

差)

当
、
凡 

 
 
 
 

人
足
百
弐
拾
人
余
、
当
宿
よ
り
畑
宿
迄
、
人
足
差
上
御
泊
込
に 

 
 
 
 

相
成
、
尤
着
の
上
、
上
下
御
通
行
、
自
余
厳
敷
御
取
調
有
之
候
事 

一 

日
光
様
、
今
以
御
逗
留
に
相
成
候
、
別
段
相
替
り
候
儀
無
御
座
候 

委
く
混
雑
致
、
御
通
し
可
被
下
候 

一 

薩
州
様
・
長
州
様
・
大
村
様
、
追
々
当
宿
へ
御
泊
り
に
相
成
候 

 
 
 
 

御
出
立
の
模
様
、
更
に
相
分
り
不
申
、
此
段
凡
為
念
申
上
候 

 
 
 
 

早
々
以
上 

右
の
通
り
、

西
宿
よ
り
申
来
候
間
、

此
段
写
を
以
為
御
知
ら 

(

御
知
ら
せ)

申
上
候
以
上 

  
 

三
月
朔
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
磯
宿 

問
屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

孫 
 

平 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
右
衛
門 

 

平
塚
宿 

 
 
 
 
 
 
 
 

田
中
孫
右
衛
門
様 

 
 
 
 
 
 
 
 

原
田
勝
右
衛
門
様 

 
 
 
 
 
 
 
 

平
田 

又
平
衛
様 

 

其
宿
々
御
掛
り
紺
屋
町
并
久
能
御
出
張
御
方
と
も
御
模
様 

早
々
御
通
達
被
下
候
、
沼
津
宿
に
て
は
追
々
御
知
ら
せ
御
座
候 

 
 
 
 

大
意
竹
挟
を
以
得
御
意
候
、
然
ば
此
度 

     
 

御
官
軍
御
継
賄
為
心
得
、
府
中
宿
の
儀
、
年
寄
本
陣
兼 
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平
左
衛
門
并
帳
付
重
立
候
も
の
、
先
日
中
よ
り
西
宿
迄
出
役
致 

 
 

 
 

右
、
平
左
衛
門
儀
今
朝
帰
宿
度
候
処
、
袋
井
よ
り
先
宿
々
在
々
の 

   
 
 
 

様
子
等
相
分
候
得
共
、
中
々
以
存
外
成
賄
の
由
に
御
座
候
、 

  
  

 
別
し
て
御
休
泊
宿
々
に
お
い
て
は
、
莫
大
の
手
数
相
掛
り
然
る 

  
  

 
処
、
右
の
御
先
方
御
道
中
掛
り
分
は
、
其
宿
々
御
受
持
掛
り 

 
 
 
 

大
名
衆
其
外
の
御
出
役
方
へ
、
都
て
懸
合
相
成
候
趣
御
座
候 

 
 
 
 

得
共
、
是
以
詰
り
宿
役
人
并
本
陣
の
手
を
放
候
訳
に
は 

 
 
 
 

相
成
不
申
、
且
弾
薬
・
長
持
五
拾
五
棹
へ
悉
、
車
に
て
は
受
け
置 

 
 
 
 

場
等
も
無
御
座
、
御
厳
重
被
仰
付
候
由
、
既
に
袋
井
宿
に
て
は 

 
 
 
 

右
置
場
・
新
規
建
物
も
致
候
趣
御
座
候
、
問
屋
場
并
東
西 

 
 
 
 

見
附
に
は
、
其
宿
掛
り
御
出
役
様
方
は
勿
論
御
固
め
被
成
、 

 
 
 
 

幕
を
張
有
之
由
、
且
御
取
賄
向
の
儀
は
、
迚
も
難
尽 

 
 
 
 

筆
紙
候
、
江
尻
宿
お
い
て
宿
役
人
并
本
陣
共
明
け
、 

 
 
 
 

丸
子
宿
迄
三
四
人
出
役
被
下
候
、
興
津
宿
よ
り
蒲
原
宿
迄
の 

  
 
 
 

儀
も
、
必
御
油
断
無
之
様
可
被
成
候
、
逸
々
御
心
得
に
相
成
候
儀 

 
 
 
 

等
申
入
度
候
得
共
、
実
々
書
取
兼
候
儀
に

御
座
候
、
御
察
し

可
被
成
候 

 
 
 

   

橋
本
様 

 
 
 
 

  

柳
原
様 

 
 
 
 

一 

有
栖
川
様
外
五
頭
様
へ
も
一
昨
夜
荒
井
御
泊
り
の
由
、
弥
々 

 
 

 
 

追
々
御
下
り
に
相
成
候 

 
 

 
 

御
両
卿
様
、
駿
府
御
逗
留
に
は
相
成
申
間
敷
と
奉
存
候 

一 

昨
日
駿
府
へ
御
入
込
に
相
成
候
、
御
同
勢
は
多
分
明
日
に
も
、 

 
 

 
 

御
逗
留
に
可
相
成
歟
、
今
日
必
御
出
立
に
は
不
相
成
趣
に
御
座
候 

 
 

 
 

先
は
、
右
の
趣
申
入
度
、
吉
原
よ
り
三
嶋
迄
の
儀
も
可
然
御
通
し 

 
 

 
 

可
被
下
以
上 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

辰
二
月
廿
七
日 

 
 
  

駿
府
出
役 

 
 
 
 
 

 

野
村
平
作 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江
尻
宿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蒲
原
宿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夫
よ
り 

三
嶋
宿
迄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
同
勤
中
様 

 
 

 

追
て
今
般
の
御
取
賄
の
向
は
、
本
文
申
上
候
通
り
に
付
、
次
宿
よ
り 

 
 

心
得
触
抔
を
便
り
に
被
成
候
得
は
、
差
向
手
違
等
出
来
可
申
哉
奉
存 

候
、
此
段
為
御
心
得
申
上
候
、
左
様
御
承
り
可
被
成
候 

前
書
の
通
、
申
越
候
間
、
御
通
達
致
候 

  
 
 
 
 

二
月
廿
九
日 

 
 

三
嶋
宿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問
屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
寄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

箱
根
宿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
問
屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
年
寄 

  
 
 

前
書
の
通
、
箱
根
宿
よ
り
宿
知
ら
せ
到
来
仕
候
間
差
送
り 

 
 
 

申
候
御
写
取
、
平
塚
宿
よ
り
先
宿
へ
御
継
立
可
被
下
候 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

小
田
原
宿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

浅
井 

吉
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

関
村
佐
五
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
磯
宿 

 

先
々 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
同
勤
中
様 

明
廿
八
日
駿
府
宿
着
に
御
座
候 

中
様 
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　2-15　官軍様東下　人数など一覧

部隊名 人 数 人 足 添人足馬 添 馬　引 馬 御手拂人足御手拂馬

薩州様 533

長州様 258

佐渡原様 114

大村様 115

320 320 75 12 400余

尾州様 1140

紀州様 425

332 85 2 150 15

備前様 450 3

肥後様 928 465 115 15 3

御勅使様 2 柳原様橋本様
藤堂様

吉田様
岡崎様
亀山様 1300

合　計 5265 1117 520 90 12 8 550余 15

人　数人　足添人足馬 添馬 引馬 御手拂人足御手拂馬 

     

(

二
）
達
書 

御
親
征
に
付
駅
々
官
軍
通
行
の
節 

 

官
軍
に
恭
順
し
た
米
倉
丹
後
守
が
藤
沢
宿
か
ら
神
奈
川
宿
ま
で
御
親
征

官
軍
の
警
衛
、
兵
食
、
人
馬
継
立
御
用
を
仰
せ
付
ら
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ

宿
々
に
協
力
を
指
示
す
る
旨
の
達
書
で
あ
る
。 

                     

46 



- 8 - 

 

 
釈
文 

 
 

達
書 

 
 
 

今
般 

御
親
征
に
付
、
駅
々
官
軍
通
行
の
節
藤
沢
宿
よ
り 

 
 
 

神
奈
川
宿
迄
御
警
衛
并
兵
食
御
賄
人
馬
継
立 

 
 
 

御
用
被
仰
付
旨
、
総
督
府
御
沙
汰
候
、
依
之
其
宿 

 
 
 

并
村
々
共
、
兵
粮
・
人
馬
其
外
無
差
支
差
出
し
可 

 
 
 

申
候
、
且
右
御
用
相
済
候
迄
、
村
々
人
足
拾
五
才
よ
り 

 
 
 

五
拾
才
迄
の
分
、
他
行
差
留
申
達
候
、
尤
宿
方
よ
り 

申
達
次
第
速
々
差
出
可
申
候
間
、
委
細
の
儀
は 

 
 
 

宿
役
人
共
へ
申
談
置
候
間
、
其
旨
可
被
相
心
得
候 
 

以
上 

 
 
 

 
 

慶
応
四
辰
年
三
月 

御
親
征
官
軍
人
馬 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

御
賄
御
用 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

米
倉
丹
後
守
内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

河
合 

 

脩
輔 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

堀
井
庄
左
衛
門 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

戸
塚
宿
并
定
代 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

加
助
郷
其
外
近
郷
村
々 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

役
人
中 

 
 
 

三
月
六
日
御
着 

薩
州
様
壱
番
隊 

 
 
 
 

 
  

 

篠
原
冬
一
郞
様(

組)
 
 
 
 

は
り
ま
や
市
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

廿
拾
四
人  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

下
人
弐
人 

 
 

  
 

〆
弐
拾
六
人 

御
同
人
様
弐
番
隊 

 
 
 
 
 
 
 

山
口
孝
八
郎
様
組 

 
 
 

松
沢
屋
亀
太
郎 

 
 
 
 
 
      

 

弐
拾
壱
人  

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
方
弐
人  

様 
     

〆
弐
拾
三
人 

 
 
 
 

御
同
人
様
三
番
隊 

 
 
 
 
 
 
 

吉
田
喜
蔵
様
組 

 
 
 
 

木
く
り
や
仲
五
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
九
人    

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

下(

人)

弐
人 

様 
 
 

〆
廿
一
人 

 
 
 
 

御
同
人
様
四
番
隊 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

若
松
重(

十)

左
衛
門
組 

 

金
澤
屋
源
右
衛
門 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
拾
壱
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

下(

人)

弐
人 

 
 
 
 

〆
弐
拾
三
人 

 
 
 
 

官
軍
諸
役
者 

 
 
 
 
 
 
  

千

田

伝

一

郎 
 

様 

 
 
 
 
 
 
 

有

馬

休

八 
 

様 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

藤
井
直
二(

次)

郎 

様 
 

 
 
 
 
 
 
 

隅
元
一(

四)

郞
右
衛
門 

様 

 
 
 
 
 
 
 

有

馬

意

運   

様 
 

 
 
 
 
 
 
 

付

足

軽

弐

人   

様 

 
 
 
 
 
 
 

下

人

六

人   

様      

〆
拾
三
人 

       

様 

様 
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(

三) 

差
上
申
御
請
書
之
事 

 
前
書
の
触
書
に
従
っ
て
御
用
の
お
受
け
す
る
こ
と
及
び
賄
な
ど
の
内
容

を
記
し
て
い
る
。 

        

 

釈
文 

今
般 

御
親
征
に
付
、
東
海
道
宿
々
の
内
、
当
藤
沢
宿
よ
り 

戸
塚
・
保
土
ヶ
谷
・
神
奈
川
四
ケ
宿
御
警
衛
人
馬
賄
立
并 

兵
食
御
用 

総
督
府
よ
り
、
当
家
へ
世
話
被
仰
候
間
、
諸
向 

ケ
条
左
の
通
り 

御
休
泊
御
賄
方
の
事 

 
 
 

 
 

但 

一 

昼
飯
壱
人
分 

銭
百
文 

白
米
弐
合
の
見
賦
御
沙
汰
の
事 

一 

泊
壱
人
分 

金
壱
朱
と
白
米
四
合
の
見
賦
御
沙
汰
の
事 

一 

御
膳
部
入
念
候
様
、
尤
宿
々
問
屋
見
競
候
上
、
可
申
付
事 

一 

金
穀
の
事 

 
 
 

 
 

但 

 
 

 
 

宿
助
郷
始
最
寄
村
々
物
持
共
よ
り
、
為
差
出
印
書
相
渡 

 
 

 
 

置
、
追
て
代
料
御
下
げ
次
第
、
引
替
可
申
に
付
、
兼
て
白 

 
 
 
 

米
用
意
致
置
、
何
村
誰
何
俵
と
申
、
員
数
前
以 

 
 
 
 

書
出
し
可
申
事 

一 

松
明
の
事 

 
 
 
 
 

但 

一 

是
は
、
近
郷
村
々
よ
り
高
割
を
以
可
差
出
候
事 

一 

臨
時
御
用
駕
籠
の
事 

 
 
 
 
 

但 

一 

東
海
道
筋
何
れ
の
宿
方
に
て
も
、
差
支
勝
に
有
之 

 
 
 
 

次
第
及
間
合
候
処
、
畢
竟
我
物
に
不
取
扱
よ
り
紛
失 

 
 
 
 

致
候
儀
故
、
此
度 

 
 
 
 

御
親
征
御
用
中
は
、
宿
助
郷
共
高
割
を
以
何
挺
も 

 
 
 
 

補
理
置
、
人
馬
操
出
し
高
に
応
じ
、
助
郷
よ
り
も
差
出
置
、 

     
 

御
用
駕
籠
不
用
に
て
外
荷
物
よ
り
多
分
入
込
分
は
、 

 
 
 
 

助
郷
惣
代
出
張
の
者
よ
り
、
切
手
引
替
に
相
預
り 

 
 
 
 

置
、
御
用
弁
専
一
の
事 

一 

人
馬
操
出
御
賄
立
の
事 

 
 
 
 
 

但 

 
 
 
 

是
は
、
宿
方
は
是
迄
御
定
の
通
、
人
馬
相
立
助
郷
は
定 

 
 
 
 

助
郷
と
唱
候
分
は
不
及
申
、
加
助
郷
に
至
迄
除
高
に 

      
 

不
拘
、
戸
塚
宿
よ
り
附
属
致
来
候
分
は
、
其
村
々
毎 

 
 
 
 

人
別
帳
に
有
之
候
男
子
の
分
、
村
役
人
を
引
除
、
十
五
才 

 
 
 
 

よ
り
五
拾
才
ま
で
名
前
并
年
齢
・
人
足
・
馬
等
不
洩 

 
 
 
 

落
書
出
置
、
御
用
の
節
は
、
戸
塚
宿
役
人
共
相
触 

 
 
 
 

次
第
、
無
滞
差
出
可
申
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
加
近(

郷
村)

合 

最
寄
村
々 

 

名
主 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

組
頭 

 
 

連
印 
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一 

御
改
革
高
百
石
に
付
、
金
壱
両
宛
、
明
六
日
伊
勢
屋 

 
 

 
 

清
左
衛
門
方
へ
持
参
の
事 

 
 

 
 

并
夜
着
・
布
団
・
員
数
取
調
申
出
の
事 

一 
右
同
断
、
金
弐
両
来
る
十
日
持
参
の
事 

一 
松
明
三
千
本
用
意
の
事 

一 

駕
籠
へ
遣
候
布
団
弐
百
枚
用
意
の
事 

                     

 

差
上
申
御
請
之
事 

慶
応
四
年 (

資
料
番
号 

触
書
・
回
章-

16)
 
 
 
 

 

こ
の
文
書
は
朝
廷
か
ら
の
通
達
、
脱
走
者
の
召
捕
り
、
こ
れ
ま
で
の
高
札

の
取
外
し
、
鰥
寡
・
孤
獨
・
多
子
・
病
難
の
者
の
処
遇
の
実
施
な
ど
を
、
宿

場
組
合
に
て
守
る
旨
の
内
容
の
請
書
で
あ
る
。 

 

（
一
）
差
上
申
御
請
書
之
事 

 

 

釈
文 

 
 
 

差
上
申
御
請
之
事 

 

一 

朝
廷
よ
り
御
触
達
の
趣
、
堅
相
守
可
申
事 

一 

脱
走
の
も
の
は
勿
論
、
官
軍
た
り
共
、
無
心
・
押 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

借
等
の
儀
申
出
候
も
の
有
之
候
は
ば
、
召
捕
可
申
事 

一 
是
迄
の
高
札
の
儀
は
、
何
月(

皆
以)

取
迦
し
、
村
役
人
へ 

  
 
 
 
 

預
り
置
申
候 
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一 

鰥
寡
孤
獨
・
多
子
・
病
難
の
類
・
極
貧
の
者 

 
 

 
 
 

の
儀
は
何
々
為
致
相
営
申
候
事 

一 

脱
走
体
の
も
の
潜
居
罷
在
候
は
ば
、
早
速
可
訴
出
事 

一 

人
別
帳
の
外
、
下
男
食
客
の
も
の
左
に 

 
 
 

一 
壱
人 

 

隣
村
何
村
よ
り
当
辰
二
月
よ
り
来
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

巳
の
二
月
迄
壱
季
相
雇
申
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名 

 
 
 

一 

壱
人 

 
 
 
 
 
 
 

同 

 
 
 

一 
 

同 
 

食
客
の
も
の 

有 

 
 
 

一 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 

無 

一  

売
人
た
り
共
、
出
所
不
分
明
の
者
止
宿
の
儀
、 

 
 

      

被
仰
渡
候
事 

一 

脱
走
賊
の
類
、
多
勢
群
来
り
制
止
難
出
来 

 
 

 
 
 

節
は
、
其
所
の
名
主
よ
り
直
に
、
注
進
可
及
候
の
事 

一 

関
東
取
締
方
付
属
御
廻
村
の
事 

右
の
条
々
、
今
般
被
仰
渡
承
知
奉
畏
候
、
万
一 

脱
走
の
類
、
立
廻
申
候
節
は
、
急
速
御
注
進 

 
 
 
 
 

可
奉
申
上
候 

以
上 

  
 

 
 
 

慶
応
四
年
辰
年
七
月
日 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

相
模
国
鎌
倉
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

戸
塚
宿
組
合 

同
州
同
郡
何
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

名
主 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

組
頭 

 

                         

鰥寡孤獨(カンカコドク) 

   鰥：老いて妻のいない夫 

   寡：老いて夫のいない妻 

   孤：みなしご 

   獨：子のない老人 

  身寄りがなく寂しく暮す独り者、またはその寂しいさま 

                出典 「孟子」 梁恵王  

 

   国家法制の始まりとなる平安期の律令において「鰥寡、孤独、

貧窮、労疾」に対し要援護、要救済の対象と規定している。 

 

明治維新政府は慶応四年三月十五日、太政官布告による「五榜

の掲示」で「鰥寡孤独廃疾ノモノヲ憐ムベキ事」が出されている。 

新政府の支配下にある地域の高札場に掲示された。 

鰥寡孤独の者に対する憐みの推奨は江戸幕府の統制をそのま

ま踏襲したものであるが、明治新政府も改めてその旨を諸藩に示

した。 
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御
触
書(

断
簡) 

慶
応
四
年
十
月 (

資
料
番
号 

触
書
・
回
章-

20
） 

こ
の
資
料
は
幕
府
内
に
お
け
る
第
二
次
征
長
後
の
長
州
藩
の
処
置
、
兵

庫
開
港
に
つ
い
て
の
触
書
、
私
的
な
書
状
部
分(

判
読
不
可
部
分
が
多
い)

、

新
帝
即
位
と
改
元
の
触
書
部
分
、
な
ど
の
集
成
で
あ
る
。 

         

 (

一
）
長
防
の
儀 

釈
文 

六
月
二
日 

河
内
守
殿
御
渡 

大
目
付 

御
目
付
へ 

 
 
 

長
防
御
処
置
の
義
に
付
、
別
紙
の
通
り 

御
所
被
仰
出
候
、
尤
御
処
置
の
品
は
、
猶
改
て
、
可
被 

仰
出
候
得
共
、
先
、
此
段
相
達
候 

右
の
趣
、
去
月
廿
五
日
於
京
地
被
仰
出
候
間
、
万
石
以
上
以
下
の 

面
々
へ
、
不
洩
様
可
被
達
候 

 

(

二) 

長
防
の
儀 

触
書
本
状 

釈
文 

六
月 

河
内
守
殿
御
渡 

大
目
付 

御
目
付
へ 

 
 
 

長
防
の
義
、
昨
年
上
京
の
諸
藩
、
当
年
上
京
の
四
藩 

等
、
各
寛
太
の
処
置
可
有
御
沙
汰
旨
言
上
、
於
大
樹 

寛
大
の
処
置
言
上
有
之
候 

 
 
 

朝
延
同
様
被
思
食
候
間
、
早
々
寛
大
の
処
置 

可
取
計
事 
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(
三) 

兵
庫
開
港
の
儀 

釈
文 

兵
庫
開
港
の
儀
に
付
、
別
紙
の
通
、
御
所
よ
り
被
仰
出
候
旨 

京
地
よ
り
申
越
候
間
、
此
段
万
石
以
上
以
下
の
面
々
へ
可
被
達
候
事 

 
 

別
紙 

兵
庫
港
の
事
、
元
来
不
容
易
、
殊
に 

先
帝
被
為
止
置
候
得
共
、
大
樹
、
無
余
儀
時
勢
言
上
、 

且
諸
藩
建
白
の
趣
も
有
之
、
当
節
上
京
の
四
藩 

も
同
様
申
上
候
間
、
誠
に
不
被
為
止
事 

 

（
四
）
新
帝
即
位
と
改
元
の
定 

 

        

釈
文 

今
般 

 
 
 

御
即
位
大
礼
被
為
済
、
先
例
の
通
、
被 

改
年
号
候
、
就
て
は
是
迄
吉
凶
の
象
兆 

随
ひ
、
屡
、
改
号
有
之
候
得
共
、
自
今
御
一
代 

一
号
に
被
定
候
、
依
之
改
慶
応
四
年 

可(

為)

明
治
元
年
旨
、
被 

仰
出
候
事 

 
 
 
 
 
 

九
月 

 

右
の
通
、
御
書
付
出
候
条
、
得
其
意
、
此
廻
状 

 
 
 

村
名
下
へ
名
主(

令)

請
印
、
以
刻
付
早
々
順
達 

 
 
 

留
り
村
よ
り
可
相
返
候 

以
上 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江
川
太
郎
左
衛
門 

 
 
 
 
 

辰 
 
 
 
 
 
 
 
 

役
所 

印 
 

 
 
 
 
 
 

九
月
廿
四
日 

              

践祚と即位 

践祚：先帝の死去あるいは譲位の直後に

皇嗣が天皇の位を継ぐ儀式。  

皇室行事。 

即位：天皇践祚の後、即位の大礼を行い 

   天下に布告する儀式。国家行事。 

   現行皇室典範では即位に統一。 

           出典「広辞苑」 

 

  慶応から明治への経緯 

慶応２年 12 月 25 日  孝明天皇崩御 

慶応３年 １月 ９日    睦仁親王践祚  

第 122 代天皇  

慶応４年 ８月 27 日  睦仁親王即位           

明治天皇 

明治元年(慶応４年)９月８日 改元の詔、 

慶応４年を元日に遡って明治元年とする。 

一世一元の勅発布。 
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乍
恐
以
書
付
奉
懇
願
候 

明
治
九
年
七
月  

(

資
料
番
号 

新
道
開
拓
関
係-

2)- 
こ
の
文
書
は
開
国
に
伴
い
鍛
冶
ヶ
谷
村
か
ら
上
大
岡
・
横
浜
方
面
へ
の

交
流
が
盛
ん
な
り
、
従
来
の
鎌
倉
道
経
由
の
相
武
国
境
を
通
行
す
る
の
は

難
渋
す
る
の
で
、
新
し
い
道
路
の
開
拓
改
修
を
願
い
出
る
文
書
で
あ
る
。 

（
一
）
新
道
開
拓
願
書 

               

書
下
し
文 

 
 
 

乍
恐
以
書
面
奉
懇
願
候 

 
 

近
来
皇
政
新
ニ
開
化
ノ
御
盛
運
ニ
当
リ
従
来
ノ
宿
弊
ヲ
一
洗
シ
給
ヒ 

蒼
生
安
堵
ス
ル
ヿ
益
盛
リ
茲
ニ
又
地
租
御
改
正
之
要
タ
ル
ヤ 

専
ラ
公
平
ヲ
万
姓
ニ 

施
シ
田
園
ノ
廣
狭
地
位
不
適
当
ノ
収
額
等
悉
皆
洗
除
シ
民
ニ
勞
逸
ノ
変 

ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
ト
ノ
御
仁
恵
実
ニ
奉
感
戴
候
蓋
シ
使
用
ヲ
専
務
ト
シ
萬 

機
ヲ
掌
ラ
セ
給
フ
ノ
御
盛
代
ニ
当
リ
庶
民
開
眉
ノ
折
柄
予
此
度
出
願
ノ
思
ヲ 

發
シ
是
鎌
倉
往
来
ニ
シ
テ
武
相
の
國
境
ヲ
経
ル
山
道
は
撿(

嶮)

岨
ニ
シ
テ
雨
中 

人
馬
ヲ
通
ス
ル
ヿ
能
ハ
ス
又
於
茲
年
ヲ
経
ル
ヿ
僅
シ
テ
變
死
ノ
憂
ヲ
見
ル
ヿ 

婁
々
也
予
七
十
有
余
ニ
シ
テ
何
ソ
積
善
ノ
志
ヲ
立
ン
ヿ
ヲ
願
ニ 

其
近
傍
ニ
居
シ
テ
之
ヲ 

傍
観
㘴
視
ス
ル
ニ
忍
ヒ
ス
然
リ
累
年
ノ
心
慮
ニ
シ
テ
新
ラ
タ
ニ
街
道
ヲ
開
キ
人
馬 

往
来
ノ
救
助
セ
ン
ヿ
ヲ
願
フ
ニ
其
地
同
縣
下
第
貮
大
區
五
小
區
日
野
村
之
配
所 

ニ
シ
テ
之
ヲ
自
由
ニ
開
拓
ス
ル
ヲ
得
ス
虽(

雖)

然
予
積
年
ノ
心
慮
ヲ
損
ス
ル
ヲ
悲 

然
ル
開
化
ノ
御
盛
代
ニ
当
リ
奮
発
止
ヲ
得
ス
今
般
日
野
村
ヘ
示
談
及
候
処
夫
々
配 

慮
ヲ
得
ル
ニ
固
ヨ
リ
農
民
作
地
ヲ
減
ス
ル
ハ
生
身
ヲ
断
セ
ラ
ル
ゝ
カ
如
ク 

嫌
フ
ハ
平
素
ニ 

候
處
開
墾
地
ニ
臨
ン
テ
大
道
ヲ
作
ル
ヲ
先
々
ス
ル
カ
如
シ
方
今
外
交
モ 

盛
ネ
レ
ハ
偏
邑
ノ
諸
品
運
輸
ノ
便
ヲ
ナ
ス
ハ
國
益
ノ
一
助
𪜈
ナ
ラ
ン
ト 之

ヲ
賞
シ 

テ
其
筋
地
方
ニ
關
ス
ル
モ
ノ
一
名
ト
シ
テ
無
漏
脱
示
談
行
届
依
之 

場
所
ニ
望
ミ
築
造
の 

目
算
ス
ル
ニ
従
前
作
地
ノ
往
来
ヲ
元
ト
シ
テ
之
ヲ
切
廣
ケ
新
ラ
タ
に 

潰
地
聊
何
畝
分
ヲ
通
ス 

因
テ
双
方
内
得
之
上
戸
長
江
申
出
候
処
乍
尤
其
義
一
存
ノ
承
諾
ニ
モ
相
成
兼 

臨
時
ノ
議
會
ヲ
催
シ
其
左
右
ヲ
可
决
答
ト
ノ
後
集
評
ノ
畢
竟
夫
々
關 

係
ノ
衆
人
苦
情
無
之
於
ハ
聊
防
ケ
無
之
趣
因
茲
示
談
確
定
ス
其
後 

宮
ケ
谷
根
ゟ
其
子
細
ヲ
不
論
無
筋
ニ
不
服
之
も
の
有
之
ト
申
示
談
証
各 

調
印
ノ
上
障
害
ノ
為
メ
上
言
ス
ル
ヲ
得
ス
日
夜
苦
心
焦
思
ヲ
以
如
此
ナ
ル
ハ 

実
ニ
九
腸
寸
断
ノ
至
也
ヨ
ッ
テ
老
父
ガ
切
迫
ノ
至
リ
堪
ス
仰
冀
此
章
ヲ
以 

御
採
用
之
程
奉
願
上
候 
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第
拾
六
大
區
十
一
ノ
小
區 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
州
鎌
倉
郡
鍛
冶
ヶ
谷
邑 

 
 

九
年
第
七
月 

 
 
 
 
 
 
 

柳
下 

勝
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
岩
井
六
郎
兵
衛 

 
 
 

神
奈
川
縣
権
令 

 

 
辰
割
付 

明
治
元
年
十
月 (

資
料
番
号 

年
貢
割
付
状-

66) 

明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
年
貢
割
付
で
あ
る
。
発
行
者
は
新
政
府
韮
山
県

で
受
取
人
は
鍛
冶
ヶ
谷
村
の
名
主
、
組
頭
、
惣
百
姓
で
あ
り
、
幕
府
時
代

と
同
じ
く
村
単
位
で
あ
る
。
石
高
は
じ
め
内
訳
は
以
前
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
。 （

一
）
辰
御
年
貢
可
納
割
付
之
事 

              

 

釈
文 

当
年
定
免 

一 
高
三
百
九
拾
六
石
九
斗
壱
升
九
合 

内
高
壱
斗
弐
升
四
合 

 

山
高
小
物
成 

此
反
別
三
拾
九
町
六
反
廿
七
歩 

 
 
 

此
訳 

七曲道祖供養塔・道標 七 曲 鎌 倉 新 道 記 念 碑 
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田
高
弐
百
三
拾
九
石
九
斗
弐
升
壱
合 

 

 

此
反
別
拾
八
町
五
反
八
畝
三
歩 

 
 

此
取
米
七
拾
五
石
三
斗
弐
升
五
合 

 

去
卯
同 

畑
高
百
五
拾
六
石
九
斗
九
升
八
合 

 
 
 
 
 
 

内
高
壱
斗
弐
升
四
合 

 
 

山
高
小
物
成 

 

此
反
別
貳
拾
壱
町
弐
畝
廿
四
歩 

 
 

内
高
五
升 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連
々
引 

 
 
 

此
反
別
壱
畝
歩 

 

残
高
百
五
拾
六
石
九
斗
四
升
八
合 

 
 
 
 

 
 

此
反
別
貳
拾
壱
町
壱
畝
廿
四
歩 

 
 
 
 
 

 

此
取
米
四
石
貳
斗
八
升
壱
合 

 
 
 
 

去
卯
同 

 
 
 
 
 
 

永
拾
八
貫
百
八
拾
壱
文
八
分 

 
 

去
卯
同 

 
 
 
 

 

内
訳 

 
 
 

高
百
拾
弐
石
六
斗
五
升
五
合 

 
 
 
 
 

拾
五 

 
 
 
 

上
田
七
町
五
反
壱
畝
壱
歩 
 

反
米
四
斗
四
升
四
合
壱
勺
六
才 

 

高
七
拾
壱
石
七
斗
五
升
六
合 

 
 
 
 
 

拾
三 

 

 
 
 
 

中
田
五
町
五
反
壱
畝
廿
九
歩 

 
 
 

反
米
四
斗
五
合 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

高
五
拾
石
三
斗
五
升 

 
 
 
 
 
 
 
 

拾 

 
 
 
 

下
田
五
町
三
畝
拾
五
歩 

 
 
 
 
 

反
米
三
斗
六
升
五
合 

  
 
 

高
五
石
壱
斗
六
升 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

拾 

 
 
 
 

下
々
田
五
反
壱
畝
拾
八
歩 

 

反
米
弐
斗
三
升
六
合
八
勺
弐
才 

 

 
 
 

高
九
石
五
斗
七
升 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

拾
五 

 
 
 
 

上
田
畑
成
六
反
三
畝
廿
四
歩 

 
 
 

反
米
弐
斗
四
升
弐
合 

  
 
 

高
拾
石
弐
斗
四
升
八
合 

 
 
 
 
 
 
 

拾
三 

 
 
 
 

中
田
畑
成
七
反
八
畝
廿
五
歩 

 
 
 

反
米
弐
斗
壱
升
九
合 

  
 
 

高
五
石
五
升
三
合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

拾 

 
 
 
 

下
田
畑
成
五
反
拾
六
歩 

 
 
 
 
 

反
米
弐
斗 

  
 
 

高
四
拾
弐
石
四
斗
三
合 

 
 
 
 
 
 
 

拾 

 
 
 
 

上
畑
四
町
弐
反
四
畝
壱
歩 

 
 
 
 

反
永
百
五
拾
四
文
四
分 

  
 
 

高
弐
拾
八
石
九
斗
五
升 

 
 
 
 
 
 
 

八
〇
一
三 

 
 
 
 

中
畑
三
町
六
反
壱
畝
九
歩 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

内 

三
町
三
反
九
畝
廿
七
歩 

反
永
百
弐
拾
文
九
分 

 
 
 
 
 
 
 

弐
反
壱
畝
拾
弐
歩 

 
 

山
畑
取
下 

反
永
拾
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

高
五
拾
壱
石
七
斗
八
升 

 
 
 
 
 
 
 

五 

 
 
 
 

下
畑
拾
町
三
反
五
畝
拾
八
歩 

 
 
 
 
 

内
高
五
升 

壱
畝
歩 

 
 
 
 
 

山
崩
引 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

高
五
拾
壱
石
七
斗
三
升 

 
 
 
 

残
拾
町
三
反
四
畝
拾
八
歩 

 
 
 
 
 

内
七
町
六
反
弐
畝
廿
三
歩 

 

反
永
七
拾
四
文
八
分 

 
 
 
 
 
 

弐
町
七
反
壱
畝
廿
五
歩 

 

山
畑
取
下 

反
永
拾
七
文
九
分 

  
 
 

高
八
石
八
斗
七
升 
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屋
敷
八
反
八
畝
廿
壱
歩 

 
 
 
 
 
 

拾 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

反
永
百
四
拾
七
文
九
分 

  
 
 

取
合 

米
七
拾
九
石
六
斗
六
合 

 
 
 
 
 
 

内
田
米
七
拾
五
石
三
斗
弐
升
五
合 

 
 
 
 
 
 
 

畑
米
四
石
弐
斗
八
升
壱
合 

 
 
 
 
 
 

永
拾
八
貫
百
八
拾
壱
文
八
分 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

外 

 
 
 

一
永
壱
貫
四
百
拾
弐
文 

 
 
 
 
 
 
 
 

山 

年 

貢 

 
 
 
 
 

此
反
別 

拾
四
町
四
反
九
畝
廿
四
歩 

 
 
 

一
永
六
百
弐
拾
八
文
七
分 

 
 
 
 
 
 
 

小 

物 

成 

 
 
 

一
永
七
百
五
拾
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質
屋
冥
加
永 

一
米
弐
斗
三
升
八
合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
伝
馬
宿
入
用 

 
 
 
 

掛
高
弐
百
四
拾
八
石
九
斗
壱
升
九
合 

 
 
 
 

外
高
百
四
拾
八
石 

 

助
郷
高
免
除 

  
 

 

一
永
六
百
弐
拾
弐
文
三
分 

 
 
 
 
 

御
蔵
米
入
用 

 
 
 

 

掛
高
外
高 

右
同
断 

 
 

 

一
米
四
斗
九
升
八
合 

 
 
 
 
 
 
 

六
尺
給
米 

  
 

 

納
合 

米
八
拾
石
三
斗
四
升
貳
合 

 
 
 
 
 

永
弐
拾
壱
貫
五
百
九
拾
四
文
八
分 

 

 

右
は
、
当
辰
壱
ケ
年
定
免
御
取
箇
其
外 

書
面
の
通
候
条
、
村
中
大
小
の
百
姓
入
作
の 

も
の
迄
不
残
立
会
、
無
高
下
割
合
之
、 

来
る
極
月
十
日
限
、
急
度
可
在
皆
済 

も
の
也 

  

明
治
元
辰
年
十
月 

 
 

韮
山
県 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
頭 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

惣
百
姓 

                  

韮山県の概要 

慶応 4年(1868)6月 29日 - 伊豆国田方郡に

あった韮山代官所に韮山県を設置。従来の代官所

の管轄下にあった幕府領 ( 幕府領は伊豆国、相模

国、駿河国、武蔵国などに存在した。) に加え、旗

本領の一部、さらに小田原藩領・沼津藩領・荻野

山中藩領の一部も加え管轄した。知事は前韮山代

官江川英武。 

但し、管轄地域となった相模国東部と駿河国の

支配は明治２年までに順次、神奈川県、静岡県に

移管された。 

当鍛冶ヶ谷村の属する相模国鎌倉郡は明治元年

12 月に神奈川県に移管された。本文書から鍛冶

ヶ谷村は明治元年 10 月時点では、まだ、韮山県

の管轄下にあったことが判る。 

明治 4年(1871)11 月 14日 - 第 1次府県統

合により相模国西部と伊豆国内の 3 県（韮山県、

小田原県、荻野山中県）が合併して足柄県となり、 

韮山県は廃止となった。出典「韮山町史 六巻,七巻」 
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明
細
書
上
帳 

嘉
永
七
寅
年
八
月 (

資
料
番
号 

村
政
・
村
況-

77
） 

こ
の
明
細
書
上
帳
は
鍛
冶
ヶ
谷
村
の
領
主
が
川
越
藩
か
ら
熊
本
藩
に
替

わ
っ
た
際
に
、
熊
本
藩
へ
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
村
高
、
村
の
大
き
さ
、

家
数
、
人
数
、
農
間
稼
、
四
季
打
鉄
砲
な
ど
村
の
様
子
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

（
一
）
明
細
書
上
帳 

             

釈
文 

嘉
永
七
寅
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

明
細
書
上
帳 

 
 

 
  

 
 

八
月 
 
 

鎌
倉
郡
鍛
冶
ヶ
谷
村 

 

 

一 

高
三
百
九
拾
六
石
九
斗
壱
升
九
合 

相
州
鎌
倉
郡
鍛
冶
ヶ
谷
村 

江
戸
迄
道
法 

十
二
里 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
津
御
陣
屋
迄
道
法 

七
里 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

方
角
巳
午
の
方 

 
 
 
 

内 

壱
斗
弐
升
四
合 

山
高
小
物
成 

 

此
反
別 

三
拾
九
町
六
反
廿
七
歩 

内 

弐
拾
町
五
反
壱
畝
八
歩 

田
方 

 
 

拾
九
町
九
畝
拾
九
歩 

 

畑
方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
壱
畝
歩 

 
 

諸
引 

 
 
 

残
三
拾
九
町
五
反
九
畝
廿
七
歩 

 

此
訳 

 
 
 
 

 

上
田 

八
町
壱
反
四
畝
廿
五
歩 

 
 

盛
十
五 

内 

六
反
三
畝
廿
四
歩 

畑
成
取
下 

反
弐
斗
四
升
弐
合 

残
七
町
五
反
壱
畝
壱
歩 

   

反
米
四
斗
四
升
四
合
壱
勺
六
才
余 

中
田 

六
町
三
反
廿
四
歩 

 
 
 
 

盛
十
三 

 
 
 
 
 

内 

七
反
八
畝
廿
五
歩 

畑
成
取
下 

反
弐
斗
壱
升
九
合 

 
    

 

残
五
町
五
反
四
畝
廿
九
歩 

 

反
米
四
斗
五
合 

下
田 

 

五
町
五
反
四
畝
壱
歩 

 
 
 

盛
十 

 
 
 
   

内 

五
反
拾
六
歩     

畑
成
取
下 

反
弐
斗 

 
    

 

残
五
町
三
畝
拾
五
歩      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

反
米
三
斗
六
升
五
合 

下
々
田 

五
反
壱
畝
拾
八
歩 

 
 
 

盛
十 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

反
米
弐
斗
六
升
六
合
八
勺
弐
才 

上
畑 

四
町
弐
反
四
畝
壱
歩 

 
 
 

盛
十 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

永
百
五
十
四
文
四
分 

中
畑 

三
町
六
反
壱
畝
九
歩 

 
 
 

盛
八
〇
一
三 

内 

弐
反
壱
畝
拾
弐
歩 

山
畑
取
下 

反
に
十
文 

(

残)
三
町
三
反
九
畝
二
十
七
歩 

 
 
 
 

反
に
百
廿
文
九
分 

 
 

57 



- 19 - 

 

下
畑 

拾
町
三
反
五
畝
拾
八
歩 

 
 
 

盛
五 

 
 

   
 

内 

壱
畝
歩 

 
 
    

 
 
 

 

荒
地
山
崩
引 

 
 
     

  

弐
町
七
反
壱
畝
廿
五
歩 

山
畑
取
下 

反
拾
七
文
九
分 

(

残)

七
町
六
反
弐
畝
廿
三
歩 

 
 

反
に
七
十
四
文
八
分 

屋
敷 
八
反
八
畝
廿
壱
歩 

 
 
 
 
 

反
に
百
四
十
七
文
九
分 

 
 
 

 
 

取
永 

壱
貫
二
百
十
一
文
八
分
七
厘 

取
合 

米 

八
拾
壱
石
弐
斗
九
升
四
合 

 
 

 
 
 
 
 
 

内 

壱
石
七
斗
三
升
三
合
去
る
未
よ
り
増
米 

 
 
 

 

永 

拾
八
貫
百
拾
壱
文
八
分 

  
 
 

 

外 

永 

壱
貫
四
百
拾
弐
文 

 
 
 
 
 
 
 

山
年
貢 

 
 
 

此
反
別 

拾
四
町
四
反
九
畝
廿 

永 

六
百
廿
八
文
七
分 

 
 
 
 
 
 
 

小
物
成 

 
  

 

小
以 

永
弐
貫
四
拾
文
七
分 

納
合 

米  

八
拾
壱
石
弐
斗
九
升
四
合 

 
 
 

永 

弐
拾
貫
弐
百
弐
拾
弐
文
五
分 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

一 

御
検
地 

延
宝
六
年
午
七
月 

成
瀬
五
左
衛
門
様
御
縄
入
御
座
候 

一 

散
在
野 

 
 
 
 

無
御
座
候 

 
 

一 

御
林
野 

 
 
 
 

無
御
座
候 

一 

桑
漆 

 
 
 
 
 

無
御
座
候 

一 

蚕 
 
 
 
 
 
 
 
 

無
御
座
候 

一 

紙
漉 

 
 
 
 
 

無
御
座
候 

一 

御
百
姓
薪 

 
 
 

持
分
の
持
山
に
て
取
申
候 

一 

海
岸
迄
道
法   

 

南 

坂
之
下
・
材
木
座
村
迄 

二
里
半 

 

北 

森
村
・
中
原
村
・
杉
田
村
迄 

何
れ
も
二
里
余 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

東 

金
沢 

三
里 

一 

用
水
溜
堰 

無
御
座
候 

一 

田
方
を
養
候
用
水
懸
り
無
之
、
天
水
斗
に
て
御
座
候 

一 

里
□
場
等
□
□ 

一 

百
姓
持
山
に
竹
薮
と
申
候
は
無
御
座
、
雑
木
立
の
中
に
少
々
竹
相
見

へ
申
候 

一 

杉  

壱
町
三
反
歩
余 

 

但
し
、
文
政
・
天
保
頃
よ
り
追
々
植
付
候
間
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

杉
松
共
、
何
れ
も
小
間
木
同
様
、 

一 

松 

壱
町
八
反
歩
余    

 
 

 

小
木
に
御
座
候 

残
町
歩
の
儀
は
、
何
れ
も
雑
木
山
に
御
座
候 

一 

新
田
地 

無
御
座
候 

 

一 

悪
水
堀 

弐
ヶ
所 

川
間
橋 

 

長
弐
間   

巾
四
尺 

白
ま
ゝ
橋 

長
壱
間
半 (

巾)

四
尺 

但
し
板
橋 

一 

小
川
壱
筋
、
川
名
無
御
座
候 

清
田
橋 

長
さ
弐
間 

巾
四
尺 

 

駒
形
橋 

長
さ
弐
間 

巾
四
尺 

但
し
板
橋
に
御
座
候 

 
 

右
川
上
、

上
之
村
よ
り
流
出
、
川
下
柚(

㹨)

川
筋
桂
村
地
内
に
落
合
申

候 一 

新
田
地 

 

無
御
座
候 

一 

橋
四
ヶ
所 

此
訳 

駒
形
橋 

長
さ
弐
間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後
田
橋 

長
さ
弐
間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
間
橋 

長
さ
弐
間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

白
ま
々
橋 

長
さ
九
尺 

何
れ
も
板
橋
御
座
候 

 

一 

木
挽
壱
人 

 
 
 
 
 
 
 
 

源
左
衛
門 
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一 

其
外
諸
職
人 

無
御
座
候 

一 

四
季
打
御
拝
借
御
鉄
砲 

弐
挺 

玉
目
三
匁
五
分
筒 

 

預
主 

七
郎
左
衛
門 

 

源
左
衛
門 

一 

弐
季
打
御
拝
借
御
鉄
砲 

壱
挺 

玉
目
三
匁
五
分
筒 預

主 

七
郎
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 

右
、
弐
季
打
御
鉄
砲
の
儀
は
、
去
丑
年
七
月
晦
日
、
川
越
様
御
役
所 

被
仰
付
候 

 

一 

切
支
丹
親
族
の
者 

 
 

無
御
座
候 

一 

酒
造 

 
 
 
 
 
 
 

無
御
座
候 

一 

郷
蔵 

 
 
 
 
 
 
 

無
御
座
候 

一 

御
水
帳
の
儀
は
、
当
村
名
主
役
の
者
、
預
り
置
申
候 

一 

御
高
札
場 

壱
ヶ
所 

 

鉄
炮
御
札 

        

壱
枚 

切
支
丹
御
札 

      

壱
枚 

と
た
ふ(

徒
党)

御
札 
壱
枚 

一 

当
村
土
性 

 
 
 
 

砂
地 

黒
野
土
地 

南
向
の
村
方
御
座
候 

一 

稲
毛
折
々
取
替
候
へ
共
、
此
節
、
多
取
扱
候 

一
権
け
ん
と
う(

権
現
堂) 

一
赤
う
る
ち 

 

一
対
州 

 
 

        

一
伊
勢
黒 

 
 
 
 

 
 
 

一
加
賀 

 
 
 

       

一
伊
豆
餅 

 
 

一 

田
方
種
入 

凡
壱
反
に
付
、
五
升
よ
り
六
升
位 

 
 
 
 
 

  

但
し
、
三
月
節
に
入
、
無
間
水
入
、
八
十
八
夜
三
日
前
、 

苗
間
蒔
入
、
三
十
日
よ
り
植
始
め
、
五
月
中
前
に
、 

不
残
植
付
申
候 

一 

畑
方
種
毛  

冬  

大
麦 

壱
反
に
壱
斗
、 

小
麦
同
五
升
位 

  

夏  

粟 

六
合
位
、 

稗 

五
合
位
、 

  

木
綿 

壱
斗
位
、
大
豆 

五
升
、 

小
豆 

弐
升
五
合 

一 

御
公
儀
様
よ
り
、
大
筒
為
用
五
ヶ
年
に
壱
度
づ
つ
、
東
海
道
藤
沢
宿
在
、

鵠
沼
村
へ
御
越
被
遊
候
節
、
御
用
人
足
勤
来
候
処
、
松
平
肥
後
守
様 

相
州
三
浦
郡
観
音
崎
御
台
場
御
備
に
就
て
は
、
諸
御
用
人
足
、 

多
分
相
勤
候
に
付
、
去
天
保
二
卯
年
よ
り
御
免
に
相
成
申
候 

一 

御
伝
馬
の
儀
、
東
海
道
戸
塚
宿
定
助
郷
に
御
座
候
処
、
村
方
困
窮 

難
渋
の
段
、
道
中
御
奉
行
稲
葉
下
野
守
様
・
水
野
対
馬
守
様 

 

御
願
申
上
候
処
、
去
延
享
元
子
年
十
月
中
、
村
柄
御
見
分
の
上
、 

村
高
の
内
、
百
石
御
免
除
被
仰
付
候 

一 

残
高
弐
百
九
拾
六
石
、
戸
塚
宿
定
助
郷
相
勤
来
居
り
候
処
、 

松
平
織
丸
様
御
備
場
御
持
の
節
、
諸
御
用
相
勤
候
に
付
、 

去
嘉
永
四
亥
年
正
月
よ
り
、
十
ヶ
年
の
間
、
免
除
被
仰
付
候 

一 

男
女
農
間
稼 

男  

縄
、
槙(

薪)

切
仕
候
、 

女  

糸
機
仕
候 

一 

田
畑
質
物    

十
ヶ
年
限
り
に
御
座
候 

一 

当
村
よ
り 

東
の
方  

中
之
村 

 

南 
 

桂
村
・
公
田
村 

 
 
 
 
 
 
 

西
の
方  

小
菅
ヶ
谷
村 

北
の
方 

上
野
庭
村 

一 

家
数
三
拾
六
軒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

内 

寺
壱
軒
、
堂
は
弐
軒 

 
 
 
 
 
 

〆 

人
数
合 

百
八
拾
三
人 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

内 

男 

八
拾
六
人 

                       

内 

五
拾
六
人 

十
五
才
以
上
、
六
十
才
以
下 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女 

九
拾
六
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

内 

僧 

壱
人 

 

一 

馬 
 
 

四
疋 

一 

牛 
 
 

無
御
座
候 

59 



- 21 - 

 

一 

御
除
地 

畑 

壱
反
六
畝
歩 

本
寺
鎌
倉
郡
玉
縄
村(

渡
内
村)

天
嶽
院
末 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

曹
洞
宗
正
翁
寺
中 

一 
御
除
地 

畑 

弐
畝
廿
六
歩 

 
 
 
 
 

正
翁
寺
支
配 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

観
音
堂
屋
敷 

一 

御
除
地 
畑 

拾
弐
歩 

 
 
 
 
 
 

 

同
寺
支
配 

地
蔵
堂
屋
敷 

一 

御
除
地 

畑 
弐
拾
四
歩 

 
 
 
 
 
 

同
寺
支
配 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

薬
師
堂
屋
敷 

一 

御
除
地 

畑 

拾
弐
歩 

 
 
 
 

 

村
持 

八
幡
社
中 

一 

御
除
地 

畑 

拾
弐
歩 

 
 
 
 
 

同 
 

権
現
社
中 

一 
 
 

御
見
捨
地 

 
 
 
 
    

 

同 
 

神
明
社
中 

一 
 
 

御
見
捨
地 

 
 
 
 
 
    

同 
 

社
軍
神
中 

一 
 
 

御
見
捨
地 

 
 
 
 
 
    

同 
 

天
王
森
社
中 

一 
 
 

御
見
捨
地 

 
 
 
 
 
    

同 
 
子
之
神
社
中 

 

右
の
通
、
明
細
奉
書
上
候
処
、
相
違
無
御
座
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村 

 

嘉
永
七
寅
年
八
月 

 
 
 
 
 
 

百
姓
代 

儀
兵
衛 

年
寄 

 

源
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

 

勝
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
岩
井
六
郎
兵
衛 

細
川
様
よ
り
、
明
細
帳
差
出
候
様
被
仰
付
候
に
付
、 

差
出
候
控
に
有
之
候 

  
 
 
 

註 

森
村: 

森
雑
色
村
・
森
公
田
村
、
中
原
村
：
森
中
原
村  

 

松
平
織
丸 

上
州
吉
井
一
万
石 

(

紀
州
分
家
） 
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慶 

御
用
留 

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
辰
正
月
吉
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
資
料
番
号 

御
用
留-

32
） 

慶
応
四
年
一
月
三
日
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
（
戊
辰
戦
争
）
が
起
こ
り
、

新
政
府
軍
と
旧
幕
府
勢
力
と
の
戦
乱
は
全
国
に
及
ん
だ
。
農
村
部
で
は
、

戦
乱
の
影
響
で
物
資
不
足
や
治
安
悪
化
が
生
じ
る
一
方
、
旧
体
制
の
崩
壊

に
よ
り
農
民
の
生
活
や
土
地
所
有
に
関
す
る
変
革
が
始
ま
っ
た
。 

   
 

                

（
一
） 

宗
門
人
別
帳
の
差
し
出
し
の
触
書 

 

宗
門
人
別
帳
は
、
村
か
ら
支
配
役
所
へ
毎
年
提
出
す
る
帳
簿
の

一
つ
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
キ
リ
シ
タ
ン
取
り
締
ま
り
を
目
的
と

し
て
作
成
さ
れ
、
提
出
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
五
人
組
帳
は
、
村
の

中
で
近
隣
の
五
戸
で
一
組
を
つ
く
り
、
村
役
人
と
と
も
に
署
名
捺

印
し
た
帳
簿
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
租
税
滞
納
や
犯
罪
な
ど
に
対

す
る
連
帯
責
任
と
共
同
生
活
に
お
け
る
村
の
秩
序
や
相
互
扶
助
な

ど
を
規
定
し
た
。
五
人
組
証
文
と
も
い
う
。 

こ
の
文
書
は
慶
応
四
年
正
月
時
の
支
配
役
所
で
あ
る
幕
府
傘
下

の
韮
山
代
官
江
川
太
郎
左
衛
門
か
ら
の
触
書
で
あ
る
。 

        

釈
文 

 
 

一 

当
辰
年
宗
門
人
別
帳
並
び
に
五
人
組
帳
、
去
卯 

 
 
 

村
入
用
帳
共
落
字
落
印
等
無
之
様
致
、
す
べ
て 

 
    

例
年
の
通
相
心
得
、
入
念
取
調
、
尤
一
宗
壱
冊
限 

 

 
    

半
紙
に
認
め
、
村
々
區
々
不
相
成
様
取
調
、
来
る
三
月 

 
    

限
り
可
差
出
候 

 
 
 
 
    

但
、
宗
門
人
別
帳
惣
寄
の
儀
、
例
年
の
通
り 

 
 
 
 
    

別
帳
に
認
め
、
可
差
出
候 
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（
二
）
定
免
年
季
明
け
後
の
跡
請
の
差
し
出
し
の
触
書 

定
免
」
と
は
、
過
去
五
年
か
ら
一
〇
年
の
収
穫
高
を
平
均
し
て
税
額

を
定
め
、
一
定
の
年
限
を
限
っ
て
そ
の
間
は
豊
作
・
不
作
に
か
か
わ

ら
ず
定
め
ら
れ
た
税
額
を
徴
収
す
る
こ
と
。
災
害
が
大
き
い
年
は
、

特
に
「
破
免
検
見
」
と
い
う
税
額
を
減
じ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
。 

「
跡
請
」
と
は
定
免
の
期
限
に
な
り
次
の
期
間
に
差
出
す
年
貢
の
こ

と
。 

  
 

     

釈
文 

 

一 

定
免
年
季
並
び
に
諸
運
上
冥
加
等
閑
、
去
卯
年 

 

 
 
 

迄
に
て
年
季
明
分
跡
請
願
書
当
月
晦
日
限
、
取
調
べ 

 
 
 

可
差
出
候 

 

一 

御
林
木
立
根
風
折
根
返
等
御
払
相
成
候
は
ば
、
跡 

 
 

 
 
 

地
苗
木
植
付
候
分
見
分
の
者
差
出
候
間
、
ケ
所
限 

 
 
 

植
付
木
数
仕
訳
尽
取
調
、
当
三
月
中
迄
に 

 
 
 

可
差
出
候 

 
一 

定
式
御
普
請
所
村
々
七
八
月
差
入
迄
に
ケ
所
附
帳 

 
 
 

差
出
、
御
普
請
可
相
願
尽
休
年
と
候
は
ば
其
段
同
月 

 
 
 

上
旬
迠
に
書
面
可
差
出
候 

 

一 

村
々
貯
穀
の
儀
、
去
卯
年
貯
並
び
に
請
戻
候
分
共 

 
 
 

   

未
だ
小
前
帳
不
差
出
分
早
々
取
調
、
当
月 

 

門徒ではないことを示し 

ている。 

明治新政府は明治６年 

２月に太政官布告によっ 

て切支丹禁制を解除する 

までは、キリスト教徒を 

厳しく取締まっていた。 

 

宗門人別帳 

下の文書は明治３年に鎌倉郡岩瀬村名主栗田源左衛門が神奈川県御役所に差出した宗門

人別帳に書かれている一節で、村の各家族単位に石高、檀徒として属する宗派寺院名、 

及び名前と年齢などが記載されている。寺院が刻印を以て浄土宗檀徒であることを証明

し、禁じられている切支丹          
鎌
倉
郡
岩
瀬
村 

 
 

高
弐
拾
石
七
升
九
合
弐
勺 

一 

浄
土
宗
大
長
寺 
印 

 

旦
那 

 
 

 

安
右
衛
門 

印 
 
 
 
 
 

年
五
十
二
才 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
人
忰 
 

安
太
郎 

 
 

年
廿
九
才 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

安
太
郎
妻 

は 

ま  

年
廿
八
才 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
人
忰 

 
 

惣 

助 
 

 

年
八
才 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

安
右
衛
門
忰 
千
代
吉  
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3 

 

 
 
 
 

晦
日
迠
に
可
差
出
候
、
尤
貯
無
之
分
も
何
ら
訳
柄 

 
 
 
 

を
以
貯
無
之
段
書
付
に
認
、
同
月
迠
に
無
相
違
可 

 
 
 

 

差
出
候 

 
 
 

 
 

右
の
通
、
相
心
得
、
村
々
名
主
令
請
印 

 
 
 

 
 

刻
付
を
以
順
達
留
村
よ
り
可
相
返
す
も
の
也 

 
 
 
 
 
 

江
川
太
郎
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役
所 

 
 
 
 

 

辰
正
月
五
日 

                  

（
三
）
会
津
様
御
家
族
の
東
海
道
下
り
の
賃
銭
渡
し 

王
政
復
古
に
よ
り
京
都
守
護
職
が
廃
止
さ
れ
た
。
左
の
文
書
は
、 

そ
の
た
め
会
津
侯
御
家
族
の
江
戸
へ
下
り
に
際
し
て
村
々
に 

掛
か
っ
た
賃
銭
の
請
取
の
達
書
で
あ
る
。 

       

釈
文 

 
 

以
急
廻
状
得
貴
意
候
、
然
ば
当
正
月
元
日 

 
 

よ
り
同
十
一
日
朝
迄
、
会
津
様
御
家
族
御
下
り
跡
払 

 
 

賃
銭
此
節
請
取
候
に
付
、
御
村
々
へ
相
渡
申
候
間 

 
 

さ
し
役
人
印
形
持
参
当
会
所
へ
来
る
廿
二
日 

 
 

御
遣
し
可
被
下
候
様
、
御
取
計
被
成
候
、
此
廻
章 

 
 

順
達
留
り
御
村
方
よ
り
其
節
御
返
し
被
成
候 

以
上 

 
 
 
 

辰
正
月
廿
日 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

助
郷 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
所 
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辰
年
御
用
留 

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
七
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
資
料
番
号 

御
用
留-

33
） 

  （
一
）
薩
賊
与
党
の
乱
妨
劫
盗
（
正
月
十
一
日
） 

こ
れ
は
幕
府
が
薩
摩
藩
の
罪
状
を
触
れ
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
寄
場

組
合
の
総
元
締
で
あ
る
関
東
取
締
出
役
か
ら
各
寄
場
組
合
の
役
人
に
伝
え

ら
れ
た
。 

        

釈
文 

一 

旧
臘
以
来
、
松
平
修
理
大
夫
奸
臣
共
首
切
落
、
謀
を
企 

一 

朝
廷
を
軽
蔑
い
た
し
、
殊
賊
徒
共
を
唱
導
し
、 

江
戸
、
長
崎
、
野
州
所
々
へ
趣
（
赴
）、
乱
妨
劫
盗
を
よ
び 

一 

御
国
を
乱
し
候
所
業
、
難
被
御
捨
置
罪
状
の
次
第 

一 

大
事
件
尽
衆
儀
旨
、
被
仰
出
候
処
、
去
月
九
日
突
然 

非
常
御
変
革
を
口
実
に
い
た
し
、
奉
侮 

幼
主
、
諸
般
御
所
置
、
糺
（
私
）
論
を
主
張
候
事 

一 

主
上
御
幼
冲
の
折
柄
、
先
立
帝
御
依
托
被
為
在
候 

摂
政
殿
下
、
被
廃
止
参
内
候
事 

 
 

一 

私
意
を
以
、
宮
堂
上
方
を
恣
に
黜
陟
せ
し
む
る
事 

一 

九
門
其
外
御
警
衛
と
唱
え
、
他
藩
の
も
の
を
煽
動
し
、
兵
仗
を
以 

宮
闕
に
迫
り
候
条
、
不
憚
朝
廷
大
不
敬
事 

一 

家
来
浮
浪
の
徒
を
語
合
屋
敷
へ
屯
集
、
江
戸 

 
 

市
中
押
込
強
盗
い
た
し
、
酒
井
左
衛
門
尉
人
数 

 
 

屯
所
へ
炮
発
乱
妨
、
其
他
野
州
相
州
所
々
焼
討 

 
 

劫
盗
お
よ
び
候
も
の
証
跡
、
分
明
に
有
之
候
事 

一 

右
の
通
り
候
処
、
城
州
伏
見
辺
に
於
て
奸
賊
共
よ
り 

 
 

理
不
尽
に
御
人
数
へ
及
炮
発
候
に
付
不
得
止
、
御
誅
戮 

相
成
候
間
、
其
旨
相
心
得
先
般
申
渡
置
候
趣
も
有
之
候
通
、 

此
上
は
薩
賊
余
党
の
も
の
共
潜
伏
い
た
し
居
候
は
ば
、 

速
に
召
捕
討
取
、
可
令
誅
戮
も
の
也 

 
 
 

月
日    

                

 

慶応四年（辰年）御用留について 

 本御用留めは前欠とあり、正月１１日付の触書から始まって

いる。小岩井家所蔵資料には慶応四年御用留が他に２冊あり、

慶応３年末から慶応四年正月のことが書かれている。慶応四年

の表紙はあるが、共に数枚のみで冊としてまとまっていない。

推察するに、本辰年御用留と一体となっていたものが、何らか

の事由にて切り離され、別々な資料として扱われたものと思わ

れる。また、江川太郎左衛門役所からの触書は、上記の表紙の

史料には正月５日とあるが、それ以降、本辰年御用留の５月６

日まで出て来ない。 

 この慶応４年正月は鳥羽伏見の戦いで幕府方が敗北し、新政

府軍が３月１５日の江戸城総攻撃を控えて東海道を進軍し始

めた時期である。幕府の傘下にある韮山代官江川は、支配する

村々に農兵を組織して出兵を準備し、いろいろ触書を出してい

たことと思われる。しかし戦況を配慮して、これらの触書を江

川が御用留から取り外す指示を出したことが推量される。他村

でも同様の指示が１月１６日に出されている。  
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（
二
）
街
道
筋
の
取
締
り
（
正
月
十
二
日
） 

 

関
東
御
取
締
出
役
か
ら
薩
摩
の
罪
状
を
伝
え
る
と
共
に
街
道
筋
、 

脇
往
来
の
旅
人
な
ど
厳
重
に
取
り
締
る
よ
う
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

          

釈
文 

一 

方
今
の
御
時
節
、
御
取
締
向
の
儀
、
其
筋
よ
り 

 
 

御
沙
汰
の
趣
も
有
之
候
間
、
街
道
筋
脇
往
来 

 
 

止
宿
の
旅
人
名
前
住
所
得
と
承
り
糺
、
今
般 

 
 

御
触
の
趣
を
以
止
宿
為
致
、
怪
敷
も
の
は
捕
押
置 

注
進
可
致
、
川
筋
渡
舟
場
は
見
張
所
差
出
置
、 

同
様
可
被
取
計
、
海
崖
の
場
所
は
乗
舩
上
陸
共 

取
締
方
、
厳
重
可
被
取
計
候
、
追
々
自
分
共
廻
村
の
上
、 

委
細
は
可
仰
渡
候
得
共
、
此
段
不
取
敢
、
相
達
候 

大
小
惣
代
寄
場
役
人
申
合
、
組
合
村
々
役
人
共
へ 

申
談
、
無
手
抜
様
可
被
取
計
侯
、
此
廻
状
村
名
下 

 
 

令
請
印
、
刻
付
を
以
急
速
順
達
、
留
り
よ
り 

 
 

可
被
相
返
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 

関
東
御
取
締
出
役 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
村
政
平 

 
 

正
月
十
日 

 
 

百
瀬
章
蔵 

 冒頭に登場する「松平修理大夫」について 

  島津氏２９代当主、薩摩藩１２代の最後の藩主島津忠義 

のこと。天保１０年（１８４０）４月、島津家分家の重富 

家当主・島津忠教（久光）の長男として生まれる。 

 安政５年（1858）12月に襲封し、修理大夫に任じられる。 

１４代将軍・徳川家茂から偏諱（「茂」の字を授かり、「茂久」 

と改名した。 

 討幕運動の強硬派で、大政奉還後は西郷、大久保、小松らの 

進言を容れ、藩兵３千を率いて上洛。王政復古の大号令に貢献 

し、議定に任じられて小御所会議にも参席した。  
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一 

別
紙
の
通
御
書
付
出
候
間
、
被
得
其
意 

村
名
の
下
へ
令
請
印
、
急
速
刻
付
を
以 

順
達
、
留
り
村
よ
り
可
被
相
返
候 

 
 
 
 
 

戸
塚
宿 

 
 
 
 
 
 
 

寄
場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

役
人 

 
 

正
月
十
二
日
． 

 
 
 
 

申
中
刻 

                    

（
三
）
御
親
征
軍
御
通
行
（
三
月
七
日
） 

新
政
府
軍
は
江
戸
を
目
指
し
て
東
海
道
、
東
山
道
、
北
陸
道
の 

三
ル
ー
ト
を
進
軍
し
た
。
三
月
に
は
東
海
道
軍
が
横
浜
市
域
に
入
る
。

米
倉
丹
後
守
よ
り
人
馬
継
立
そ
の
ほ
か
に
つ
い
て
沙
汰
が
出
さ
れ
た
。 

      

釈
文 

 

今
般
、 

御
親
征
官
軍
近
々
御
通
行
被
遊
候
間
、 

人
馬
継
立
方
其
外
御
世
話
向
、 

米
倉
丹
後
守
様
へ
被
仰
付
、
依
て
御
同
家
よ
り 

ご
沙
汰
有
之
候
間
、
右
に
付
人
馬
勤
方 

請
印
い
た
し
候
間
村
々
三
判
持
参
、
来
る
四
日
四
ツ
時
、 

重
立
候
役
人
中
の
内
、
壱
人
宛
御
出
張
可
被
成
候
、 

其
節
此
廻
状
御
返
却
可
有
之
候 

以
上 

 

         

江戸に向かって進む東征大総督軍の行列 

（部分） 

 

 

 

 

 

 

この図は、藤沢宿大久保町の名主堀内悠久の息子郁之助（数え

１５歳）が進軍する行列を見て描いたと伝えられている。 

大総督有栖川宮熾
たる

仁
ひと

親王は 4月１２日に藤沢宿に入り、遊行寺

に宿泊、翌１３日に同宿を出発した。 

出所：「戊辰の横浜」（2018年 7月横浜市ふるさと歴史財団発行） 
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（
四
）
官
軍
御
通
行
仰
付
松
明
夜
具
割
合
（
三
月
七
日
） 

 
戸
塚
宿
助
郷
会
所
か
ら
各
村
々
の
名
主
衆
中
に
松
明
差
出
し
の 

申
渡
し
が
出
さ
れ
た
。 

      

釈
文 以

急
廻
章
得
貴
意
候
、
然
ば
昨
夜
兼
て 

 

御
談
御
座
候
、
今
般 

 

 

官
軍
御
通
行
の
節
、
被
仰
付
候
松
明
夜
具 

 

割
合
左
の
通 

一 

松
明 

長
サ
四
尺
四
、
五
寸
よ
り
五
尺
迄
位 

 
 
 
 
 

廻
り
七
、
八
寸
位 

 
 

右
の
振
合
に
て
左
の
割
合
の
通
、
用
意
備
置 

 
 

右
の
内
、
四
分
一
は
来
る
九
日
本
宿
問
屋
場
へ 

 
 

向
け
御
遣
し
可
被
下
候
、
尤
残
り
の
儀
は
追
て 

 
 

御
達
し
申
上
候
節
、
御
遣
し
可
被
成
候 

一 

夜
具
蒲
団
の
儀
は
最
寄
村
々
へ
、
左
の
通 

 
 

割
合
い
た
し
置
候
間
、
用
意
備
置
、
追
て
入
用 

 
 

の
節
、
宿
方
よ
り
可
申
趣
候
間
、
無
差
支
御
貸
遣
し
可
被
下
、 

尤
損
料
の
儀
は
当
会
所
に
て
引
請 

 
 

宿
方
よ
り
請
取
御
渡
し
申
候
間
、
無
御
心
置
御
貸
遣
し 

 
 

可
被
成
候
、
此
廻
状
刻
付
を
以
早
々
順
達
、 

 
 

留
り
御
村
方
よ
り
、
御
返
し
可
被
成
候 

以
上 

  
 

 

三
月
七
日 

 
 
 
 
 
 

助
郷 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
所 

 

一 

松
明
九
拾
五
本 

 
 
 
 
 
 
 
 

舞
岡
村 

 
 
 

右
之
内 

四
分
一 

廿
三
本 

 
 

夜
具 

八
通 

一 

松
明
百
拾
五
本 

 
 
 
 
 
 
 
 

永
谷
村 

 
 
 

右
之
内 

廿
八
本 

 
 

夜
具 

八
通 

一 

松
明
拾
弐
本 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
野
庭
村 

 
 
 

右
之
内 

四
本 

一 

松
明
四
拾
弐
本 

 
 
 
 
 
 
 
 

上
野
庭
村 

 
 
 

右
之
内 

拾
本 

一 

松
明
四
拾
五
本 

 
 
 
 
 
 
 
 

鍛
冶
ヶ
谷
村 

 
 
 

右
之
内 

拾
壱
本 

一 

松
明
四
拾
三
本 

 
 
 
 
 
 
 
 

中
之
村 

 
 
 

右
之
内 

拾
本 

一 

松
明
六
拾
八
本 

 
 
 
 
 
 
 
 

上
之
村 

 
 
 

右
之
内 

拾
七
本 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
々 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
名
主
衆
中 
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（
五
）
村
々
や
街
道
筋
の
取
締
り
（
三
月
十
三
日
） 

新
政
府
軍
の
う
ち
横
浜
市
域
を
通
行
し
た
の
は
東
海
道
軍
で
、
そ
の
先

鋒
総
督
は
橋
本
実
梁
（
さ
ね
や
な
）
で
あ
る
。
三
月
十
五
日
に
定
め
ら
れ

た
江
戸
城
総
攻
撃
を
控
え
、
交
通
の
要
衝
や
多
摩
川
の
渡
船
場
を
固
め
た
。 

      

釈
文 今

般
、
鎌
倉
表
へ
総
督
橋
本
殿
、
柳
原
殿 

御
進
軍
に
相
成
候
、
依
て
海
岸
は
不
及
申
、
在
村 

有
論
（
胡
乱
）
の
者
、
立
廻
り
候
は
ば
早
々
雪
之
下 

宿
所
へ
、
注
進
申
べ
く
も
の
也 

 
 

辰
三
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 

備
州 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宿
陣
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

鎌
倉
郡 

三
浦
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

海
岸
附 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

在
村
々 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

役
人
中 

右
の
通
被
仰
出
候
趣
、
雪
之
下
村
会
所
よ
り 

写
を
以
申
来
候
間
、
被
得
其
意
、
此
廻
状
村
名
下
へ
、 

致
受
印
、
刻
付
を
以
早
々
順
達
、
留
り
村
よ
り
可 

被
相
返
候 

以
上 

 
 

辰
三
月
十
三
日 

申
下
刻 

 
 
 

梅
澤
与
次
右
衛
門 

（
六
）
村
々
や
街
道
筋
の
取
締
り
（
三
月
十
八
日
） 

三
月
十
四
日
に
翌
日
の
江
戸
城
攻
撃
が
中
止
な
っ
た
が
、
引
き
続
き 

見
張
所
前
の
通
行
の
者
が
何
村
の
誰
か
を
よ
く
調
べ
る
旨
の
達
し
が 

出
さ
れ
て
い
る
。 

       

釈
文 以

急
廻
状
相
達
候
、
今
般 

御
親
征
に
付
、
御
官
軍
御
見
張
所
、
御
取
建 

候
て
、
通
行
の
者
御
改
有
之
候
間
、
其
村
々
御
伝
馬 

人
足
其
他
、
御
見
張
所
前
通
行
の
者
、 

何
村
誰
何
方
迄
罷
越
候
趣
、
行
返
の
相
断
通
行
可
致
候
、 

此
段
、
小
前
末
々
へ
不
洩
様
御
達
し
可
被
成
、 

此
廻
状
、
村
名
下
へ
令
請
印
刻
付
を
以 

順
達
、
留
り
村
よ
り
返
却
可
被
致
候
、
以
上 

 
 
 

辰
三
月
十
八
日 

 
 
 

戸
塚
宿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問
屋 

所
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
寄 

佐
助 
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（
七
）
大
総
督
府
監
軍
差
出
被
置
候
条
（
七
月
十
三
日
） 

四
月
に
は
旧
幕
府
脱
走
兵
や
遊
撃
隊
が
房
総
か
ら
真
鶴
に
上
陸
す
る
な

ど
不
穏
な
動
き
が
あ
っ
た
た
め
、
五
月
に
大
総
督
府
は
伊
豆
・
相
模
鎮
撫

の
軍
監
を
設
置
し
た
。
軍
監
が
遊
撃
隊
に
殺
害
さ
れ
る
な
ど
が
あ
っ
た
た

め
、
横
浜
軍
監
安
永
が
代
わ
っ
て
小
田
原
軍
監
に
な
り
、
七
月
に
豆
相
軍

監
と
な
っ
て
、
新
政
府
軍
の
村
々
取
締
り
と
新
た
な
支
配
が
始
ま
っ
た
。 

        

釈
文 

一 

大
総
督
府
よ
り
小
田
原
へ
、
豆
相
軍
監
差
出
被
置
候
条 

此
旨
相
心
得
、
呼
出
等
の
節
は
速
に
可
罷
出
事 

一 

村
々
惣
代
、
扨
又
名
主
名
前
書
可
差
出
事 

 
 

朝
廷
よ
り
の
御
触
達
、
堅
可
相
守
候
、
自
然
懸
り
内
に 

 
 

不
心
得
の
者
、
有
之
に
お
い
て
は
惣
代
名
主
の 

 
 

可
為
越
度
候
之
事 

一 

脱
走
も
の
は
勿
論
、
官
軍
た
り
共
無
心
押
借
等 

 
 

の
儀
、
申
出
候
者
有
之
候
は
ば
可
召
捕
候
、
手
向
い 

 
 

い
た
し
候
者
依
時
宜
、
切
捨
候
て
も
不
苦
候
事 

一 

是
迄
高
札
は
皆
以
取
迦
し
候
間
、
軍
監
府
へ 

 
 

可
持
出
候
、
最
早
取
迦
し
に
相
成
居
り
候
向
々 

其
段
可
申
出
候
事 

一 

鰥
寡
孤
独
多
子
病
難
の
類
、
極
貧
者
の
有
無
、 

 
 

書
付
を
以
可
申
出
候 

一 

脱
走
体
の
者
、
潜
居
罷
在
候
は
ば
早
速
可
訴
出
候 

 
 

訴
人
へ
は
為
御
褒
美
、
白
銀
弐
十
枚
以
上
被
下
べ
く
候 

 
 

若
又
隠
置
候
の
儀
、
於
露
見
に
は
其
家
財
、
令
没
取 

 
 

候
儀
は
勿
論
、
組
合
尚
又
名
主
の
者
へ 

越
度
可
申
付
候
事 

一 

村
々
宿
々
共
役
人
共
よ
り
家
々
人
別
を
改
、
下
男 

 
 

又
は
食
客
の
類
、
其
所
人
別
帳
外
の
者
は
不
残
出
所
名
前
を
認
、 

何
の
何
月
よ
り
雇
置
候
と
申
儀
可
相
届
候 

尤
右
等
の
者
、
必
追
放
い
た
し
候
儀
に
て
は
無
之
候
間
、 

其
旨
為
相
心
得
候
事 

 
 
 
 

但
、
無
宿
人
足
体
の
者
は
其
所
の
問
屋
役
人
よ
り 

 

取
調
可
申
届
候 

一 

売
人
た
り
共
、
出
所
或
は
商
売
向
、
分
明
な
ら
ざ
る
者
は 

 
 

宿
を
か
し
申
間
敷
候
、
且
又
出
所
差
分
り
候
も
の
た
り
と
も 

 

 
 

二
宿
目
よ
り
以
上
は
、
其
所
の
役
人
承
届
置
可
申
事 

 
 
 

‘ 

一 

関
東
取
締
方
附
属
抔
と
申
村
方
へ
入
込
候
者
、 

 
 

仮
令
大
総
督
府
の
命
受
た
る
由
申
聞
候
共
、 

小
田
原
出
張
軍
監
府
よ
り
の
導
引
無
之
候
は
ば 

取
敢
申
間
敷
、
禁
令
触
達
の
旨
を
申
聞
、
其
所
に
留
置
、 

 
 

軍
監
局
へ
可
相
伺
候
、
自
然
逃
戻
候
体
の
儀
有
之
に
お
い
て
は 

召
捕
差
出
し
可
申 

一 

自
然
脱
走
賊
の
類
多
勢
群
来
制
止
難
出
来
節
は 

其
所
の
名
主
よ
り
、
直
に
可
及
注
進
候
の
事 

一 

至
急
の
儀
、
又
は
村
方
役
々
に
致
関
係
候
儀
は 

 
 

直
に
仕
立
飛
脚
を
以
可
申
越
候
、
其
外
相
伺
候
儀
、 

致
出
来
候
節
は
書
付
を
以
可
申
越
候 

為
其
兼
て
村
々
人
足
継
立
、
遅
延
不
致
様
可
申
合
置
き
候
、 

尤
日
々
人
足
集
置
候
に
は
不
及
候
事 

 
 

右
の
条
々
相
達
候
も
の
也 

 
 
 

辰
七
月 

 
 
 
 
 
 
 

小
田
原
城
出
張 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

軍
監 

御
印  
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廻
状
を
以
相
達
申
候
、
然
ば
今
般
、
小
田
原
城
御
出
張 

御
軍
監
方
よ
り
別
紙
の
通
、
被
仰
渡
候
間
、 

其
村
々
巨
細
に
取
調
、
名
主
組
頭
印
形
持
参
、 

来
る
廿
日
、
当
宿
方
へ
御
出
張
可
被
成
候 

此
廻
状
、
刻
を
以
早
々
順
達
、
留
り
村
よ
り
、 

返
脚
可
有
之
候 

以
上 

 
 

辰
七
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 

戸
塚
宿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役
人 

                     

（
八
）
主
上
御
元
服
の
御
大
礼
恩
赦
（
七
月
二
十
三
日
） 

新
政
府
は
明
治
天
皇
が
正
月
十
四
日
の
元
服
に
際
し
、
そ
れ
以
前
の
旧

幕
府
元
勘
定
奉
行
に
よ
り
吟
味
さ
れ
た
不
埒
な
行
為
の
罪
は
咎
め
な
い
と

の
恩
赦
を
発
し
た
。 

     

釈
文 関

八
州
盗
人
引
合
に
て
、
幕
府
元
勘
定
奉
行 

所
に
お
い
て
吟
味
中
、
又
は
吟
味
以
前
に
候
共
、
盗
物 

と
不
存
買
取
質
取
方
、
定
法
を
背
又
は
預
け
候 

も
の
共
、
何
れ
も
不
埒
の
至
に
は
候
得
共
、 

当
正
月
十
五
日
以
前
の
分
は
、
今
般 

朝
政
御
一
新 

主
上
御
元
服
の
御
大
礼
、
被
為
済
候
御
赦 

に
御
咎
御
免
被
遊
、
盗
物
被
盗
主
共
へ
預
け
置
候 

 

分
は
其
侭
致
遣
候
間
、
難
有
可
存
事
、 

右
の
趣
夫
々
呼
出
可
申
渡
の
処
、
遠
路
出
府 

い
た
す
も
可
為
難
儀
間
、
格
別
の
訳
を
以
触 

流
候
条
、
関
八
州
村
々
役
人
小
前
末
々
迄
無
洩 

可
報
知
も
の
也 

 
 
 
 
 
 
 
 

民
政 

辰
七
月
廿
三
日 

 
 

裁
判
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
州
鎌
倉
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戸
塚
宿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
合
村
々 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役 

人 

 

 

西南戦争では官軍のみならず、逆徒の薩摩軍をも救護する「博

愛社」設立を認可し、後に日本赤十字社初代総裁を務めた。 

明治 28年（1895）没。享年 59歳。 

 

有栖川宮熾
たる

仁
ひと

親王 

天保６年（1835）生まれ。新政府樹立

の際、最高職である総裁に就任。戊辰

戦争では自ら東征大総督の職を志願

し、勅許を得て新政府軍を率いた。 

その一方、恭順を条件に慶喜の助命や

東征中止まで意図していた。明治政府

では元老院議長、陸軍大将など要職を

歴任。 

70 



（
九
）
差
上
申
請
書
事
（
七
月
） 

豆
相
軍
監
か
ら
の
指
示
で
関
東
取
締
方
付
属
の
村
々
に
対
し
て
当
村
の

宗
門
人
別
帳
に
書
か
れ
て
い
な
い
他
村
か
ら
来
て
定
住
し
て
い
る
者
な
ど

に
つ
い
て
詳
細
の
書
上
げ
を
差
し
出
し
て
い
る
。
豆
相
軍
監
に
よ
る
村
々

へ
の
取
締
り
の
一
環
で
あ
る
。 

        

釈
文 

差
上
申
御
請
書
事 

 

一 

朝
廷
よ
り
御
触
達
の
趣
、
堅
相
守
可
申
事 
 

一 

脱
走
の
も
の
は
勿
論
、
官
軍
た
り
（
共
）
無
心
押
借
等
の
儀 

申
出
候
も
の
有
之
候
は
ば
、
召
捕
可
申
事 

一 

是
迄
の
御
高
札
の
儀
は
昨
卯
年
四
月
中
、
堀
田 

 
 

相
模
守
様
御
預
所
の
砌
、
取
迦
可
申
旨
、
被
仰
付
候
に
付
、 

其
砌
取
調
、
村
役
人
方
に
預
置
申
候 

一 

鰥
寡
孤
独
多
子
病
難
の
類
、
無
御
座
候 

 
 

極
貧
者
の
儀
は
日
雇
等
、
出
相
営
申
候 

一 

脱
走
体
の
も
の
潜
居
罷
在
候
は
ば
、
早
速
可
訴
出
事 

一 

人
別
の
外
、
下
男
食
客
の
者
左
に 

 
 
 
 

辰
二
月
よ
り
、
巳
二
月
迄
一
季 

 
 
 

一 

壱
人 

隣
村
小
菅
ヶ
谷
村
よ
り
相
雇
申
候 

 

傳
左
衛
門 

辰
二
月
よ
り
、
巳
二
月
迄
一
季 

一 

壱
人 

近
村
（
永
）
谷
村
よ
り
相
雇
申
候 

 

彦
太
郎 

 
 
 

一 

壱
人 

近
村
宮
前
村
よ
り
相
雇
申
候 

 
 
 

藤 

造 

 
 
 

一 

壱
人 

近
村
小
菅
ケ
谷
村
よ
り
相
雇
申
候 

 

紋
次
郎 

 
 
 

一 

壱
人 

同
小
菅
ケ
谷
村 

相
雇
申
候 

 
 
 
 

宇
太
次 

一 

売
人
た
り
共
出
所
不
分
明
の
も
の
止
宿
の
儀
、
被
仰
渡
候
事 

一 

脱
走
賊
の
類
、
多
勢
群
来
制
止
難
出
来
候
節
は
其
所
の 

 

名
主
よ
り
、
直
に
注
進
可
及
候
事 

一 

関
東
取
締
方
附
属
御
廻
村
の
事 

右
の
條
々
、
今
般
被
仰
渡
承
知
奉
畏
候
、
万
一
脱
走
の
類 

立
廻
り
申
候
節
は
、
急
速
御
注
進
可
奉
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戸
塚
宿
組
合
の
内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
州
鎌
倉
郡
鍛
冶
ケ
谷
村 

 
 

慶
応
四
辰
年
七
月 

 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
岩
井
六
郎
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
寄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重
兵
衛 
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（
十
）
韮
山
代
官
所
支
配
か
ら
韮
山
県
支
配
へ
（
七
月
四
日
） 

新
政
府
に
よ
り
当
年
六
月
に
は
韮
山
代
官
所
は
韮
山
県
に
な
り
、
代
官

江
川
英
武
は
知
県
事
に
な
っ
て
い
る
。
左
記
の
文
書
は
、
こ
の
支
配
替
を

役
所
の
名
で
通
達
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
尚
、
江
川
は
慶
応
三
年
六
月

に
幕
府
直
轄
地
を
韮
山
代
官
所
の
代
官
と
し
て
支
配
し
て
い
た
が
、
慶
応

四
年
一
月
の
幕
府
方
敗
北
後
、
二
月
に
は
新
政
府
に
恭
順
し
て
い
る
。
尚
、

八
月
に
は
小
田
原
軍
監
・
豆
相
監
察
の
安
永
又
吉
か
ら
命
じ
ら
れ
、
従
来
、

関
東
取
締
出
役
が
担
っ
て
い
た
相
州
の
取
締
活
動
を
知
県
事
が
行
う
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
れ
を
小
田
原
出
張
監
察
の
名
で
相
州
村
々
に
通
達
し
て
い

る
。
江
川
の
支
配
体
制
が
回
復
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

      

釈
文 今

般
、
元
御
代
官
所
御
預
所
、
尽
、
当
方
支
配
所
に
、 

被
仰
付
候
条
、
可
得
其
意
、
別
段
、
支
配
受
等
罷
出
候
に
不
及
候 

此
廻
状
、
村
名
下
へ
名
主
令
受
印
、
早
々
、 

順
達
、
留
り
村
よ
り
可
相
返
も
の
也 

 
 

辰 

七
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江
川
太
郎
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役 

所 

武(

相)

州
鎌
倉
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

峠
村
始 

  

（
十
一
）
通
用
金
銀
銅
銭
の
両
替
の
触
（
七
月
十
二
日
） 

新
政
府
は
四
月
に
太
政
官
が
貨
幣
の
定
価
を
吟
味
し
、
古
今
通
用
の
金
、

銀
、
銅
、
銭
等
の
両
替
の
基
準
を
示
し
た
。
左
記
の
文
書
は
、
こ
の
基
準
を

裁
判
所
か
ら
韮
山
知
県
事
に
伝
え
ら
れ
、
江
川
太
郎
左
衛
門
役
所
と
し
て

鎌
倉
郡
各
村
へ
通
達
し
た
も
の
で
あ
る
。 

太
政
官
会
計
局
が
出
し
た
貨
幣
取
調
書
に
は
、
悪
金
吟
味
方
法
と
し
て

硫
黄
と
ポ
ッ
ト
ア
ス(

カ
リ
ウ
ム)

を
使
っ
た
硫
化
溜
母
液
製
法
な
ど
が
書

か
れ
て
い
る
。 

         

釈
文 

 

太
政 

 
 

御
一
新
に
付
、
宇
内
貨
幣
の
定
価
御
吟
味
の
上
、 

 
 

古
今
通
用
金
銀
銅
銭
等
、
別
紙
通 

 
 

被
仰
出
候
間
、
支
配
末
々
迄
無
漏
様
可
相
触
者
也 

 
 
 

慶
応
四
年 

 
 
 
 
 

辰
閏
四
月 

 

太
政
官 

 

一
慶
長
金  
小
判 

百
両
目
方
四
百
七
拾
六
匁 

内
金
四
百
壱
匁
二
二
六 

 
 
 
 
 

一
分
判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀
七
拾
四
匁
七
七
四 

 

此
通
貨
九
百
五
両
壱
分
弐
朱
替 

一
武
蔵
判 

 
 

右
同
断 
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一
乾
字
金 

 
 

百
両
目
方
弐
百
拾
五
目 

 

内
金
弐
百
拾
匁
七
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

銀
三
拾
九
匁
二
七 

 
 
 
 
 
 
 

此
通
貨
四
百
七
拾
五
両
弐
分
替 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
小
判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

一
元
禄
金 
一
分
判 

百
両
目
方
四
百
七
拾
六
匁 

内
金
弐
百
七
拾
三
匁
○

六
三 

 
 

 
 
  

弐
朱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀
弐
百
弐
匁
九
三
七 

 
 
 
 

      

此
通
貨
六
百
三
拾
五
両
三
朱
替 

一
享
保
金  

小
判 

百
両
目
方
四
百
七
拾
六
匁 

内
金
四
百
拾
三
匁
○
六
六 

 
 
 
 

 

一
分
判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

銀
六
拾
弐
匁
九
三
四 

 
 
 
 
 
 
 

此
通
貨
九
百
三
拾
両
壱
分
弐
朱
替 

一
古
文
字
金 

 

小
判 

百
両
目
方
三
百
五
拾
匁 

内
金
弐
百
三
拾
目 

 
 
 
 

    

一
分
判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀
百
弐
拾
目 

 
 
 
 
 
 
 

此
通
貨
五
百
廿
八
両
弐
分
弐
朱
替 

一
真
字
弐
分
判 

百
両
目
方
三
百
五
拾
匁 

内
金
百
九
拾
七
匁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
三
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀
百
五
拾
弐
匁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
六
五 

 
 
 
 
 
 
 

此
通
貨
四
百
六
拾
両
替 

一
文
政
金   

 

小
判 

右
同
断 

 
 
 
 

   

一
分
判 

一
壱
朱
金 

 
 

百
両
目
方
六
百
目 

内
金
七
拾
弐
匁
三
二
八
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

銀
五
百
廿
七
匁
六
七
壱
三 

 
 
 
 
 
 
 

此
通
貨
弐
百
廿
七
両
壱
分
三
朱
替 

一
草
字
弐
分
判 

百
両
目
方
三
百
五
拾
目 

内
金
百
七
拾
壱
匁
壱
一
壱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

銀
百
七
拾
八
匁
八
八
九 

 
 
 
 
 
 
 

此
通
貨
四
百
四
両
弐
分
替 

一
弐
朱
金 

 
 

百
両
目
方
三
百
五
拾
目 

内
金
百
弐
目
六
六
六
六 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀
弐
百
四
十
七
目
三
三
三
三 

 
 
 
 
 
 
 

此
通
貨
弐
六
拾
両
三
朱
替 

一
五
両
判 

 
 

百
両
目
方
百
八
拾
目 

 

内
金
百
五
拾
壱
目
七
二
四 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

銀
弐
拾
八
目
二
七
六 

 
 
 
 
 
 
 

此
通
貨
三
百
四
拾
弐
両
壱
分
弐
朱
替 

一
保
字
金 

 

小
判 

百
両
目
方
三
百
目 

 

内
金
百
七
拾
目
三
弐
二
六 

 
 
 
 
 
 

壱
分
判 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

銀
百
弐
拾
九
目
六
七
七
四 

 
 
 
 
 
 

此
通
貨
三
百
九
拾
六
両
弐
分
壱
朱
替 

一
正
字
版 

 

小
判 

百
両
目
方
弐
百
四
拾
目 

内
金
百
三
拾
六
目
二
五

八
壱 

 

壹
分
判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀
百
三
目
七
四
壱
九 

 
 
 
 
 
 

此
通
貨
三
百
拾
七
両
壱
分
替 

一
安
政
弐
分
判 

百
両
目
三
百
目 

      

内
金
五
拾
八
目
六
六
六
六 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

      

銀
弐
百
四
拾
壱
匁
三
三
三

三 

 
 
 
 
 
 

此
通
貨
百
六
拾
壱
両
三
朱
替 

一
元
禄
大
判 

壱
枚
目
方
四
拾
四
匁
壱
分 

内
金
弐
拾
六
匁
六
壱
五
四 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 

 

銀
拾
六
匁
二
四
七
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

銅
壱
匁
弐
三
七 

 

 
 
 
 
 
  

此
通
貨
六
拾
壱
両
三
分
三
朱
替 

一
享
保
大
判 

壱
枚
目
方
四
拾
四
匁
壱
分 

内
金
三
拾
四
匁
六 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 

 

銀
七
匁
九 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

銅
壱
匁
六
分 

 

 
 
 
 
 
 

此
通
貨
七
拾
八
両
壱
分
替 

一
慶
長
大
判 

右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

一
新
大
判 

 

一
枚
目
方
三
拾
目 

 
 

内
金
拾
壱
匁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀
拾
六
匁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銅
三
匁 

一
寛
永
鋳
銭 
但 

当
通
用
拾
弐
文
代
り
弐
拾
四
文 

 
 

天
保
百
文
銭
一
枚
に
付 

四
枚
を
以
替 
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一
寛
永
銅
銭 

当
通
用
六
文
代
り
拾
弐
文 

天
保
一
枚
に
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

八
枚
を
以
替 

一
文
久
銅
銭 

当
通
用
八
文
代
拾
六
文 

 

同
段
に
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

六
枚
を
以
替 

 
 
 
 

但 
天
保
百
文
銭
ハ
是
迄
如
如
通
用 

 

右
の
通
、 

太
政
官
よ
り
、
被
仰
出
候
得
共
、
未
だ
、
心
違
も
の
も
有
之
哉
に
付
、 

尚
、
可
相
達
旨
、
裁
判
所
に
お
い
て
御
達
相
成
候
条
、 

得
其
意
、
此
廻
状
、
村
名
下
へ
、
名
主
令
請
印 

早
々
、
順
達
、
留
り
村
よ
り
、
可
相
返
も
の
也 

 
 
 
 
 

江
川
太
郎
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役
所 

印 

 
 

辰
七
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武
（
相
）
州
鎌
倉
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

峠 
 

始 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
拾
五
ケ
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
ノ
村
留
り 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

（
十
二
）
神
奈
川
十
里
四
方
の
支
配
（
九
月
一
日
） 

こ
の
文
書
は
、
神
奈
川
裁
判
所
か
ら
相
模
国
大
住
郡
、
愛
甲
郡
、
高
座

郡
、
鎌
倉
郡
に
対
し
神
奈
川
十
里
四
方
は
当
府
の
支
配
に
な
る
と
鎮
将
府

か
ら
仰
せ
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。 

        

釈
文  

一 

神
奈
川
十
里
四
方
、
於
当
府
可
有
支
配
旨
鎮
将
府
よ
り 

被
仰
出
候
条
、
其
旨
相
心
得
、
右
郡
内
村
々
へ
は 

 
 

最
寄
宿
方
並
び
に
親
村
等
よ
り
、
早
々
相
達
候
様
可
致
候 

 
 

此
廻
状
、
刻
付
を
以
継
送
り
留
り
村
よ
り
可
相
返
も
の
也 

 
 
 
 
 
 

神
奈
川 

 
 
 
 
 
 
 

裁
判
所 

 
 
 
 
 

東
海
道
保
土
ヶ
谷
宿
よ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
磯
宿
迄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
州
大
住
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

愛
甲
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

高
座
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

鎌
倉
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 

右
寄
場
役
人 

右
の
通
、
被
仰
出
候
趣
、
戸
塚
宿
寄
場
役
人
よ
り
申
来 

候
間
、
被
得
其
意
此
廻
状
、
村
名
下
へ
致
請
印
、
刻
付 

以
、
早
々
順
達
、
留
り
村
よ
り
返
却
可
被
成
候 

以
上 

 
 
 
 
 

辰
九
月
朔
日 

 
 
 

梅
澤
弁
吉 
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（
十
三
）
神
奈
川
府
か
ら
村
明
細
差
し
出
し
の
通
達
（
九
月
五
日
） 

神
奈
川
府
裁
判
所
か
ら
相
州
鎌
倉
郡
、
三
浦
郡
に
対
し
て
各
村
々
の
明

細
帳
、
絵
図
面
、
社
寺
の
朱
印
高
を
差
し
出
せ
と
の
通
達
が
出
さ
れ
た
。 

     

釈
文 

今
般
、
神
奈
川
十
里
四
方
、
於
当
府
に
支
配
被 

仰
付
、
実
地
見
分
為
、
御
用
定
役
（
使
）
中
林
惣
兵
衛
、 

同
心
中
村
民
五
郎
儀
、
近
々
神
奈
川
表
出
立
、 

十
里
期
程
周
回
の
道
筋
、
廻
村
い
た
し
候
条
、 

於
場
所
、
左
の
通
取
調
可
受
候 

 

一 

村
差
出
明
細
帳 

 

一 

村
絵
図
面 

但
し 

神
奈
川 

直
径
凡
何
程 

 

隣
村
境
等
、
記 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

路
程
凡
何
程 

 
 

一 

社
寺
相
渡
置
候
朱
印
高 

右
の
通
、
取
調
廻
村
先
へ
差
出
す
べ
て
差
支
無
之 

様
可
取
計
候
、
此
触
書
早
々
継
送
、
別
紙
調
印 

帳
へ
令
印
形
、
留
り
村
よ
り
可
相
返
も
の
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
奈
川
府 

 
 
 

辰
九
月
五
日 

 
 
 

裁
判
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
州
鎌
倉
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
州
三
浦
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（
十
四
）
神
奈
川
府
支
配
模
様
の
風
聞
（
九
月
十
四
日
） 

こ
の
文
書
は
、
韮
山
県
に
出
入
り
の
商
人
で
、
韮
山
支
配
地
の
年
貢
等

の
取
り
ま
と
め
な
ど
の
実
務
を
担
っ
て
い
た
和
泉
屋
と
植
木
屋
が
書
い
た

書
簡
の
写
し
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

神
奈
川
府
の
「
十
里
四
方
の
支
配
の
触
れ
」
に
対
し
、
和
泉
屋
と
植
木
屋

が
各
郡
の
寄
場
組
合
の
総
代
に
対
し
今
後
の
支
配
所
の
見
通
し
を
伝
え
て

い
る
。
書
簡
に
は
「
鎌
倉
三
浦
両
郡 

武
州
金
沢
辺
ハ
神
奈
川
裁
判
所
支
配

相
違
無
之
、
武
州
八
王
子
辺
村
境
丈
ケ
未
タ
取
調
中
二
而
決
滞
候
」
と
あ

る
。
ま
た
、
支
配
御
方
に
付
き
希
望
が
あ
れ
ば
嘆
願
せ
よ
と
伝
え
て
い
る
。

実
際
に
相
模
国
西
部
の
曽
根
村
、
伊
勢
原
村
、
飯
山
村
、
足
柄
上
下
郡
で

は
、
神
奈
川
府
ま
で
は
遠
く
負
担
が
大
き
い
と
引
続
き
韮
山
知
県
事
付
属

の
小
田
原
軍
監
の
支
配
を
望
む
嘆
願
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 

      

釈
文 和

泉
屋
健
蔵 

植
木
屋
藤
兵
衛
よ
り
書
翰
写 

以
手
紙
啓
上
致
候
、
追
々
冷
気
相
増
候
得
共
、 

各
々
様
方
、
愈
御
安
康
被
為
遊
、
大
慶
の
至
奉
賀
上
候 

扨
者
、
過
日
一
同
、
神
奈
川
御
裁
判
所
様
よ
り 

武
相
州
寄
場
組
村
へ
御
触
遣
有
之
候
御
模
様
替
の
義
、 

未
だ
御
支
配
御
役
所
、
表
向
御
達
し
無
之
候
得
共 
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専
の
風
聞
有
之
、
翰
に
は
御
案
内
の
通 

鴨
居
御
詰
の
御
方
も
有
之
事
実
に
候
は
ば
、 

御
手
繰
の
次
第
も
有
之
旁
、
御
役
所
に
お
い
て 

其
筋
に
相
伺
候
処
、
鎌
倉
並
び
に
三
浦
両
郡 

武
州
金
沢
辺
は
無
論
、
神
奈
川
御
裁
判
所
御
支
配
所 

相
成
に
相
違
無
之
、
武
州
八
王
子
辺
村
境
だ
け 

未
だ
取
調
中
に
て
決
縺
候
趣
に
候
へ
共
、 

是
迄
通
、
以
御
治
だ
け
御
免
御
遣
上
、 

右
御
村
触
有
之
、
郷
村
付
は
御
承
知
有
之
処
、
扨
も
、 

両
宿
は
不
存
申
に
御
役
所
御
改
所
、
立
決
□
に 

お
い
て
も
残
念
に
被
思
召 

尤
何
連
、
属
□
、  

神
奈
川
御
召
取
分
御
最
寄
す
べ
て
御
弁
利
に
付
筈
の
程
、 

難
斗
候
得
共
、
一
応
御
知
ら
せ
事
申
上
候 

当
方
定
宿
の
異
変
無
之 

勝
手
ヶ
間
敷
義
に
候
へ
共
、
是
迄
御
模
様
替
有
之
節
は 

前
以
、
御
方
よ
り
御
歎
願
申
上
候
次
第
も
有
之
共
、 

相
成
難
に
候
は
ば
組
合
無
詮
候
事
に
候
共
、
一
と
先
、 

御
歎
願
は
如
何
に
候
哉
、
且
は
旦
那
様
旁
に
お
い
て 

寄
場
重
立
迄
、
右
の
儀
可
申
通
旨
の
御
内
議
な
さ
れ
し 

夫
役
申
合
、
持
廻
を
以
御
達
し
申
遣
候 

勿
論
、
歎
願
の
義
は
、
強
て
御
進
め
申
上
候
義
は
、
毛
頭 

無
之
、
且
は
神
奈
川
御
裁
判
所
よ
り
御
触
書
写
取 

不
取
敢
、
御
出
府
御
配
慮
被
下
候 

御
旁
共
有
之
故
、
一
応
御
通
達
奉
申
上
候 

乍
御
手
数
、
組
合
村
々
へ
御
風
聴
被
下
度
、
奉
畏
候 

先
は
右
申
上
度
得
其
意
、
如
斯
御
座
候  

頓
拝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

和
泉
屋
健
蔵 

辰
九
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 

植
木
屋
藤
兵
衛 

  
 

金
沢
寄
場 

 
 
 
 

永
島
亀
一
郎
様 

 
 

秋
谷
村
寄
場 

 
 
 

若
命
源
左
衛
門
様 

 

雪
ノ
下
寄
場 

 
 
 

黒
川
庄
輔
様 

 

堀
内
村 

 
 
 

葉
山
太
七
様 

 
 
 

永
島
庄
助
様 

 

小
菅
ヶ
谷
村 

 
 
 

梅
沢
与
治
右
衛
門
様 

 

鍛
冶
ヶ
谷
村 

 
 
 

小
岩
井
六
郎
兵
衛
様 

 

藤
沢 

 
 

堀
内
七
郎
左
衛
門
様 

 
 
 

広
瀬
藤
右
衛
門
様 

 
 
 

森 

藤
助 

様 

 

木
曽
村(*) 

 
 
 

石
川
縫
右
衛
門
様 

 

追
て
乍
御
手
数
、
右
村
賄
方
の
儀
、 

郡
代
に
右
次
第
様
々
石
川
様
よ
り
御
通
達
被
下
度
、 

 

奉
願
上
候
以
上 

(*)

木
曾
村
＝
現
在
の
東
京
都
町
田
市 
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（
十
五
）
神
奈
川
府
差
出
の
明
細
帳
の
證
拠
物
の
持
参
（
九
月
二
十
四
日
） 

こ
の
文
書
は
、
神
奈
川
府
支
配
下
に
な
る
見
込
み
の
村
々
に
九
月
五
日

に
出
さ
れ
た
村
高
な
ど
明
細
に
付
き
、
そ
の
證
書
が
無
く
て
は
充
分
で
は

な
い
の
で
そ
の
證
拠
物
を
持
参
せ
よ
、
と
出
さ
れ
た
通
達
で
あ
る
。 

       

釈
文 昨

日
、
廻
状
を
以
相
達
し
候 

今
般
、
神
奈
川
御
裁
判
所
へ
差
出
し
候
村
高
反
別
其
外 

の
儀
、
村
方
證
書
無
之
候
て
は
御
用
弁
に
相
成 

り
不
申
旨
、
今
朝
被
仰
渡
候
に
付
、
證
拠
物
御
持
参 

早
々
御
出
張
可
被
成
候
此
廻
状
、
刻
付
順
達 

留
り
村
方
よ
り
返
却
可
被
成
候 

以
上 

  
 

明
治
元
辰
九
月
廿
四
日 

 
 
 

戸
塚
宿 役

人 

      

（
十
六
）
江
川
手
代
富
沢
正
右
衛
門
か
ら
の
仰
渡
（
三
月
晦
日
） 

こ
の
文
書
は
、
江
川
太
郎
左
衛
門
の
手
代
で
あ
る
富
沢
正
右
衛
門
出

役
か
ら
神
奈
川
宿
に
お
い
て
発
出
さ
れ
た
達
し
を
伝
え
る
た
め
、
組
合

総
代
の
梅
沢
与
次
衛
門
の
宅
に
集
ま
る
旨
、
与
次
衛
門
の
忰
梅
沢
弁
吉

の
名
で
出
さ
れ
た
廻
状
で
あ
る
。 

       釈
文 今

般
、 

御
支
配
様
御
手
代
富
沢
正
右
衛
門
様
御
出
役 

先
神
奈
川
宿
に
お
い
て
、
被
仰
渡
候
義
有 

之
右
に
付
御
達
申
渡
候
間
、
今
明
日
の
内
拙
宅 

へ
御
出
可
被
成
此
廻
状
、
刻
付
を
以
順
達 

留
村
よ
り
、
御
返
却
可
被
成
候 

以
上 

 

 
 
 

辰
三
月
晦
日 

 
 
 

梅
沢
弁
吉 

 

（
補
足
説
明
） 

 
本
文
書
は
日
付
が
三
月
晦
日
と
な
っ
て
お
り
、
冊
末
に
後
付
さ
れ
た 

 
 

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
内
容
は
「
小
筒 

 

な
ど
の
預
け
」
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
。
岩
瀬
村
栗
田
家
文
書
「
見
聞 

集
」
に
本
件
の
内
容
が
左
記
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 

『 

右
者
富
沢
庄(
正)

右
衛
門
様
神
奈
川
江
御
出
役
ニ
而
与
治
右
衛
門
御 
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呼
出
之
上
御
談
御
座
候
右
ニ
付
書
面
弐
通
小
菅
ヶ
谷
江
差
出
ス 

 
 
 
 
 
 

覚 
一 
鎌
倉
郡
小
菅
ヶ
谷
組 

 
 
 
 
 
 
 
 

同
村 

梅
沢
弁
吉 

取
集
置
申
候 

 
 

右
組
合
村
之
農
兵
御
渡
し
御
小
筒
幷
取
持
筒
共
□
打
か
ね
前
書
名  

 

    

前
者
共
江
取
集
預
置
申
候
間
御
用
之
節
ハ
奉
差
上
候
以
上 

 
 

   

辰
三
月
廿
五
日 

 
      

備
州
御
隊
長 

 
 
 

丸
子
村
御
下
隊 

 
 
 

□
□ 

 
 
 

 
 
 

 

水
野
三
郎
兵
衛
様 

 

吉
田
万
治
様 

 
 
 

南
石
藤
三
郎
様 

 

 
 
 

□
□
源
八
郎
様 

 
 
 
 
 

草
野
治
郎
左
衛
門
様 

    

右
御
名
前
御
方
様
江
江
川
様
御
手
代
富
沢
正
右
衛
門
様
よ
り
御
掛

合  

    

ニ
相
成
其
上
三
郡
総
代
之
者
江
神
奈
川
宿
ニ
而
被
仰
渡
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鎌
倉
郡
組
合
総
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公
田
村
名
主
六
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

上
之
村
年
寄
徳
兵
衛 

両
人
よ
り 

』 

 

  

右
の
栗
田
家
文
書
か
ら
、
本
文
書
に
あ
る
「
御
支
配
様
」
は
代
官
江
川
太
郎
左

衛
門
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
「
御
達
申
渡
間
」
の
御
達
は
支
配
者
で
あ
る
江
川
が

組
合
村
の
農
兵
に
渡
し
た
小
筒
や
取
持
筒
を
取
り
集
め
て
預
か
り
置
き
、
親
征

軍
が
御
用
の
折
り
に
差
し
出
す
旨
の
内
容
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

ま
た
、
こ
の
御
達
の
日
付
は
三
月
二
五
日
と
な
っ
て
い
る
一
方
、
梅
沢
弁
吉
発

出
の
本
文
書
は
三
月
晦
日
付
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
御
達
の
内
容
を
村
々
に
周

知
す
べ
く
急
ぎ
梅
沢
宅
に
来
る
べ
き
旨
の
廻
状
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

栗
田
家
文
書
に
は
、
こ
の
御
達
の
内
容
を
鎌
倉
郡
惣
代
公
田
村
名
主
六
左
衛

門
、
上
之
村
年
寄
徳
兵
衛 

両
人
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
文
書
も 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

残
っ
て
お
り
、
廻
状
は
本
文
書
日
付
の
三
月
晦
日
の
前
後
に
組
合
惣
代
か
ら
発

せ
ら
れ
た
も
の
と
推
量
さ
れ
る
。 
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【
巻
末
考
察
】 

 

幕
末
維
新
期
に
お
け
る
百
姓
の
鉄
砲
使
用
及
び
農
兵
に
つ
い
て 

 
 
―
 

岩
瀬
村
栗
田
家
文
書
に
見
る
江
川
農
兵
取
立 ―

 

鍛
冶
ヶ
谷
村
の
鉄
砲
に
関
し
、
小
岩
井
家
文
書
の
「
御
用
留
（
嘉
永
五
年
）」

に
は
百
姓
の
四
季
打
鉄
砲
使
用
許
可
に
関
す
る
記
述
、
及
び
「
御
用
留
（
慶
応

三
年
）」
に
は
鉄
砲
札
（
高
札
）
に
そ
の
記
述
が
遺
っ
て
い
る
。
農
民
に
武
器
を

持
た
せ
る
こ
と
は
、
幕
府
の
基
本
姿
勢
で
あ
る
「
兵
農
分
離
」
の
原
則
を
破
る

特
筆
す
べ
き
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。 

一
方
、「
農
兵
」
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、
鍛
冶
ヶ
谷
村
の
隣
の
岩
瀬
村
に
お

い
て
名
主
を
務
め
た
栗
田
家
に
戊
辰
戦
争
直
後
に
書
か
れ
た
貴
重
な
史
料
「
江

川
代
官
所
農
兵
御
取
立
名
前
」、
及
び
「
御
預
証
文
之
事
」
が
遺
っ
て
お
り
、
こ

れ
ら
を
基
に
当
時
の
農
兵
取
立
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

一 

百
姓
の
鉄
砲
使
用 

豊
臣
秀
吉
の
刀
狩
り
後
、
百
姓
は
す
べ
て
の
武
器
が
没
収
さ
れ
た
。
し
か

し
、
猟
師
に
は
鑑
札
が
交
付
さ
れ
て
鉄
砲
の
使
用
が
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
徐
々
に
村
の
中
に
鉄
砲
が
隠
密
に
浸
透
し
て
行
っ
た
。
そ
こ
で
江
戸
幕

府
は
、
村
に
広
ま
っ
て
い
る
鉄
砲
を
登
録
す
る
「
鉄
砲
改
め
」
に
着
手
し
た
。

そ
の
鉄
砲
改
役
と
し
て
、
寛
文
期
（
一
六
六
一
～
七
三
）
に
は
大
目
付
が
職
掌

し
た
。
寛
文
二
年
令
で
は
猟
師
以
外
の
者
の
鉄
砲
所
持
を
禁
じ
て
い
た
も
の

の
、
鳥
獣
害
対
策
を
目
的
と
し
た
百
姓
の
鉄
砲
使
用
は
許
さ
れ
て
い
た
。 

し
か
し
、
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）、
百
姓
が
「
隠
し
鉄
砲
」
を
所
持
し
て

い
る
こ
と
が
発
覚
し
、
領
主
の
管
理
不
徹
底
が
露
見
し
た
こ
と
か
ら
、
完
全
な

る
鉄
砲
摘
発
が
行
わ
れ
、
関
八
州
に
鉄
砲
規
制
の
基
本
法
と
な
る
享
保
一
四
年

令
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
、 

① 

激
し
い
獣
害
へ
の
対
応
に
は
鉄
砲
の
使
用
を
許
可
す
べ
く
、
そ
れ
ま
で
の
月

日
単
位
許
可
制
か
ら
常
時
預
け
制
に
変
更
。 

② 

御
挙
場
・
江
戸
一
〇
里
四
方
は
、
そ
れ
ま
で
ど
お
り
、
発
砲
不
可
。 

③ 

原
則
、
四
季
打
筒
は
通
年
（
四
季
の
間
）
発
砲
を
許
可
。
二
季
打
筒
は
四
月

朔
日
よ
り
七
月
晦
日
ま
で
（
二
季
の
間
）
許
可
。 

（
注
）
四
季
打
筒
が
使
用
で
き
る
の
は
、
通
年
と
言
っ
て
も
十
二
ケ
月
す
べ

て
で
は
な
く
、
冬
場
の
火
災
予
防
や
年
末
年
始
の
治
安
維
持
の
観
点
か
ら
、

十
二
月
と
一
月
を
除
く
二
月
か
ら
十
一
月
ま
で
で
あ
っ
た
。 

 

幕
末
の
天
保
期
（
一
八
三
〇
～
四
三
）
に
な
る
と
、
商
品
経
済
の
浸
透
化
に

伴
っ
て
土
地
を
失
う
百
姓
が
増
え
、
無
宿
の
ア
ウ
ト
ロ
ー
（
な
ら
ず
者
、
悪
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党
）
が
増
加
し
て
行
っ
た
。
増
加
す
る
ア
ウ
ト
ロ
ー
の
鉄
砲
所
持
問
題
に
対

し
、
幕
府
は
天
保
九
年
令
を
発
し
て
、
改
革
組
合
村
主
導
に
よ
る
隠
し
鉄
砲
の

摘
発
が
始
め
ら
れ
た
。
こ
の
天
保
九
年
令
を
推
進
し
た
の
は
老
中
・
脇
坂
安
董

や
す
た
だ

で
、
天
保
の
改
革
を
推
進
し
た
水
野
忠
邦
も
幕
閣
と
し
て
加
わ
っ
て
い
た
。
天

保
の
改
革
は
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
に
始
ま
っ
た
が
、
綱
紀
粛
正
、
倹
約

励
行
、
風
俗
是
正
、
上
知
令
な
ど
を
主
と
す
る
政
治
改
革
は
幕
府
内
部
の
対
立

も
生
み
、
改
革
は
三
年
を
経
ず
し
て
失
敗
に
終
わ
る
。
隠
し
鉄
砲
の
摘
発
は
そ

れ
以
前
の
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
が
、
ア
ウ
ト
ロ
ー
対

策
は
一
貫
し
て
、
百
姓
に
は
武
器
を
使
わ
せ
な
い
こ
と
が
基
本
姿
勢
で
あ
っ

た
。 

二 

農
兵
お
よ
び
農
兵
隊 

異
国
船
の
出
現
や
世
直
し
一
揆
な
ど
内
外
情
勢
の
不
安
定
化
に
対
応
す
べ
く
、

豆
州
韮
山
代
官
・
江
川
太
郎
左
衛
門
英
龍
は
百
姓
を
一
時
的
に
武
士
に
取
り
立

て
、
武
器
を
持
た
せ
て
地
域
を
守
ら
せ
る
、
と
い
う
施
策
を
幕
府
に
進
言
し

た
。
そ
の
実
現
に
は
時
間
も
か
か
り
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
な
っ
て
よ

う
や
く
農
兵
の
採
用
が
認
め
ら
れ
、
農
兵
隊
が
結
成
さ
れ
た
。
江
川
農
兵
隊
の

誕
生
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
武
蔵
・
上
野
国
で
起
き

た
武
州
一
揆
に
対
し
て
農
兵
が
武
力
鎮
圧
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
各
地
に
農
兵

隊
が
組
織
さ
れ
て
行
っ
た
。
こ
う
し
て
、
一
時
的
に
せ
よ
、
百
姓
も
農
兵
に
な

る
こ
と
で
、
公
然
と
武
器
と
し
て
鉄
砲
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

鍛
冶
ヶ
谷
村
で
も
農
兵
稽
古
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
稽
古
場
が
岩
瀬

村
と
大
船
村
に
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
梅
沢
与
次
右
衛
門
は
慶
応
三
年

八
月
二
七
日
に
記
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

三 

江
川
農
兵 

こ
こ
で
、
栗
田
家
文
書
の
「
江
川
様
御
代
官
所
農
兵
御
取
立
名
前
」、
及
び
そ

れ
に
続
く
「
御
預
証
文
之
事
」
を
各
々
見
て
み
よ
う
。
前
者
に
は
取
り
立
て
ら

れ
る
者
の
名
前
が
村
毎
に
記
さ
れ
て
い
る
。 
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江川様御代官所農兵御取立名前 

御預証文之事 
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江
川
様
代
官
所
農
兵
御
取
立
名
前 

釈
文 

世
話
役 
平
左
衛
門 

繁
八 

岩
吉 

仙
松 

作
兵
衛 

忠
左
衛
門 

源
蔵 

上
之
村 

柳
助 
熊
蔵 

恒
吉 

栄
十
郎 

七
兵
衛 

中
之
村 

鍵
治
郎 

兵
吉 
安
治
郎 

 

鍛
冶
ヶ
谷
村 

平
左
衛
門 

忠
右
衛
門 

吉
五

郎  

上
ノ
バ
村 

庄
助 

和
吉 

国
蔵 
下
ノ
バ
村 

安
左
衛
門 

下
倉
田 

与
助 

彦
太
郎 

勝
左
衛
門 
勝
蔵 

 

桂
村 

庄
三 

代
吉 

飯
島
村 

藤
太
郎 

伊
之
助 

角
治
郎 

基
治
郎 

孫
太
郎 

小
菅
ヶ
谷
村 

為
八 

源
蔵 

忠
左
衛
門 

小
三
郎 
平
蔵 

千
代
松 

公
田
村 

松
之
助 

仙
松 

太
郎
助 

清
蔵 

 

今
泉
村 
作
兵
衛 

岩
瀬
村 

繁
八 

八
十
吉 

熊
治
郎 

安
太
郎 

大
船
村 

岩
吉 

小
松
郎 

基
作 

喜
代
蔵 

長
治
郎 

裕
次
郎 
勝
治
郎 

 
 

〆
四
拾
八
人 

小
菅
ヶ
谷
組 

 
 

金
沢
泥
亀
新
田
組
名
前 

（ 

段
八
郎 

保
蔵 

惣
五
郎 (

木
古
庭 

喜
三
郎 

権
治
郎
（ 

町
谷 

惣
佐
衛
門 

五
助 

（ 

洲
崎 

平
吉 

平
七 

伝
吉 

（ 

野
ト
浦 

幾
治
郎 

繁
松 

米
吉 

 

（ 

上
山
口 

瀧
蔵 

寅
蔵 

清
治
郎 

 ( 

下
山
口 

辰
五
郎 

吉
五
郎 

（ 

逗
子 

幸
太
郎 

竹
三
郎 

（ 

久
野
谷 

権
右
衛
門 

佐
助 

（ 

小
坪 

忠
七 

歌
之
助
（ 

沼
間 

寅
之
助 

伊
之
助
（ 

長
柄 

新
吉 

権
左
衛
門 

（ 

葉
山 

浜
治
郎 

寅
吉 

善
四
郎 

（ 

桜
山 

繁
蔵 

利
左
衛
門 

徳
太
郎 

（ 

三
ケ
浦 

梅
吉 

（ 

大
町 

貞
蔵 

（ 

十
二
所 

庄
之
助 

 

（ 

山
野
根 

与
右
衛
門 

（ 

一
色 

伝
二
郎 

代
吉 

（ 

川
名 

金
五
郎 

兼
吉 

   

（ 

手
広 

和
助 

平
吉 

鉄
之
助 

（ 

笛
田 

富
治
郎 

慶
治
郎 

作
治
郎 

（ 

長
谷 

治
郎
吉
（ 

材
木
座 

恵
八 

（ 

坂
之
下 

倉
太
郎 

（ 

片
瀬 

庄
吉 

（ 

腰
越 

喜
太
郎 

岩
太
郎 

（ 

津
村 

千
代
松 

亀
□ 

太
鼓
打 

勝
太
郎 

〆
五
拾
七
人 

金
沢
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
戸
組
名
前 

（ 

久
郷
村 

基
太
郎 

浦
太
郎 

定
吉 

惣
五
郎 

孫
次
郎 

（ 

浦
郷
村 

三
五
郎 

于
吉 

芳
吉 

万
蔵 

音
吉 

（ 

大
津
村 

徳
左
衛
門 

民
五
郎 

治
兵
衛 

茂
助 

（ 

逸
見
村 

紋
蔵 

弥
助 

亀
蔵 

（ 

不
入
斗 

吉
兵
衛 

平
治
郎 

（ 

佐
野
村 

茂
吉 

□
蔵(

勘
蔵
カ) 

（ 

横
須
賀 

平
吉 

金
太
郎  

（ 

長
浦 

□
松 

直
吉 

（ 

田
浦 

定
五
郎 

政
吉 

（ 

深
田 

五
兵
衛 

（ 

森
崎 

治
郎
助 

（ 

金
谷 

三
郎
右
衛
門 

（ 

小
塚 

春
吉 

（ 

山
崎 

松
太
郎 

太
吉 

定
治
郎 

文
治
郎 

（ 

梶
原 

啓
蔵 

鎌
之
助 

八
郎
左

衛
門  

（ 

常
盤 

藤
七 

由
太
郎 

（ 

弥
勒
寺 

茂
太
郎 

新
太
郎 

（ 

寺
分 

慶
治
郎 

辰
五
郎 

 
 
 
 
 

〆 

四
拾
四
人 
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御
預
証
文
之
事 

釈
文 一 

和
製
ケ
ヘ
ル
御
筒 

 

但 

剣
附 

八
挺 

 
 

右
者
相
州
観
音
崎
御
台
場
御
筒
之
内
書
面
之
通
御
拝
借
奉
願
上
候
処 

 
 

御
渡
ニ
相
成
慎
奉
受
取
候
然
上
者
火
盗
難
無
之
様
可
仕
者
勿
論
親
子
兄 

弟
た
り
共
他
江
決
而
貸
渡
申
間
敷
候
尤
御
入
用
之
節
者
何
時
成
共 

無
相
違
御
上
納
可
仕
候
依
之
御
預
証
文
差
上
申
候
処
仍
如
件 

 
 
 

慶
応
四
辰
年
二
月 

 
 
 

当
御
支
配
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
州
鎌
倉
郡
岩
瀬
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 

源
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公
田
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主 
徳
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

差
添 

高
橋
勝
七 

      

こ
れ
ら
の
文
書
は
、
栗
田
源
左
衛
門
周
敏

か
ね
と
し

が
慶
応
二
年
か
ら
明
治
元
年
の
間

に
御
預
地
支
配
の
御
方
様
か
ら
の
触
書
や
村
内
外
の
出
来
事
を
「
見
聞
集
」
と

し
て
書
き
留
め
、
次
の
当
主
で
あ
る
倅
、
源
左
衛
門
孝 た

か

俊 と
し

に
引
継
い
だ
も
の
で

あ
る
。「
江
川
様
御
代
官
所
農
兵
御
取
立
名
前
」
お
よ
び
「
御
預
証
文
之
事
」

は
、
こ
の
「
見
聞
集
」
の
一
部
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
述
の
「
郷

兵
」
に
つ
い
て
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

「
江
川
様
御
代
官
所
農
兵
御
取
立
名
前
」
お
よ
び
「
御
預
証
文
之
事
」
に
記 

載
さ
れ
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
及
び
興
味
深
い
箇
所
を
以
下
に
挙
げ
る
。 

㈠ 
 

世
話
役 

世
話
役
に
は
、
次
の
よ
う
に
村
を
代
表
す
る
名
主
、
百
姓
代
な
ど
の
村 

役
の
倅
が
就
任
し
て
い
る
。 

小
岩
井
平
左
衛
門(

鍛
冶
ヶ
谷
村)

、
栗
田
繫
八(

岩
瀬
村)

、
甘
糟
岩
吉 

(

大
船
村)

、
須
藤
仙
松(

公
田
村)

、
磯
崎
作
兵
衛(

今
泉
村)

、
茨
木
忠
左 

衛
門(

小
菅
ヶ
谷
村)

、
田
中
源
蔵(

小
菅
ヶ
谷
村) 

㈡ 
 

村
々
の
農
兵
数 

小
菅
ヶ
谷
組
の
村
々
の
石
高
と
取
立
農
兵
数
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ 

て
い
る
。 
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上
野
村(

六
七
一
石)

五
人
、
中
野
村(

四
二
九
石)

三
人
、
鍛
冶
ヶ
谷
村 

(

三
九
六
石)

三
人
、
上
野
庭
村(

三
八
五
石)

三
人
、
下
野
庭
村(

一
五
四 

石)

一
人
、
下
倉
田
村(

五
〇
八
石)

四
人
、
桂
村(

二
九
四
石)

二
人
、
飯
島
村 

(

六
四
二
石)

五
人
、
小
菅
ヶ
谷
村(

七
九
八
石)

六
人
、
公
田
村(

四
七
三 

石)

四
人
、
今
泉
村(

一
四
七
石)

一
人
、
岩
瀬
村(

四
九
五
石)

四
人
、
大 

船
村(

九
二
七
石)

七
人 

小
菅
ヶ
谷
組
〆
四
拾
八
人 

他
の
組
で
は
、
金
沢
組
は
太
鼓
打
を
含
め
て
〆
五
拾
七
人
、
田
戸
組
（
横 

須
賀
・
鎌
倉
の
人
々
）
は
〆
四
拾
四
人
と
書
か
れ
て
い
る
。 

各
村
と
も
石
高
百
石
に
付
き
七
割
か
ら
八
割
に
て
取
立
て
た
農
兵
数
に
な
っ

て
い
る
。
小
岩
井
家
文
書
で
は
農
兵
の
取
立
は
「
百
石
に
付
き
六
分
当
り
」
と

な
っ
て
い
た
が
、
割
合
が
引
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

こ
れ
は
、
本
文
書
を
書
き
付
け
た
日
付
が
慶
応
四
年
二
月
で
戊
辰
戦
争
が
始

ま
っ
て
間
が
な
い
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
軍
備
と
し
て
農
兵
取
立
の
割
合
を

高
く
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

㈢ 

郷
兵 

 

主
に
郡
内
の
治
安
を
担
っ
た
郷
兵
に
つ
い
て
は
、 

郷
兵
指
図
役 

梅
沢
弁
吉 

小
頭 

小
岩
井
平
左
衛
門
、
栗
田
繁
八 

に
次
い
で
、
三
十
人
の
郷
兵
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。 

 

郷
兵
に
つ
い
て
は
制
度
や
役
割
に
つ
い
て
詳
し
く
書
か
れ
た
も
の
が
な
く
、

不
明
な
点
が
多
い
が
、
他
の
文
献
な
ど
に
よ
る
と
農
兵
隊
が
結
成
さ
れ
、
態
勢

が
整
っ
た
後
、
対
外
的
に
出
陣
し
て
扶
持
米
を
取
る
の
が
農
兵
、
一
方
で
郡
内

の
治
安
に
当
た
る
の
が
郷
兵
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
述
の
三
十
人
は
、
大

部
分
は
小
菅
ヶ
谷
組
の
村
々
の
小
前
で
あ
る
が
、
農
兵
と
重
複
し
て
い
な
い
名

前
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
手
分
け
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

ま
た
、
小
菅
ヶ
谷
組
以
外
の
上
町
谷
村
、
小
袋
谷
村
、
台
村
の
小
前
も
入
っ

て
い
る
。
こ
の
三
ケ
村
は
前
述
の
農
兵
取
立
の
小
菅
ヶ
谷
組
、
金
沢
組
、
田
戸

組
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
農
兵
が
取
立
て
ら
れ
て
い
な
い
村
々
に
は
郷
兵
を
出

さ
せ
る
こ
と
で
、
応
分
の
負
担
を
課
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

㈣ 

太
鼓
打 

太
鼓
打
と
し
て
金
沢
組
の
勝
太
郎
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。
太
鼓
打
の
役

職
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
進
軍
の
際
に
隊
列
を
組
ん
で
進
む
、

組
織
的
な
農
兵
隊
が
編
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 
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㈤ 
和
製
ケ
ヘ
ル
御
筒
（
注 

「
ケ
ヘ
ル
御
筒
」
と
は
ゲ
ベ
ー
ル
銃
の
こ
と
） 

岩
瀬
村
名
主
源
左
衛
門
お
よ
び
公
田
村
名
主
徳
左
衛
門
か
ら
出
さ
れ
て
い

た
ゲ
ベ
ー
ル
銃
八
丁
の
拝
借
願
い
を
支
配
所
（
奉
行
所
）
が
許
可
す
る
文
書

で
あ
る
。 

        

薩
摩
藩
や
長
州
藩
は
早
い
段
階
で
射
程
や
命
中
率
の
良
い
ア
メ
リ
カ
製
の
ミ

ニ
エ
ー
銃
を
輸
入
し
た
。
戊
辰
戦
争
に
お
い
て
幕
府
軍
は
主
力
兵
器
と
し
て
ゲ

ベ
ー
ル
銃
を
、
一
方
の
新
政
府
軍
は
ミ
ニ
エ
ー
銃
を
使
用
し
た
。
や
が
て
各
地

の
農
兵
隊
で
も
ミ
ニ
エ
ー
銃
が
使
用
さ
れ
て
行
っ
た
。 

 

             

ゲベール銃とミニエー銃について 

ともにフランスで開発された西洋式銃である。日本における 

ゲベール銃は天保３年(1832)にオランダから輸入された。ゲ 

ベール銃の特徴は銃身に施条（ライフリング）が入っていない 

こと。密集した敵の中に打ち込んで敵陣を攪乱させることを目

的とし、射程は短く、命中率は高くない。 

一方、ミニエー銃の特徴は銃身に施条が入り、ミニエー弾と 

いう特殊な弾丸を使うライフル銃である。そのため長射程で命

中率が飛躍的に向上した。日本には元治元年(1864)にオラン

ダから輸入された。 

ゲベール銃は幕末期には旧式となっていたが、安価であった 

ため、戊辰戦争における幕府軍の主力武器はゲベール銃であっ

た。 

ゲベール銃 

ミニエー銃 

農兵隊の装束イメージ 

筒袖・裁付に江川笠でゲベール 
銃を携行  

農兵隊の装備 

ゲベール銃、木銃、江川笠、
農兵刀  
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四 

農
兵
の
解
散 

明
治
維
新
に
よ
っ
て
幕
府
と
い
う
母
体
を
喪
失
し
た
韮
山
代
官
の
農
兵
は
、

旧
幕
府
最
後
の
将
軍
徳
川
慶
喜
の
駿
河
移
封
に
伴
い
、
ま
ず
駿
河
府
の
農
兵
か

ら
解
散
し
て
行
っ
た
。
江
川
英 ひ

で

武 た
け

は
農
兵
用
小
銃
の
返
還
命
令
を
受
け
、
治
安

維
持
の
た
め
に
鉄
砲
所
持
を
願
い
出
た
が
、
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
方
、
新

政
府
に
恭
順
し
て
支
配
地
を
引
き
継
い
だ
韮
山
県
に
お
け
る
農
兵
は
し
ば
ら
く

存
続
し
た
が
、
小
銃
類
は
返
納
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。 

こ
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
、
徴
兵
の
詔
が
発
せ
ら
れ
た
明
治
五
年
（
一
八
七

二
）、
韮
山
代
官
が
創
設
し
た
農
兵
は
廃
止
さ
れ
て
行
っ
た
。 

 

【
参
考
文
献
】 

 
 

樋
口
雄
彦
「
幕
末
の
農
兵
」
現
代
書
館 

武
井
弘
一 

「
鉄
砲
を
手
放
さ
な
か
っ
た
百
姓
た
ち
」 

朝
日
選
書 

淺
川
道
夫 

「
江
戸
湾
海
防
史
」 

錦
正
社 

町
田
市
立
自
由
民
権
資
料
館
「
武
装
す
る
農
民
」 

    

韮山代官支配郡名図 

（赤下線は筆者加筆） 

 

 

 

 

あか 

 

 

出典：「韮山町史」第六巻 

 

 

 

 

あか 
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　　　　　　　幕末維新前後における鍛冶ヶ谷村の管轄変遷

1697 元禄10年 幕府直轄領、旗本牧野・高林領二給

1812 文化8年  6月 会津藩領

1821 文政4年  5月 川越藩領

1853 嘉永6年 12月 熊本藩預所(幕領) (神奈川県史 資料編10近世(7) 解説 p.18-19）

1863 文久3年  8月 佐倉藩預所

1867 慶応3年  3月 佐倉藩預地御免 幕府直轄地 (神奈川県史 資料編10近世(7) p.488-489)

1867 慶応3年  6月21日 江川御役所から支配請申渡（横浜歴博資料第20集 村政・村況ｰ92）

1868 明治元年  6月 韮山県、12月 神奈川県

1873 明治６年  5月 十六区十一番組

1874 明治７年  6月 第十六大区十一小区

1878 明治11年 11月 神奈川県鎌倉郡に編入、旧村に戻る。大区小区制廃止、郡区町村制法

西暦 和暦

1825 文政８年 2-18異国船無二念打払令

1827 文政10年

1829 文政12年

1845 弘化２年 3 米捕鯨船マンハッタン号浦賀来航 2月 鍛冶ヶ谷村８ｹ村、警備人足を出す

1847 弘化４年

1853 嘉永６年

1854 嘉永７年

1859 安政６年

小岩井家文書「幕末維新編」関連年表

1858 安政５年 6-19 日米修好通商条約
8    外国奉行設置
9    安政五か国条約

出　来　事
（日付：陰暦）

当地の状況
太字：本編所収小岩井家文書名

資料番号 書添

2 幕府、文政の改革に着手（関東
　全域に改革組合村の結成を指令）

11月 旧小岩井家主屋上棟

6-3 ペリー浦賀来航
＜幕末の始まり＞

2月 寄場組合結成、関東取締出役の下
    部組織45ケ村を目安に、助郷村の
　　村落連合体を利用

12月 川越藩鎌倉郡13ケ村寄場組合編成
　　上野庭,下野庭,下倉田,飯島,峠,
    岩瀬,今泉,桂,公田,上野,中野,
    鍛冶ヶ谷,小菅ヶ谷
　　寄場:小菅ヶ谷村
    (御取締方御趣意 触書・回章ｰ7)

1月 川越藩傘下の寄場組合は関東取締
    出役の下部組織に戻る
    (神奈川県史 資料編10近世(7)153)
4月 細川様御預所ニ相成候節、書物之
    覚(村政・村況ｰ76)
8月 明細書上帳、熊本藩へ差出し
    (村政・村況ｰ77)

1-13 神奈川奉行所設置
6-2  横浜開港

9 幕府、シーボルトに帰国を命じ、
  再渡来を禁ず

1-16  ペリー再来航
3-3   日米和親条約(神奈川条約)
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1866 慶応２年 12-25 孝明天皇崩御

1867 慶応３年

8-15 緒幣発行通用開始 5月  卯用留/兵賦金納の廻状

10-13 討幕の密勅

1868 慶応４年 正月　政権奉帰御用留(御用留ｰ31)

1-6 慶喜,大阪を出帆.江戸に向かう

2月　武州金沢藩主、新政府に恭順

9月  鎌倉郡の寄場組合は小菅ヶ谷組は
　　 戸塚宿寄場組合に、雪ノ下組・
     片瀬組は藤沢宿組合に編入

　　　慶応四年御用留(朱書明治元年)
　　　(御用留ｰ32)

1-3 鳥羽伏見の戦

2-9 有栖川親王,東征大総督

3月  佐倉藩預地は御免となり、幕府直
　　 轄地となる。寄場組合は小菅ヶ組
　　 として継続

3月  本郷六村(笠間村除く)は幕府直轄
     地

6月  江川韮山代官所から鍛冶ヶ谷村に
     支配所となる旨,仰渡される

1864 元治元年 7-19 禁門の変
8-5 ４国連合艦隊,下関砲撃

10-14 大政奉還

10月　卯用留/金札通用触書

3-14 五ケ条の御誓文

4-11 江戸城無血開城 4月　横浜裁判所は、神奈川裁判所に
     改称
6月　神奈川裁判所、神奈川府に改組
     江川代官所、韮山県に改組
     川越藩主導から戸塚宿寄場組合に
     編入、明治５年11月まで
  　 御触書(断簡) 長防・兵庫開港の
　　 儀

2-15 東征軍進発

2-13 西郷・勝会談

　　　御請一札(市中取締触書)
　　　(触書・回章ｰ14)

2月　江川太郎左衛門、新政府に恭順

3月　御官軍様下向御触書、通達日記
     (触書・回章ｰ15)
     辰御用留/夜具松明徴発

2-13 慶喜,寛永寺に謹慎

正月 卯用留(御用留ｰ29)1-9  睦人親王践祚

12-9 王政復古の大号令
＜明治維新の始まり＞

3月　新政府、神奈川奉行所を接収し、
　　 横浜裁判所と改称

閏4-21 政体書布告,府藩県三治体制
　　　始まる（各行政区画に知事を
　　　置く）
　

7-17 江戸を東京と改称、東京府を
　 　置く

7月　辰御用留(御用留ｰ33)
7月  差上申御請之事(朝廷御触達)
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1868 明治元年

1869 明治２年

1870 明治３年

1871 明治４年

1872 明治５年

1873 明治６年

1874 明治７年

1876 明治9年

1878 明治11年

1884 明治17年

1889 明治22年

6月  小番組制から小区制に替る
　16大区 9小区(小菅ヶ谷,笠間)
　　　　10小区(桂,公田,岩瀬,今泉)
　　　　11小区(上野,中野,鍛冶ヶ谷)
 　17大区1小区(金井,小雀,田谷,長尾
　　　　　　　 台,飯島,長沼)
　　　　 2小区(上野庭,下野庭,上倉
　　　　　　　　田,下倉田)
　　　　 3小区(下柏尾,上柏尾,永谷,
　　　　　　　　舞岡)

12-3 改暦。この日を明治6年1月1日
　　 とする

8月　司法裁判所として神奈川県庁内
　　 に神奈川裁判所設置

5-18 五稜郭陥落(戊辰戦争終わる)
6-17 版籍奉還
　　 官制改革(太政官中心の官制)

7-14 廃藩置県 7月　鎌倉郡全域、神奈川県管轄

4-5 戸籍法

10月  辰御年貢可納年割付之事
　　  (年貢割付状ｰ66)

4-9  庄屋・名主・年寄を廃し、戸
     長・副戸長を置く

10-13 江戸城を皇居とする

5月 笠間,小菅ヶ谷,桂,公田,中野,上
　　野, 鍛冶ヶ谷,上野庭,下野庭の
　　９カ村で管掌区。
　　　戸長：梅沢与治衛門
　　　戸長役場：鍛冶ヶ谷村

4月 本郷村成立7カ村（笠間,小菅ヶ谷,
　  桂,公田,鍛冶ヶ谷,中野,上野）
 　   村長：梅沢与治衛門

3-15 地租条例制定
5 体制改正

4 町村制施行
7-31 土地収用法公布

7-28 地租改正条例布告
12  秩禄奉還法制定
＜明治維新の終わり＞

5月　鎌倉郡は16大区と17大区に分れる
     本郷の村々は16大区
　　　 9小番組(小菅ヶ谷,笠間)
　　  10小番組(桂,公田,岩瀬,今泉)
　　  11小番組(上野,中野,鍛冶ヶ谷)

9月   神奈川府、神奈川県に改称
10月  御触書 断簡(触書・回章ｰ20)

8-27 明治天皇即位
9-8 明治に改元

8-10 藩政改革を布告(職制・財政等
　　 の大本を示す）

8-1 国立銀行条例改正

9月　神奈川裁判所は横浜裁判所に改称

11月 鎌倉郡発足
　　 鍛冶ヶ谷村、鎌倉郡に編入
　　「大区小区制」廃止
　 　郡役所新設 府県-郡-町村の地方
　　 統治機構形成

７ 政府「三新法」公布
11-17 郡区町村編制法

7月　乍恐以書面奉懇願候(新街道開拓
     につき)（神奈川県権令宛）
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あ
と
が
き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本
郷
ふ
じ
や
ま
公
園
の
「
六
つ
の
ね
ら
い
」
の
一
つ
に
、
「
ふ
る
さ
と
の
歴
史
、
文
化
を
学
び
伝
え
る
」
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は 

 
 
 
 
 

そ
の
具
体
的
な
活
動
と
し
て
、
鍛
冶
ヶ
谷
村
の
名
主
を
務
め
た
小
岩
井
家
に
遺
さ
れ
た
古
文
書
の
解
読
を
続
け
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

今
回
刊
行
の
『
幕
末
維
新
編
』
は
、
小
岩
井
家
に
伝
わ
る
多
く
の
古
文
書
の
中
か
ら
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新
と
い
う
歴
史
の
転
換
期 

 
 
 
 

に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
す
。
当
時
の
人
々
の
暮
ら
し
や
村
の
運
営
、
新
政
府
へ
の
対
応
の
様
子
が
生
々
し
い
筆
致
で
記
録
さ
れ
て
い 

 
 
 
 

ま
す
。
判
読
の
難
し
い
文
字
や
古
い
言
い
回
し
に
苦
労
し
な
が
ら
も
、
少
し
ず
つ
解
読
を
進
め
、
こ
の
た
び
皆
さ
ま
に
お
届
け
で
き
る 

 
 
 
 

こ
と
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
。 

歴
史
を
知
る
こ
と
は
、
過
去
の
理
解
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
住
む
地
域
へ
の
愛
着
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
古
文
書
に
記 

 
 
 
 

さ
れ
た
暮
ら
し
の
知
恵
や
生
き
方
は
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
に
も
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

小
岩
井
家
に
遺
る
古
文
書
は
約
五
千
点
に
も
お
よ
び
、
解
読
作
業
は
ま
だ
ま
だ
道
半
ば
で
す
。
後
継
者
不
足
と
い
う
課
題
も
抱
え
て
い 

 
 
 
 

ま
す
が
、
「
こ
の
地
域
の
歴
史
を
知
り
た
い
、
読
み
た
い
」
と
い
う
お
気
持
ち
が
あ
れ
ば
、
ど
な
た
で
も
気
軽
に
参
加
で
き
ま
す
。 

 
 
 
 
 

本
小
冊
子
が
、
地
域
史
に
関
心
を
持
た
れ
る
契
機
と
な
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。 

解
読
過
程
で
は
、
横
浜
歴
史
博
物
館
の
小
林
紀
子
主
任
学
芸
員
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
の
ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く 

 
 
 
 
 

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

令
和
七
年 

十
二
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

古
文
書
解
読
グ
ル
ー
プ
一
同
（
五
十
音
順
） 

栗
田 

洋
二 

佐
藤 
礼
子 

田
島 

芳
伸 

田
代 

眞
治 

田
中 

百
合
子 

一
杉 

勝 
 

松
木 
義
文 

矢
嶋 

紀
明 

山
田 

喜
代
信 
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